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１－１ 用語の説明 

①契約図書

契約書、契約約款、現場説明書、質問回答書、特記仕様書、図面(標準図等)及び標準仕様

書をいう。

②設計図書

質問回答書、現場説明書、仕様書、図面をいう。

③仕様書

特記仕様書は各工事ごとに作成され、その工事につき標準仕様書に記載されている選択事

項について品質、仕上げの程度、工法などを指定するほか、標準仕様書に記載されていな

い特殊な材料、工法、仕様などについて記載するものをいい、標準仕様書は各工事に共通

していて比較的頻度の高い工種あるいは重要な工種について記載し、工事毎に上記の標準

仕様書等を特記仕様書等において指定している。

④契約担当者

知事及び知事の委任を受けて請負契約の締結を行うかい長をいう。(静岡県建設工事執行規

則(以下「執行規則」という。)第2条第1項第1号)

⑤監督員

請負工事について、地方自治法第234条の2第1項の規定による監督を行う職員をいう。(執

行規則第2条第1項第2号)

⑥検査を行う職員

地方自治法第234条の2第1項の規定による検査は、静岡県行政組織規則第4条に規定する

本庁若しくは同規則第 6 条に規定する出先機関の検査技監若しくは検査監又は知事若しく

はかい長の命ずる職員が行う。(執行規則第38条)

⑦現場代理人

請負契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、執行規則第

23 条第 1項の規定による請求の受理、同条第3項の規定による決定及び通知、同条第4項

の規定による請求並びに同条第5項の規定による通知の受理、請負代金額の変更、請負代金

の請求及び受領並びに請負契約の解除に係る権限を除き、この規則に基づく受注者の一切の

権限を行使することができる。(執行規則第21条第3項及び第4項)
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⑧主任技術者 

建設業法第26条第1項の規定による主任技術者をいう。 

建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には、建設業法第7条第1項第2号

イ、ロ又はハに該当する者(下表)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理

をつかさどる者として主任技術者を配置しなければならない。 

 

 (下表) 

建設業法第7条 
第1項第2号 

必 要 資 格 

イ 

・学校教育法による高等学校を(次表の学科を修めて)卒業した後、当該建設
工事に関し5年以上の実務経験を有する者 

・旧中等学校令による実業高校を(次表の学科を修めて)卒業した後、当該建
設工事に関し5年以上の実務経験を有する者 

・学校教育法による大学を(次表の学科を修めて)卒業した後、当該建設工事
に関し3年以上の実務経験を有する者 

・学校教育法による高等専門学校を(次表の学科を修めて)卒業した後、当該
建設工事に関し3年以上の実務経験を有する者 

・旧大学令による大学を(次表の学科を修めて)卒業した後、当該建設工事に
関し3年以上の実務経験を有する者 

・旧専門学校令による専門学校を(次表の学科を修めて)卒業した後、当該建
設工事に関し3年以上の実務経験を有する者 

ロ ・当該建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者 

ハ 
・国土交通大臣がイ又はロに揚げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を
有する者と認定した者 

 参考 上記中ハに該当するものとして施工管理技士、建築士などがある。 
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 (次表)                        (建設業法施行規則第1条) 

許可を受けようとする建設業 学 科 

土木工事業、舗装工事業 
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑
地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同
じ｡)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 

建築工事業、大工工事業、 
ガラス工事業、内装仕上工事業 

建築学又は都市工学に関する学科 

左官工事業、とび・土工工事業 
石工事業、屋根工事業、 
タイル･れんが･ブロック工事業、 
塗装工事業、解体工事業 

土木工学又は建築学に関する学科 

電気工事業、電気通信工事業 電気工学又は電気通信工学に関する学科 

管工事業、水道施設工事業、 
清掃施設工事業 

土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関す
る学科 

鋼構造物工事業、鉄筋工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科 

板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科 

防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科 

機械器具設置工事業、 
消防施設工事業 

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 

熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 

造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 

さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 

建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科 
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⑨監理技術者 

建設業法第26条第2項の規定による監理技術者をいう。 

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の

合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、特定建設業の

許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて建設業法第15条第1項第2号による監理

技術者を配置しなければならない。 

建設業法第15条 
第1項第2号 

必 要 資 格 

イ 

技術検定(建設業法第 27 条第１項)その他の法令の規定による試験で許可を
受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した
者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に
応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者 

ロ 
発注者から直接に工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円以上である
ものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者 

ハ 
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定
した者 

 参考 上記中ハに該当するものとして施工管理技士、建築士などがある。 

 

許可を受けて 

いる業種 

指定建設業(7業種) 
土木一式､建築一式､管工事､鋼構造物､舗装､電気､ 

造園 

 

 

 

その他(左以外の22業種) 
大工､左官､とび･土工･コンクリート､石､屋根､ 

タイル･れんが･ブロック､鉄筋､しゅんせつ､板金､ 

ガラス､塗装､防水､内装仕上､機械器具設置､ 

熱絶縁､電気通信､さく井､建具､水道施設､ 

消防施設､清掃施設､解体 

許可の種類 特定建設業 一般建設業 特定建設業 一般建設業 

元請工事に 

おける 

下請代金合計 

4,000万円(*1) 

以上 

4,000万円(*1) 

未満 

4,000万円(*1) 

以上は下請 

契約できない 

4,000万円 

以上 

4,000万円 

未満 

4,000万円 

以上は下請 

契約できない 

工
事
現
場
の
技
術
者
制
度 

工事現場に 

置くべき 

技術者 

監理技術者 主任技術者 監理技術者 主任技術者 

技術者の 

資格要件 

一級国家資格者 

国土交通大臣 

特別認定者 

一級・二級国家資格者 

登録基幹技能者 

指定学科＋実務経験者 

実務経験者 

一級国家資格者 

指導監督的な 

実務経験者 

一級・二級国家資格者 

登録基幹技能者 

指定学科＋実務経験者 

実務経験者 

技術者の 

現場専任 

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建築工事 

であって、請負金額が3,500万円(*2)以上となる工事 

監理技術者 

資格者証の 

必要性 

公共工事、監理

技術者の専任を

要する民間工事

のときに必要 

必要なし 

公共工事、監理

技術者の専任を

要する民間工事

のときに必要 

必要なし 

 *1：建築一式の場合6,000万円 *2：建築一式の場合7,000万円 
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⑩特例監理技術者、監理技術者補佐（建設業法第26条第３項ただし書） 

公共性のある重要な建設工事において、監理技術者を配置する場合、専任が必要となるが、

監理技術者の職務を補佐するもの（監理技術者補佐）を当該工事現場に専任で置く場合には

２つの工事を同一の監理技術者が兼任できる（特例監理技術者）。 

 

 

 

 

 

なお、監理技術者補佐は、監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及

び能力を有すると認められる者とされており、具体的には以下のいずれかの者。 

・建設工事の種類に応じた１級技師補であって、主任技術者要件を満たす者 

・建設工事の種類に応じた監理技術者要件を満たす者 

 

⑪専門技術者 

建設業法第26条の2第1項の規定による建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を

いう。 

 

⑫技能士 

職業能力開発促進法第50条第1項の規定による技能検定に合格した者が称することのでき

る称号をいう。 

 

⑬承諾、指示及び協議 

「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督員に対し、書面で申し出た事項について監督員

が書面をもって了解することをいう。 

「監督職員の指示」とは、監督員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこと

をいう。 

「監督職員と協議」とは、監督員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書

面に残すことをいう。 

「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 

(各標準仕様書 1.1.2 用語の定義) 

 

A工事 B工事 

特例監理技術者（兼任） 

監理技術者補佐（専任） 監理技術者補佐（専任） 
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１－２ 静岡県建設工事監督要領 

静岡県建設工事監督要領 

（目的） 

第１条 この要領は、静岡県が発注する工事の監督を執行するために必要な事項を定

め、もって工事監督の円滑な遂行に資することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 監   督 契約図書における発注者の責任を適切に遂行するために、工事

施工状況の確認、把握等を行い、契約の適正な履行を確保する

業務をいう。 

（２） 監 督 員 発注機関の長が工事の監督を命じた職員をいう。 

（３） 発注機関の長 課長及び出先機関の長をいう。 

（４） 課   長 静岡県行政組織規則（平成１９年静岡県規則第 29 号。以下「組

織規則」という）第 60 条に規定する本庁の課長をいう。 

（５） 出先機関の長 組織規則 69 条に規定する出先機関の長をいう。 

 

（監督の体制） 

第３条 監督の体制は、発注機関において定めるものとする。 

 

（監督の業務） 

第４条 監督員は、静岡県建設工事執行規則（昭和 50 年静岡県規則第 16 号。以下「執

行規則」という。）及び別記「監督業務の内容」に基づき、監督業務を実施するも

のとする。 

 

（かい長が監督を委託する場合の承認） 

第５条 かい長は、地方自治法施行令第 167 条の 15 第４項の規定により県職員以外

の者に委託して監督を行わせようとする場合は、当該部長の承諾を受けなければな

らない。 

 

（監督に関する図書の整備） 

第６条 監督員は、次の各号に掲げる図書（受注者から提出された図書を含む。）を

作成し、又は整理して監督の経緯を明らかにするものとする。 

（１） 契約の履行に関する協議事項（軽易なものを除く。）を記載した図書 

（２） 工事の実施状況及び工事材料の検査の事実を記載した図書 

（３） その他監督に関する図書 
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（監督に関する留意事項） 

第７条 監督員は、次に掲げる各号に留意して監督を行わなければならない。 

（１） 監督員は、契約図書に基づき法令を遵守し、公平かつ公正に監督を行うこと。 

（２） 監督員は、現場の状況を把握し、受注者に対して設計意図を正しく伝え、工

事が完全に施工されるようにすること。 

（３） 監督員は、関係機関及び地元関係者等との協調を図り、工事が円滑に行われ

るように努めること。 

（４） 監督員は、監督の実施に当たっては、受注者の業務を不当に妨げることのな

いようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の

秘密に属する事項は、これを他に漏らさないこと。 

 

（監督の命令） 

第８条 発注機関の長は、第３条の規定に基づく監督体制により担当する職員に監督

の命令を行うものとする。 

２ 前項の監督の体制を変更する場合は、その都度担当する職員に監督の命令を行う

ものとする。 

 

（監督員の通知） 

第９条 発注機関の長は、工事の請負契約を締結したときは執行規則第 21 条第 1項

に基づき、受注者に監督員の通知を行うものとする。 

２ 前項の監督員を変更した場合は、速やかに監督員変更通知書（様式第１号）《4-14

ページ参照》により、受注者に変更した監督員の通知を行うものとする。ただし、

前項の通知を口頭により実施した工事における監督員の変更の通知については、口

頭によることができる。 

 

（成績評定） 

第 10 条 監督員は、別に定める成績評定要領により、工事の成績を評定するものと

する。 

 

（雑則） 

第 11 条 この要領に定めのない事項及びこの要領により難い場合については、契約

担当者等と協議する。 

 

  附  則 

 この訓令乙は、平成 28 年４月１日から施行する。 
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項 目 業 務 内 容
静岡県

工事執行規則
関連条項

静岡県
工事請負
契約約款
関連条項等

その他
関係法令等

１　契約の履行の
確保

（１）契約図書の
内容把握

建設工事請負契約書、契約約款、仕様書、設計書、図面、現場
説明書、質問回答書等を把握し、受注者に対して設計意図を正し
く伝える。

（２）施工体制の
把握

①下記の施工体系の確認及び指導を実施する。
・配置技術者の専任制の確認
・施工体制台帳、施工体系図に基づく施工体制の確認

②下記の現場標識の確認を実施する。
・工事カルテの登録の確認（500万円以上の工事）
・工事施工中の建設業許可を示す標識の掲示の確認
・労災保険関係成立票の掲示の確認
・建退協制度の適用を受ける事業主に係る工事現場であることを
示す標識の掲示の確認

契 第10条

「公共工事の
入札及び契約
の適正化の促
進に関する法
律第15条」及
び「適正化指
針」５（３）

平成27年１月
６日付け「施工
体制台帳の作
成等について
の改正につい
て」

施工体制台帳
活用マニュア
ル

（３）施工計画書
の受理

契約図書に基づいて受注者から提出された施工計画書の内容を
把握する。

（４）契約図書に
基づく指示、承諾
の内容把握

契約図書に明示した指示、承諾、協議、受理等（詳細図等の作成
を含む）を適切に行う。

執規　第21条 契 第９条

（５）条件変更に
係る調査、指示、
確認等

① 工事執行規則第28条第１項の第１号から第５号までの事実を
発見したとき、又は受注者から事実の確認を求められたときは、
直ちに調査を行い、その内容を確認し検討する。

執規　第28条 契 第18条

② 前項の調査結果に基づいて、受注者に指示又は通知する。 執規　第28条
執規　第29条

契 第18条
設計変更事務
処理要領・同
運用基準

（６）受注者への
指示

設計図書に基づく指示、承諾、協議等については、「指示、承諾、
協議書（様式１）《4-72ページ参照》」により行うものとする。

執規　第10条
執規　第21条

契 第１条
契 第９条

別記「監督業務の内容」
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項 目 業 務 内 容
静岡県

工事執行規則
関連条項

静岡県
工事請負
契約約款
関連条項等

その他
関係法令等

別記「監督業務の内容」

２　品質・出来形
の確保、施工状
況の確認等

（１）事前調査等 工事の着手に先立ち、工程・使用材料・施工方法・配置技術者の
妥当性、作業時間・方法の確認、近隣への安全対策、官公庁等
への届出状況の把握等の確認を行う。

（２）工事材料の
検査等

契約図書において、監督員の検査を受けて使用すべきものと指
定された工事材料、又は監督員の立会いの上、調合し、又は調
合について見本検査を受けるものと指定された材料の検査又は
立会いを行う。

執規　第24～
25条

契 第13～14
条

（３）工事施工の
立会い

契約図書又は監督員の指示により、監督員の立会いの上、施工
するものと指定された工事において立会いを行う。

執規　第25条 契 第14条

（４）改造の指示
及び破壊検査

① 工事の施工が設計図書に適合しない事実を確認した場合で、
必要があると認められるときは、改造の指示を行う。

執規　第21条
執規　第27条

契 第９条
契 第17条

② 工事執行規則第24条第２項若しくは第２５条第１項から第３項
までの規定に違反した場合、又は工事の施工が設計図書に適合
しないと認められる相当の理由がある場合において、必要がある
と認められる場合には、工事の施工部分を破壊して検査する。

執規　第27条 契 第17条

（５）支給材料及
び貸与品の検査、
引渡し

契約図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品
名、数量、品質、規格又は性能を立会いの上、設計図書に基づ
き検査を行う。

執規　第26条 契 第15条

３　工程に関する
監督

（１）関連工事との
調整

関連する２以上の工事が施工上密接に関連する場合、必要に応
じて契約担当者の行う工事の調整に協力する。

執規　第９条 契 第２条

（２）工程の把握
及び工事促進の
指示

受注者からの履行報告に基づき、工程を把握し必要に応じて工
事促進の指示を行う。

執規　第22条
の２

契 第11条
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項 目 業 務 内 容
静岡県

工事執行規則
関連条項

静岡県
工事請負
契約約款
関連条項等

その他
関係法令等

別記「監督業務の内容」

４　契約担当者へ
の報告

（１）工事の中止
及び工期の検討
及び報告

① 工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると
認められたときは、中止期間を検討し、契約担当者へ報告する。

執規　第29条
の２

契 第20条

② 受注者から工期延長の申し出があった場合は、その理由を検
討し、契約担当者へ報告する。

執規　第30条 契 第21条

（２）一般的損害
の調査及び報告

一般的損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原
因、損害の情況等を調査し、発注者の責に帰する理由及び損害
額の請求内容を審査し、契約担当者に報告する。

執規　第34条 契 第27条

（３）天災、その他
の不可抗力によ
る工事出来形部
分等の損害の調
査及び報告

① 天災、その他の不可抗力による損害について、受注者から通
知を受けた場合は、その原因、損害の情況等を調査し、確認結
果を契約担当者へ報告する。

執規　第36条 契 第29条

昭和60年１月
６日付け「天災
その他の不可
抗力により工
事出来形部分
等に損害を生
じた場合にお
ける事務の取
扱いについて」

② 損害額の負担請求内容を審査し、契約担当者へ報告する。 執規　第36条 契 第29条

（４）第三者に及
ぼした損害の調
査及び報告

工事の施工に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、
損害の情況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならな
いと認められる場合は、契約担当者へ報告する。

執規　第35条 契 第28条

（５）部分使用の
確認及び報告

部分使用を行う工事目的物の確認を行い、受注者と協議し、契
約担当者へ報告する。

執規　第41条 契 第33条

（６）中間前金払
請求時の出来高
確認及び報告

中間前金払の請求があった場合は、工期、出来高等を確認し、
契約担当者へ報告する。

執規　第42条 契 第34条

（７）部分払（出来
形確認請求） 時
の出来形の 審査
及び報告

出来形確認請求があった場合は、内容を審査の上、出来形歩合
調書を作成し、契約担当者へ報告する。

執規　第45条 契 第37条

平成21年3月
31日付け「建
設工事請負代
金の部分払の
取扱いについ
て」

昭和45年９月
21日付け「出
来形歩合調書
について」

（８）工事関係者
に関する措置請
求

現場代理人が、その職務の執行につき著しく不適当と認められる
場合は、契約担当者へその措置請求を行う。

執規　第23条 契 第12条

（９）契約解除に
関する 必要書類
の作成及び措置
請求又は報告

① 工事執行規則第52条第１項及び第53条第１項に基づき契約
を解除する必要があると認められる場合は、契約担当者に対し
て措置要求を行う。

執規　第52条
執規　第53条

契 第43条
契 第43条の２
契 第44条
契 第47条
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項 目 業 務 内 容
静岡県

工事執行規則
関連条項

静岡県
工事請負
契約約款
関連条項等

その他
関係法令等

別記「監督業務の内容」

② 受注者から契約の解除の通知を受けたときは、契約解除要件
を確認し、契約担当者へ報告する。

執規　第54条 契 第45条

③ 契約が解除された場合は、出来形部分に関する調書を作成
し、契約担当者に報告する。

執規　第55条 契 第49条

５　その他

（１）現場発生品
の処理

工事現場における発生品は、品質、規格、数量等を確認し、その
処理方法を指示する。

（２）建設副産物
の適正処理状況
等の把握

建設副産物を搬出する工事にあっては、産業廃棄物管理票（マ
ニュフェスト）等により、適正に処理されているか把握する。
また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する工事にあって
は、受注者が作成する再生資源利用計画書及び再生資源利用
促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握する。

（３）地元対応 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し、必要な措
置を行う。

（４）関係機関との
協議・調整

工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を
行う。

（５）臨機の措置 災害防止、その他工事の施工上、特に必要と認めるときは、受注
者に対して臨機の措置を求める。

執規　第33条 契 第26条

（６）事故等に対す
る措置

事故等が発生したときは、速やかに状況を調査し、所属長又は
主務課長等に報告する。

（７）「施工プロセ
ス」チェックリスト
の整備

監督員は、「施工プロセス」チェックリストに、監督の実施状況を
記録し整備する。

静岡県建設工
事成績評定要
領運用通知

（８）検査申請 担当監督員は、次のいずれかに該当するときは、工事検査申請
手続きを行う。
（1）完成届出書を受理したとき
（2）出来形確認請求書を受理したとき
（3）契約の解除の通知をし、又は解除の通知を受けたとき
（4）中間検査申請書を受理したとき

執規　第39条 契 第31条
静岡県建設工
事検査要領

（９）工事成績の
評定

監督員は、工事が完成したときは、静岡県建設工事成績評定要
領に基づき工事成績の評定を行う。

静岡県建設工
事成績評定要
領及び同運用
通知

（１０）工事完成検
査等の立会い

工事の完成、出来形、中間の各検査時は、原則として監督員等
が立会う。

静岡県建設工
事検査要領

（注） 「執規」
は静岡県工事
執行規則をい
う。

（注）「契」は静
岡県建設工事
請負契約約款
をいう。
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建経工第 19 号  

令和３年６月４日  

 

本庁関係課長 様 

各土木事務所長 様 

 

工事検査課長  

 

静岡県建設工事監督要領別記「監督業務の内容」における様式１の改正に 

ついて（通知） 

 

このことについて、建築工事等において、提出書類への押印廃止等に対応するため、

静岡県建設工事監督要領別記「監督業務の内容」における様式１を下記のとおり改正し

たので、通知します。 

 

記 

 

１ 改正内容 

  押印を廃止し、承諾については署名を、指示、協議、提出、報告については記名し

たものを有効とする。 

  なお、土木工事及び農林土木工事については、令和３年３月 15 日付け建工第 75 号

土木工事共通仕様書等の改正について（通知）及び令和３年３月 15 日付け建工第 76

号農林土木工事共通仕様書等の一部改正について（通知）により、改正済であること

を申し添える。 

 

２ 適用 

  令和３年４月１日以降に契約する工事及び既契約工事 

 ※１ この通知を受けた際現に改正前の様式により使用されている指示書等は、改正

後の様式により使用された指示書等とみなす。 

 ※２ この通知を受けた際現に改正前の様式により作成されている用紙は、当分の間

調整して使用することができる。 

 

３ その他 

  改正した様式１については、工事検査課ＤＢ及びホームページに掲載する。 

 

 

担当：工事検査班 

電話：054-221-2624 
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１－３ 静岡県建設工事監督要領の運用について(通知) 

建  工 第 1 1 8 号 

平成 28 年３月 30 日 

 

各本庁関係課長 

各関係出先機関の長 

 

交通基盤部長 

 

静岡県建設工事監督要領の運用について（通知） 

 

 

 静岡県建設工事監督要領については、平成 28 年３月 30 日付け建工第 117 号に

より通知したところですが、その運用について別紙のとおり定めたので通知しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    担  当 工事検査課工事検査班 

                    電話番号 054-221-2624 

                    Ｆ Ａ Ｘ 054-221-3199 

1-13



 
 
 

 

（別紙） 
静岡県建設工事監督要領の運用 

 
１ 適用範囲 
  この運用は、経営管理部、くらし・環境部、経済産業部及び交通基盤部が発注す

る土木工事、農林土木工事及び建築・設備工事に適用する。 

 
 ２ 監督の体制、業務（第３、４条関係） 
  静岡県建設工事監督要領（以下「監督要領」という。）第３条に規定する監督の

体制は、土木工事及び農林土木工事にあっては別表１、建築・設備工事にあっては

別表２によるところとする。 

  監督要領第４条に規定する監督の業務は、総括監督員、主任監督員及び担当監督

員に分任するものとし、次の各号に掲げるとおりとする。また、同条に規定する別

記「監督業務の内容」については、土木工事においては「監督業務の内容 土木工

事編」と、農林土木工事においては「監督業務の内容 農林土木工事編」と、建築・

設備工事においては「監督業務の内容 建築・設備工事編」とそれぞれ読み替えて

適用する。 

 

 （１）総括監督員の業務 

   ア 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で

重要なもの 

   イ 関連する２以上の工事監督を行う場合における工事の工程等の調整で重

要なもの 

   ウ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要を認めた場合における当該

措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の契約担当者への報告 

   エ 主任監督業務及び担当監督業務を担当する監督員の指揮監督及び監督業

務の掌理 

   オ 現場技術員（※注１）の指揮監督及び業務の掌理 

 

 （２）主任監督員の業務 

   ア 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議

（重要なもの及び軽易なものを除く）。 

   イ 契約図書に基づく工事の実施のための詳細図等（軽易なものを除く。）の

作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書（軽易なものを除

く。）の承諾 

   ウ 契約図書に基づく工程管理、立会、工事の実施状況の検査及び工事材料の

試験又は検査の実施（他の者に実施させて確認することを含む。以下同じ。）

で重要なもの 
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   エ 関連する２以上の工事の監督を行う場合における工事の工程等の調整（重

要なものを除く。） 

   オ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合におけ

る、当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の総括監督業務を

担当する監督員への報告 

   カ 担当監督業務を担当する監督員の指揮監督並びに主任監督業務及び担当

監督業務の掌理 

   キ 現場技術員の指揮監督及び業務の掌理 

 

 （３）担当監督員の業務 

   ア 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で

軽易なもの 

   イ 契約図書に基づく工事の実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び

交付、又は契約の相手方が作成したこれらの図書で軽易なものの承諾 

   ウ 契約図書に基づく工程の管理、立会、工事の実施状況の検査及び工事材料

の試験又は検査（立会確認）の実施（重要なものを除く。） 

   エ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合におけ

る当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の主任監督業務を担

当する監督員への報告 

   オ 担当監督業務の掌理 

   カ 現場技術員の業務の掌理及び調整 

 

３ 監督員の通知（第９条関係） 

  静岡県建設工事執行規則第21条第１項に規定する監督員通知書及び監督要領第

９条第２項に規定する監督員変更通知書については、監督員の職氏名に加え、業務

の区分を併記するものとする。（記載例１、２参照《4-13、4-14ページ参照》） 

 

 

（※注１） 

  現場技術員とは、土木工事共通仕様書第3編1-1-4及び農林土木工事共通仕様書第

1編第１章1-1-9に規定する現場技術員をいう。 
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別表１（監督の体制） 

 土木工事、農林土木工事における監督体制は、原則として次のように定める。 

 

工事発注機関 

監 督 員 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 

 

土木事務所 

農林事務所 

特設事務所 

 

技監 

技監兼支所長・課長 

技術課長 

班長級相当職 

 

班長級相当職 

副班長級相当職 

副班長級相当職 

主任 

技師 

注１ 総括監督員は、主任監督員を兼ねることができる。 
注２ 主任監督員は、担当監督員を兼ねることができる。 
注３ 副班長級相当職とは、班長代理、副班長若しくは主査をいう。 

 

別表２（監督の体制） 

 建築・設備工事における監督体制は、原則として次のように定める。 

 

工事発注機関 
監 督 員 

総括監督員 主任監督員 担当監督員 

 

 

土木事務所 

 

 

技監 

技術課長 

班長級相当職 

班長級相当職 

副班長級相当職 

副班長級相当職 

主任 

技師 

 

 

本 庁 各 課 

 

 

課長 

技監 

班長級相当職 

班長級相当職 

副班長級相当職 

副班長級相当職 

主任 

技師 

注１ 総括監督員は、主任監督員を兼ねることができる。 
注２ 主任監督員は、担当監督員を兼ねることができる。 
注３ 副班長級相当職とは、班長代理、副班長若しくは主査をいう。 
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項 目 業 務 内 容
静岡県

工事執行規則
関連条項

静岡県
工事請負
契約約款
関連条項等

建築工事
標準仕様書
関連条項等

１　契約の履行の
確保

（１）契約図書の
内容把握

建設工事請負契約書、契約約款、仕様書、設計書、図面、現場
説明書、質問回答書等を把握し、受注者に対して設計意図を正し
く伝える。

（２）施工体制の
把握

①下記の施工体系の確認及び指導を実施する。
・配置技術者の専任制の確認
・施工体制台帳、施工体系図に基づく施工体制の確認

②下記の現場標識の確認を実施する。
・工事カルテの登録の確認（500万円以上の工事）
・工事施工中の建設業許可を示す標識の掲示の確認
・労災保険関係成立票の掲示の確認
・建退協制度の適用を受ける事業主に係る工事現場であることを
示す標識の掲示の確認

契 第10条

「公共工事の
入札及び契約
の適正化の促
進に関する法
律第15条」及
び「適正化指
針」５（３）

平成27年１月
６日付け「施工
体制台帳の作
成等について
の改正につい
て」

施工体制台帳
活用マニュア
ル

標仕1.1.4

「施工体制の
確保に関する
推進協議会運
用方針」に係
る交通基盤部
の取扱い

（３）施工計画書
の受理

契約図書に基づいて受注者から提出された施工計画書の内容を
把握する。

標仕1.2.2

（４）契約図書に
基づく指示、承諾
の内容把握

契約図書に明示した指示、承諾、協議、受理等（詳細図等の作成
を含む）を適切に行う。

執規　第21条 契 第９条 標仕1.1.2、6、
8
標仕1.2.1～3
標仕1.3.3、5～
6、8
標仕1.4.2～5
標仕1.5.1、4～
5、7～8
標仕1.6.1
標仕1.7.2～3

（５）条件変更に
係る調査、指示、
確認等

① 工事執行規則第28条第１項の第１号から第５号までの事実を
発見したとき、又は受注者から事実の確認を求められたときは、
直ちに調査を行い、その内容を確認し検討する。

執規　第28条 契 第18条

② 前項の調査結果に基づいて、受注者に指示又は通知する。 執規　第28条
執規　第29条

契 第18条
設計変更事務
処理要領・同
運用基準

（６）受注者への
指示

設計図書に基づく指示、承諾、協議等については、「指示、承諾、
協議書（様式１）《4-72ページ参照》」により行うものとする。

執規　第10条
執規　第21条

契 第１条
契 第９条

別記「監督業務の内容　建築・設備工事編」
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項 目 業 務 内 容
静岡県

工事執行規則
関連条項

静岡県
工事請負
契約約款
関連条項等

建築工事
標準仕様書
関連条項等

別記「監督業務の内容　建築・設備工事編」

２　品質・出来形
の確保、施工状
況の確認等

（１）事前調査等 工事の着手に先立ち、工程・使用材料・施工方法・配置技術者の
妥当性、作業時間・方法の確認、近隣への安全対策、官公庁等
への届出状況の把握等の確認を行う。

標仕1.1.3
標仕1.2.2
標仕1.2.3

（２）工事材料の
検査等

契約図書において、監督員の検査を受けて使用すべきものと指
定された工事材料、又は監督員の立会いの上、調合し、又は調
合について見本検査を受けるものと指定された材料の検査又は
立会いを行う。

執規　第24～
25条

契 第13～14
条

標仕1.3.6
標仕1.4.2
標仕1.4.4
標仕1.4.5

（３）工事施工の
立会い

契約図書又は監督員の指示により、監督員の立会いの上、施工
するものと指定された工事において立会いを行う。

執規　第25条 契 第14条 標仕1.4.4
標仕1.4.5
標仕1.5.7

設計図書に定められた場合、一工程の施工完了の報告を受けた
場合、その他指示した工程に達した場合は施工の検査を行う。

標仕1.5.5

（４）改造の指示
及び破壊検査

① 工事の施工が設計図書に適合しない事実を確認した場合で、
必要があると認められるときは、改造の指示を行う。

執規　第21条
執規　第27条

契 第９条
契 第17条

② 工事執行規則第24条第２項若しくは第２５条第１項から第３項
までの規定に違反した場合、又は工事の施工が設計図書に適合
しないと認められる相当の理由がある場合において、必要がある
と認められる場合には、工事の施工部分を破壊して検査する。

執規　第27条 契 第17条

（５）支給材料及
び貸与品の検査、
引渡し

契約図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品
名、数量、品質、規格又は性能を立会いの上、設計図書に基づ
き検査を行う。

執規　第26条 契 第15条

３　工程に関する
監督

（１）関連工事との
調整

関連する２以上の工事が施工上密接に関連する場合、必要に応
じて契約担当者の行う工事の調整に協力する。

執規　第９条 契 第２条 標仕1.1.7

（２）工程の把握
及び工事促進の
指示

受注者からの履行報告に基づき、工程を把握し必要に応じて工
事促進の指示を行う。

執規　第22条
の２

契 第11条 標仕1.2.1

（３）工期の変更
に係る資料整理

契約書の規定に基づく工期変更の協議に当たり、受注者から提
出された変更工程表、変更日数根拠等の資料を整理し、内容の
妥当性を確認する。

執規第30条 契 第21条
契 第23条

標仕1.1.10
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項 目 業 務 内 容
静岡県

工事執行規則
関連条項

静岡県
工事請負
契約約款
関連条項等

建築工事
標準仕様書
関連条項等

別記「監督業務の内容　建築・設備工事編」

４　契約担当者へ
の報告

（１）工事の中止
及び工期の検討
及び報告

① 工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると
認められたときは、中止期間を検討し、契約担当者へ報告する。

執規　第29条
の２

契 第20条 標仕1.1.9

② 受注者から工期延長の申し出があった場合は、その理由を検
討し、契約担当者へ報告する。

執規　第30条 契 第21条 標仕1.1.10

（２）一般的損害
の調査及び報告

一般的損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原
因、損害の情況等を調査し、発注者の責に帰する理由及び損害
額の請求内容を審査し、契約担当者に報告する。

執規　第34条 契 第27条

（３）天災、その他
の不可抗力によ
る工事出来形部
分等の損害の調
査及び報告

① 天災、その他の不可抗力による損害について、受注者から通
知を受けた場合は、その原因、損害の情況等を調査し、確認結
果を契約担当者へ報告する。

執規　第36条 契 第29条

昭和60年１月
６日付け「天災
その他の不可
抗力により工
事出来形部分
等に損害を生
じた場合にお
ける事務の取
扱いについて」

標仕1.3.10

② 損害額の負担請求内容を審査し、契約担当者へ報告する。 執規　第36条 契 第29条

（４）第三者に及
ぼした損害の調
査及び報告

工事の施工に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、
損害の情況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならな
いと認められる場合は、契約担当者へ報告する。

執規　第35条 契 第28条 標仕1.3.10

（５）部分使用の
確認及び報告

部分使用を行う工事目的物の確認を行い、受注者と協議し、契
約担当者へ報告する。

執規　第41条 契 第33条

（６）中間前金払
請求時の出来高
確認及び報告

中間前金払の請求があった場合は、工期、出来高等を確認し、
契約担当者へ報告する。

執規　第42条 契 第34条

（７）部分払（出来
形確認請求） 時
の出来形の 審査
及び報告

出来形確認請求があった場合は、内容を審査の上、出来形歩合
調書を作成し、契約担当者へ報告する。

執規　第45条 契 第37条

平成21年3月
31日付け「建
設工事請負代
金の部分払の
取扱いについ
て」

昭和45年９月
21日付け「出
来形歩合調書
について」

標仕1.6.1

（８）工事関係者
に関する措置請
求

現場代理人が、その職務の執行につき著しく不適当と認められる
場合は、契約担当者へその措置請求を行う。

執規　第23条 契 第12条

（９）契約解除に
関する 必要書類
の作成及び措置
請求又は報告

① 工事執行規則第52条第１項及び第53条第１項に基づき契約
を解除する必要があると認められる場合は、契約担当者に対し
て措置要求を行う。

執規　第52条
執規　第53条

契 第43条
契 第43条の２
契 第44条
契 第47条

② 受注者から契約の解除の通知を受けたときは、契約解除要件
を確認し、契約担当者へ報告する。

執規　第54条 契 第45条

③ 契約が解除された場合は、出来形部分に関する調書を作成
し、契約担当者に報告する。

執規　第55条 契 第49条
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項 目 業 務 内 容
静岡県

工事執行規則
関連条項

静岡県
工事請負
契約約款
関連条項等

建築工事
標準仕様書
関連条項等

別記「監督業務の内容　建築・設備工事編」

５　その他

（１）現場発生品
の処理

工事現場における発生品は、品質、規格、数量等を確認し、その
処理方法を指示する。

標仕1.3.8

（２）建設副産物
の適正処理状況
等の把握

建設副産物を搬出する工事にあっては、産業廃棄物管理票（マ
ニュフェスト）等により、適正に処理されているか把握する。
また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する工事にあって
は、受注者が作成する再生資源利用計画書及び再生資源利用
促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握する。

標仕1.3.8

（３）地元対応 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し、必要な措
置を行う。

（４）関係機関との
協議・調整

工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を
行う。

（５）臨機の措置 災害防止、その他工事の施工上、特に必要と認めるときは、受注
者に対して臨機の措置を求める。

執規　第33条 契 第26条 標仕1.3.10

（６）事故等に対す
る措置

事故等が発生したときは、速やかに状況を調査し、所属長又は
主務課長等に報告する。

営繕工事事故
等対応マニュ
アル（経済産
業部営繕企画
課）
工事事故対応
マニュアル（く
らし・環境部建
築住宅局）

（７）「施工プロセ
ス」チェックリスト
の整備

監督員は、「施工プロセス」チェックリストに、監督の実施状況を
記録し整備する。

静岡県建設工
事成績評定要
領運用通知

建築・設備工
事成績評定要
領

（８）検査申請 担当監督員は、次のいずれかに該当するときは、工事検査申請
手続きを行う。
（1）完成届出書を受理したとき
（2）出来形確認請求書を受理したとき
（3）契約の解除の通知をし、又は解除の通知を受けたとき
（4）中間検査申請書を受理したとき

執規　第39条 契 第31条
静岡県建設工
事検査要領

（９）工事成績の
評定

監督員は、工事が完成したときは、静岡県建設工事成績評定要
領に基づき工事成績の評定を行う。

静岡県建設工
事成績評定要
領及び同運用
通知

（１０）工事完成検
査等の立会い

工事の完成、出来形、中間の各検査時は、原則として監督員等
（総括監督員、主任監督員、担当監督員等）が立会う。

静岡県建設工
事検査要領

参考資料 別添「執行規則に基づく監督業務の内容」

（注） 「執規」
は静岡県工事
執行規則をい
う。

（注）「契」は静
岡県建設工事
請負契約約款
をいう。

（注）「標仕」は
公共建築工事
標準仕様書を
いう。

公共建築工事標準仕様書以外の仕様書を適用する工事については、適用される仕様書の規定を遵守する。
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執行規則に基づく監督業務の内容

第９条　関連工事の調整（約款第２条）

第13条　権利義務の譲渡等（約款第５条）

　請負契約により生ず
る義務はもとより、権
利についても受注者が
加入している事業協同
組合から制度的に建設
工事の施工に必要な資
金を借り入れるため、
請負代金請求権を当該
組合に譲渡する場合の
ほかは、原則として第
三者に対して譲渡する
ことを承諾しないこ
と。

　第１項　受注者は、
請負契約により生ずる
権利又は義務を第三者
に譲渡し、又は承継さ
せてはならない。　た
だし、あらかじめ、契
約担当者の承諾を得た
場合は、この限りでな
い。
　第２項　受注者は、
工事目的物、工事材料
（工事製品を含む。以
下同じ。）のうち第24
条第２項の検査に合格
したもの及び第45条第
３項の規定による部分
払のための確認を受け
たもの並びに工事仮設
物を第三者に譲渡し、
貸与し、又は抵当権そ
の他の担保の目的に供
してはならない。　た
だし、あらかじめ、契
約担当者の承諾を得た
場合は、この限りでな
い。
　第３項　受注者は、
請負代金の請求権の譲
渡について承諾を得よ
うとするときは、様式
第７号による建設工事
請負代金請求権譲渡承
諾（変更承諾）申請書
を契約担当者に提出し
なければならない。こ
れを変更しようとする
ときも同様とする。

　発注者の書面による承諾のな
い限り禁止される受注者の処分
行為は、譲渡、貸与及び抵当権
等の担保の目的に供することで
ある。
　工事材料については、貸権譲
渡担保等の目的に供すること
が、その他の担保の目的に供す
ることに該当する。

　当該工事
が、契約担当
者が発注した
第三者の施工
する他の工事
と関連し工事
の進捗に支障
を及ぼすと認
められるとき
は、主任監督
員に報告しな
ければならな
い。

　第１項（後段）この
場合においては、受注
者は、契約担当者の調
整に従い、第三者の行
う建設工事の円滑な施
工に協力しなければな
らない。

　「必要があるとき」とは、受
注者又は発注者から工事を請け
負っている第三者のいずれかの
申し出があった場合のほか、発
注者が工事全体の円滑な施工の
ため必要と判断したときも含む
ものである。
　「調整」の内容は、工事の関
連する態様により多様であり、
その程度も一様でないが、単純
にいえば、受注者及び他の工事
を施工する第三者（この第三者
についても、この約款に基づい
て契約していることが当然予想
されるので、当該契約において
調整に従わなければならないこ
とになる。）の工事の実施工
程、施工方法等について、必要
な範囲内における調整をするこ
とである。また、一方の工事が
遅延したため、他方の工事にも
影響が生ずる場合には、他方の
工事の促進を図ることも含まれ
ると解する。
　受注者は、発注者の調整に従
い、第三者の施工する工事の円
滑な施工に協力しなければなら
ないが、この調整に従ったこと
を理由として請負代金額の変
更、又は必要とした費用を発注
者が負担することを要求するこ
とはできないと解する。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

　第１項（前段）契約
担当者は、受注者の施
工する建設工事及び契
約担当者の発注に係る
第三者の施工する他の
建設工事が施工上密接
に関連する場合におい
て、必要があるとき
は、その施工につき、
調整を行うものとす
る。

　主任監督員
から報告を受
けた場合にお
いて、工期及
び請負代金額
を変更し、又
は工事を打ち
切る等の必要
が生じる場合
には、契約担
当者に報告し
なければなら
ない。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

　担当監督員
から報告を受
けたときは、
第三者の施工
する工事と両
方の工程、そ
の他必要な事
項を調整し、
総括監督員に
報告しなけれ
ばならない。
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第14条　一括委任又は一括下請負の禁止（約款第６条）

第15条　下請負人の通知（約款第７条）

 （１）

（２）
 （２） （３）

 （３）

（１）下請負人の住所及
び商号

※平成10年６月19
付け、管第149号
「中小建設業者の
受注機会の確保等
について（通
知）」により、当
分の間、下請負通
知書を全ての工事
から徴取。

　第２項　請負者は、
前項の規定による請求
があったときは、遅滞
なく、様式第８号によ
る下請負人通知書によ
り契約担当者に通知し
なければならない。

 上記各号に掲げる
 場合のほか、契約
 担当者が特に必要
 と認めるとき

 （執行規則の運用第６
 下請負人に関する通知
 の請求）
 　次のいずれかに該当
 するときは受注者に対
 し、下請負人に関する
 事項を通知させるこ
 と。

 　受注者に対
 して下請負人
 に関する通知
 の請求をし契
 約担当者に報
 告しなければ
 ならない。

 　契約担当者
 から報告を受
 けたときは、
 速やかに事実
 関係を調査し
 受注者として
 の監督を徹底
 するよう受注
 者に指示する
 ものとする。
 　なお、指示
 しても徹底し
 ない場合には
 総括監督員に
 報告しなけれ
 ばならない。

  指示事項が下
 請負人に徹底
 しない等、監
 督行為が円滑
 に行われず工
 事の全部又は
 大部分を一括
 して委任又は
 下請負人に対
 して疑いがあ
 るときは、主
 任監督員に報
 告しなければ
 ならない。

　発注者が受注者に通知を求め
ることができる「その他必要な
事項」とは、例えば、下請負者
の住所、施工実績等の施工能
力、当該下請負人が担当する工
事内容、現場代理人の名称、主
任技術者の名称等であり、発注
者の必要に応じて決めることが
できる。
　なお、本規定とは直接関係な
いが、建設業法第24条の７に基
づく施工体制台帳の記載事項が
参考となろう。

 一括下請負に付し
 ている疑いがある
 とき

下請契約の内容
 下請負人が工事の
 施工又は管理につ
 いて不適当である
 と認められるとき

下請負人が請け
負った工事に係る
建設業の種類並び
に当該建設業の許
可の年月日及び許
可番号

　第１項　契約担当者
は、第14条の規定によ
る請負の禁止に違反す
る疑いがあると認める
ときは、下請け契約を
締結した請負者に対
し、次に掲げる事項の
通知を請求することが
できる。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

　第１項　受注者は、
建設工事の全部若しく
はその主たる部分又は
他の部分から独立して
その機能を発揮する工
作物の工事を一括して
第三者に委任し、又は
請け負わせてはならな
い。

　建設業法第22条第３項におい
て、受注者があらかじめ発注者
の書面による承諾を得た場合に
は、一括下請負の禁止が適用除
外されているが、「公共工事の
入札及び契約の適正化の促進に
関する法律」第14条において、
公共工事については適用除外さ
れていない。

　一括下請負とは見なされない
「受注者がその下請工事の施工
に実質的に関与しているもの」
とは、受注者が自ら総合的に企
画、調整及び指導（施工計画の
総合的な企画、工事全体の的確
な施工を確保するための工程管
理及び安全管理、工事目的物、
工事仮設物、工事使用材料等の
品質管理、下請負人間の施工調
整、下請負人に対する技術指
導、監督等）の全ての面におい
て主体的な役割を果たしている
ことをいい、単に現場に技術者
を置いているだけでは、実質的
に関与しているとはいえない。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

※平成30年7月
執行規則の運用
から削除
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備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

　第１項（後段）ただ
し、契約担当者が、そ
の工事材料及び施工方
法等を指定した場合に
おいて、設計図書に特
許権等の対象である旨
の明示がなく、かつ、
その存在を知らなかっ
たときは、契約担当者
は、受注者がその使用
に関して要した費用を
負担しなければならな
い。

　主任監督員
の報告が妥当
である場合に
は契約担当者
に報告しなけ
ればならな
い。

　担当監督員
から「その存
在を知らな
かった」との
報告を受けた
ときは、立証
方法を検討
し、受注者の
知悉を立証で
きないとき
は、その使用
に要した費用
を積算し、総
括監督員に報
告しなければ
ならない。

　その施工方
法を指定した
場合におい
て、設計図書
に特許権等の
対象のある旨
の明示がな
く、かつ、受
注者がその存
在を知ってい
たことを、立
証できないと
きは主任監督
員に報告しな
ければならな
い。

　第１項（前段）受注
者は、特許権、実用新
案権、意匠権、商標権
その他日本国の法律に
基づき保護される第三
者の権利（以下「特許
権等」という。）の対
象となっている工事材
料及び施工方法等（仮
設、施工方法その他工
事目的物を完成するた
めに必要な一切の手段
をいう。以下同じ。）
を使用するときは、そ
の使用に関する一切の
責任を負わなければな
らない。

　特許権等の第三者の権利の対
象になっている工事材料、施工
方法等を使用するときは、原則
として受注者がその使用に関す
る一切の責任を負う。
　受注者は、契約約款第１条第
３項の規定により、設計図書に
指定がない場合には、施工方法
等（仮設、施工方法その他工事
目的物を完成するために必要な
一切の手段）を定めなければな
らない。また、工事材料につい
ても、設計図書に指定がない場
合には、受注者が決定すること
となっている。このため、受注
者が自ら選択した施工方法等に
ついては、受注者自身がその責
任を負い、特許権等の使用料を
負担するのは当然と言えよう。
　なお、契約に係る工事を実施
するためには、第三者の権利の
対象となっている工事材料、施
工方法等を使用することが不可
欠である場合には、発注者は、
設計図書において指定すべきで
ある。
　ただし、受注者に選択権がな
い場合、すなわち、発注者が工
事材料、施工方法等を指定した
場合において、設計図書に特許
権等の第三者の権利の対象であ
る旨の明示がないときは、原則
として、発注者が使用に関して
要した費用を負担しなければな
らない。これは、原因者に負担
を帰したものである。
　この場合であっても、受注者
が第三者の権利の存在を知って
いたときには、受注者が負担す
べきものとされる。これは、原
因者（工事材料、施工方法等の
選択者）負担主義を公平の観点
から修正したものである。
　　したがって、「受注者がそ
の存在を知らなかったときに初
めて、発注者に費用の負担義務
が発生すると解すべきでなく、
むしろ、発注者が受注者の知悉
を立証したときに発注者の負担
義務が免責されると解すべきで
ある。

第16条　特許権等の使用（約款第８条）

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者
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第18条　自主施工の原則（約款第１条）

第19条　建設工事の着手（約款なし）

　担当監督員
から報告を受
けたときは、
速やかに着手
するよう受注
者に指示しな
ければならな
い。

　受注者が工
事に着手しな
いときは、主
任監督員に報
告しなければ
ならない。

　第１項　受注者は、
請負契約締結後、速や
かに、建設工事に着手
しなければならない。

 仮設工事につ
いては、仮設
費積算基準に
より行うもの
とする。な
お、指定仮設
の施工につい
ては、受注者
に資料の整理
をさせなけれ
ばならない。

　第１項　施工方法等
については、請負契約
等において特に定める
場合を除き、受注者が
その責任において定め
るものとする。
　契約約款第１条第３
項　仮設、施工方法そ
の他工事目的物を完成
するために必要な一切
の手段（「施工方法
等」という。以下同
じ。）については、こ
の約款及び設計図書に
特別の定めがある場合
を除き、受注者がその
責任において定める。

　約款第１条第３項は、施工方
法等については、原則として、
受注者がその責任において定め
ることを明らかにし、施工主体
として受注者の自主性を明文で
保証したものである。したがっ
て、発注者は、工事の特殊性、
安全確保等のために必要がある
場合には、設計図書において、
施工方法等を指定することがで
きるが、設計図書に施工方法等
の指定をしない場合には、受注
者は、自己の責任において施工
方法等を選択するものとし、発
注者が施工方法等について注文
を付けることは許されない。こ
のため、契約後に施工方法等の
選択について発注者が注文を付
ける必要が生じた場合には、発
注者は、第21条の手続きに従っ
て設計図書を変更して、必要な
施工方法等の指定をしなければ
ならない。
　一方、受注者に自主的な選択
権が認められた結果、発注者の
指定の施工方法等については、
仮に受注者が実際に用いた施工
方法等がかなり高額なもので
あっても、請負代金額の変更等
の対象とはならない。
　また、受注者が他の施工方法
等を選択すれば工事を工期内に
完成することができたのに、あ
る特定の施工方法等を選択した
ために工期内に完成できない場
合には、受注者の責に帰すべき
事由による履行遅滞として発注
者の損害金請求権、解除権等が
発生する。また、他の施工方法
等を選択すれば第三者損害を防
ぐことができたのに、受注者が
特定の施工方法等を選択したこ
とにより損害を及ぼしたとき
は、発注者が専門的知識・経験
に照らして必要な指図をすべき
であるのに、指図をしなかった
ときは別として、発注者は被害
者に対して注文者としての責任
は負わず、また、受注者との関
係では、受注者は、自己が被害
者に賠償した費用を発注者に請
求することはできない。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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　第２項　受注者は、
工期が１月を超える建
設工事については、毎
月10日までに様式第10
号による工事工程月報
に前月末における建設
工事の進ちょくの状況
を記載し、契約担当者
に提出しなければなら
ない。
　第３項　受注者は、
契約担当者から請求が
あった場合において
は、請負契約締結後10
日以内に、設計図書に
基づいて請負代金内訳
書を作成し、契約担当
者に提出しなければな
らない。

　工事工程月
報が提出され
たときは、審
査し工程管理
を行わなけれ
ばならない。
　工程が10％
以上遅れてい
るときは、対
策を講じなけ
ればならな
い。
　工事工程月
報の受理は主
任監督員とす
る。

備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

　約款第３条第２項
契約担当者は、工程表
について直ちにその内
容を審査し、不適当と
認めたときは、受注者
に訂正を求めるものと
する。
　（執行規則の運用
第７　工程表）
　工事の管理は工程表
により行うが、請負代
金の額が500万円に満た
ない建設工事（以下
「小額工事」とい
う。）であって契約担
当者が特に工程表によ
る必要がないと認める
ものについては、受注
者又は現場代理人との
打合せに基づき工程を
管理することができる
ものとする。
　（執行規則の運用
第８　工事工程月報）
　工期が１ｹ月を超える
建設工事の進捗状況の
把握は、工事工程月報
により行うが、小額工
事であって契約担当者
が特に工事工程月報に
よる必要がないと認め
るものについては、受
注者に対しその提出を
省略させることができ
るものとする。

　契約額6,000
万円以上の建
設工事の工程
表を決裁す
る。

　担当監督員
から工程表に
ついて報告を
受けたとき
は、決裁し報
告する。
　ただし、契
約金額が6,000
万円以上の場
合には総括監
督員に報告す
るものとす
る。

　受注者より
工程表が提出
されたとき
は、速やかに
審査し、意見
を付し主任監
督員に報告す
るものとす
る。

　第１項　受注者は、
請負契約締結後10日以
内に、設計図書に基づ
いて様式第９号による
工程表を作成し、契約
担当者に提出しなけれ
ばならない。

第20条　工程表、工事工程月報及び請負代金内訳書（約款第３条）

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者
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第21条　監督員（約款第９条）

（１）

（２）

（３）

　第１項　契約担当者
は、監督員を置いたと
きは、その者の氏名を
受注者に通知しなけれ
ばならない。監督員を
変更したときも同様と
する。
　第３項　契約担当者
は、２人以上の監督員
を置き、前項の権限を
分担させたときは、そ
れぞれの監督員の有す
る権限の内容を受注者
に通知しなければなら
ない。
　第５項　契約担当者
が監督員を置いたとき
は、この規則に定める
請求、通知、報告、承
諾及び解除であって受
注者が契約担当者に対
して行うものについて
は、第23条第４項の規
定による請求を除き、
監督員を経由して行う
ものとする。この場合
においては監督員に到
達した日をもって契約
担当者に到達したもの
とみなす。
　第６項　契約担当者
が監督員を置かないと
きは、この規定に定め
る監督員の権限は、契
約担当者に帰属する。
（執行規則の運用　第
９　監督員の氏名等の
通知）
（１）監督員の氏名等
の通知は、書面により
行うが、小額工事で
あって契約担当者が特
に書面による必要がな
いと認めるものについ
ては、口頭で通知する
ことにより、これに代
えることができるもの
とする。
（２）監督員の氏名等
の書面による通知は、
別紙様式１により行う
ものとする。
（執行規則の運用　第
10　監督員の指示又は
承諾）
　監督員の指示又は承
諾は書面で行うが、時
間的余裕のない緊急の
場合等には、口頭によ
りできるものとする。

　第２項　監督員は、各本条に特別の定めがあ
る場合を除くほか、次に掲げる権限を有し、請
負契約の定めるところにより、これを行使す
る。

　「監督員」とは、通常、工事
が施工されるときは、発注者が
直接工事現場において監督を行
うことは少なく、発注者は、請
負契約の適正な履行を確保する
ために、発注者の職員又は外部
の者を監督員として置き、工事
の施工、工事材料の調合、立会
いを行わせることが通例であ
る。このように施工途中での監
督を行うのは、建設工事はその
性質上、工事完成後に施工の適
否を判定することが困難であ
り、また仮に不適当であること
を発見できても、それを修復す
るには相当の費用を要する場合
が多く、施工の段階で逐次監督
することが合理的であるとの考
えによるものである。
　本条は、このような考え方の
もとに、発注者は、監督員を置
くことができることとし、監督
員を置かない場合には、監督員
の権限は、発注者に帰属するこ
とを第６項において確認的に定
めている。そして、第１項は、
監督員を置く場合には、監督員
の氏名を受注者に通知しなけれ
ばならないこととしている。
　本条は、このような理由によ
り監督員を置くことにしたもの
であるが、一方、監督員の監督
行為は、必要最小限度にとど
め、受注者の自主的な工事の施
工を確保する趣旨から、監督員
の権限の範囲を明確にしたもの
である。
　監督員が有する権限は、約款
において大略次の３つに分ける
ことができる。

　請負契約の履行についての受注者又は
受注者の現場代理人に対する指示、承諾
又は協議
　設計図書に基づく工事の施工ための詳
細図等の作成及び交付又は受注者が作成
した詳細図等の承諾
　設計図書に基づく工程の管理、工事の
施工への立会い、工事の施工の状況の検
査又は工事材料の検査（確認を含む。第
24条第２項及び第３項において同じ。）

　第４項　第２項の規定による監督員の権限の
うち指示又は承諾は、第10項第７項の規定にか
かわらず、口頭により行うことができる。

　担当監督員
から報告を受
けたときは、
明らかに判断
のつくものは
指示し、その
他のものにつ
いては総括監
督員に報告す
るものとす
る。

　第２項
（１）、
（２）、
（３）号につ
いて、担当監
督員は監督を
行うに必要な
諸基準によ
り、明らかに
判断のつくも
のについては
受注者に指
示、承諾又は
協議を行うも
のとし、その
他については
主任監督員に
報告するもの
とする。

　主任監督員
の報告に対し
明らかに判断
のつくものは
指示し、その
他のものは、
契約担当者に
報告するもの
とする。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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第22条　主任技術者、現場代理人等（約款第10条）

（１）

（２）

（３）

（１）現場代理人
（２）

（執行規則の運用第１１　主任
技術者、現場代理人等の通知及
び現場代理人の常駐義務）
主任技術者又は監理技術者、現
場代理人及び専門技術者の氏名
は、書面により通知させるが、

　担当監督員
から主任技術
者、現場代理
人等の通知を
受理したとき
は、決裁をす
る。

　受注者か
ら、主任技術
者、現場代理
人等の通知を
受けたときは､
主任監督員に
報告しなけれ
ばならない。

 第１項　受注者は、次
の各号に掲げるいずれ
かの者の氏名等を様式
第11号による主任技術
者等通知書により契約
担当者に通知しなけれ
ばならない。これらの
者を変更したときも同
様とする。

　「現場代理人」とは、請負契
約の的確な履行を確保するた
め、工事現場の取締りのほか、
工事の施工及び契約関係事務に
関する一切の事項を処理する者
として工事現場に置かれる受注
者の代理人であり、工事現場に
常駐することとされている。
　「主任技術者、監理技術者」
とは、工事現場における建設工
事の施工の技術上の管理をつか
さどる者として、法第26条第１
項又は第２項の規定により配置
が義務づけられている技術者で
ある。
　このうち、監理技術者は、下
請契約の請負金額の額（下請契
約が２以上あるときは、それら
の請負代金の額の総額）が
3,500万円（建築一式工事であ
る場合においては7,000万円）
以上になる場合において、受注
者たる特定建設業者が配置しな
ければならないとされる法第15
条第２項の基準を充足する技術
者である。　主任技術者とは、
その他の建設工事の現場に配置
すべきものとされる同法第７条
第２号の基準を充足する技術者
である。
　「専門技術者」とは、受注者
が建築一式工事又は土木一式工
事を施工する場合において、そ
の一式工事の一部である専門工
事を自ら施工しようとするとき
に、又は専門工事を施工する場
合において自らそれらに付帯す
る他の建設工事を施工しようと
するときに建設業法上配置する
ことが要求されている技術者で
ある。（法第26条の２）
 「常駐」とは、当該工事のみ
を担当しているだけでなく、さ
らに作業期間中、特別の理由が
ある場合を除き常に工事現場に
滞在することを意味するもので
あり、発注者又は監督員との連
絡に支障をきたさないことを目
的としたものである。
　「運営、取締り」とは、請負
契約に基づく工事の施工に関
し、受注者において行う工事現
場に関するすべての管理行為を
指すものとし、受注者の適正な
施工又は管理が確保できない場
合には、直接技術者や下請負人
等に対して必要な措置をとるこ
とを請求できるものと解する。
したがって、工事の施工上必要
とされる労務管理、工程管理、
安全管理その他の管理行為のほ
か、工事現場の風紀の維持等も
これに含まれる。

主任技術者（法第
26条第１項に規定
する主任技術者を
いう。以下同
じ。）
専任の主任技術者
（法第26条第３項
の規定により専任
のものでなければ
ならない主任技術
者をいう。以下同
じ。）

　専任の監理技術
者（法第26条第４
項の規定により選
任された専任のも
のでなければなら
ない監理技術者を
いう。以下同
じ。）

　第２項　受注者は、
次に掲げる者を置いた
ときは、その者の氏名
等を様式第11号による
主任技術者等通知書に
より契約担当者に通知
しなければならない。
これらの者を変更した
ときも同様とする。

専門技術者（法第
26条の２に規定す
る建設工事の施工
の技術上の管理を
つかさどる者い
う。以下同じ。）

　第３項　現場代理人
は、請負契約の履行に
関し、工事現場に常駐
し、その運営及び取締
りを行うほか、第23条
第１項の規定による請
求の受理、同条第３項
の規定による決定及び
通知、同条第４項の規
定による請求並びに同
条第５項の規定による
通知の受理、請負代金
額の変更、請負代金の
請求及び受領並びに請
負契約の解除に係る権
限を除き、この規定に
基づく受注者の一切の
権限を行使することが
できる。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

1-27



第22条の２　履行報告（約款第11条）

（執行規則の運用　第
12　履行報告）
　契約の履行について
の報告とは、過去の履
行状況についての報告
も含むものであるこ
と。

　第１項　受注者は、
様式第12号による工事
記録簿に必要な事項を
記録し、監督員が指示
したときはこれを提示
しなければならない。
　第２項　前項の規定
によるほか、受注者
は、設計図書に定める
ところにより、契約の
履行について契約担当
者に報告しなければな
らない。

　本条の規定により設計図書で
定めている履行報告の例として
は、施工計画書、実施工程表、
工事打合せ書、建設機械使用実
績報告書等がある。このうち、
施工計画書は、工事目的物を完
成するために必要な手順、施工
方法等を記したものであり、計
画工程表、現場組織表、安全管
理、指定機械、主要資材、施工
方法等、施工管理計画、緊急時
の体制及び対応、交通管理、環
境対策、現場作業環境の整備、
再生資源の利用の促進等の事項
を含むものである。一般的に
は、受注者は、準備工事を開始
する前に施工計画書を発注者に
提出することとなっている。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第４項　受注者は、前
項の規定にかかわら
ず、同項の規定により
現場代理人が行使でき
るとされた権限のうち
現場代理人に委任せず
自ら行使しようとする
ものがあるときは、あ
らかじめ、当該権限の
内容を契約担当者に通
知しなければならな
い。

小額工事であって契約担当者が
特に書面により通知させる必要
がないと認めるものについて
は、口頭で通知させることによ
り、これに代えることができる
ものとする。
現場代理人の常駐義務の緩和
は、「県発注工事に係る現場代
理人の常駐義務緩和の試行につ
いて」等の通知に基づくほか
は、原則として承諾しないこ
と。

第５項　現場代理人、
主任技術者又は専任の
監理技術者及び専門技
術者は、兼ねることが
できる。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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第23条　工事関係者に関する措置請求（約款第12条）

第24条　工事材料の品質、検査等（約款第13条）

１．

２．

　第１項　工事材料は、設計図書に定める品質
を有するものを使用しなければならない。
　ただし、設計図書にその品質の定めのない場
合にあっては、中等の品質を有する工事材料を
使用するものとする。
　第３項　監督員は、受注者から前項の検査を
請求されたときは、当該請求を受けた日から７
日以内に検査を行わなければならない。

　第２項　受注者は、
設計図書において監督
員の検査を受けて使用
すべきものとされた工
事材料については、当
該検査に合格したもの
を使用しなければなら
ない。
　第４項　第２項の検
査に直接必要な費用
は、受注者の負担とす
る。
　第５項　受注者は、
工事現場内に搬入した
工事材料を監督員の承
諾を受けないで工事現
場外に搬出してはなら
ない。
　第６項　受注者は、
前項の規定にかかわら
ず、第２項の検査の結
果不合格と決定された
工事材料については、
当該決定を受けた日か
ら７日以内に工事現場

　主任監督員又は担当監
督員は、使用承諾し検査
を受けて使用すべきもの
とされた工事材料が現場
に搬入された場合には、
形状、寸法、数量等の検
査を行うものとする。
　工事材料検査を行った
ときは、受注者に材料検
査簿に記入させ検印しな
ければならない。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

　第１項　契約担当者
は、現場代理人がその
職務（主任技術者若し
くは専任の監理技術者
又は専門技術者と兼務
する現場代理人にあっ
ては、これらの職務を
含む。）の執行につき
著しく不適当と認める
ときは、受注者に対し
て、その理由を明示し
た書面により、必要な
措置をとるべきことを
請求することができ
る。
　第２項　契約担当者
又は監督員は、主任技
術者又は専任の監理技
術者、専門技術者（こ
れらの者と現場代理人
を兼務する者を除
く。）、下請負人、労
働者その他受注者が工
事を施工するために使
用している者で工事の
管理又は施工につき著
しく不適当と認められ
るものがあるときは、
受注者に対して、その
理由を明示した書面に
より、必要な措置をと
るべきことを請求する
ことができる。
　第５項　契約担当者
は、前項の規定による
請求があったときは、
当該請求に係る事項に
ついて決定し、その結
果を請求があった日か
ら10日以内に受注者に
通知しなければならな
い。

　主任監督員
より報告を受
け、著しく不
適当である客
観的妥当性が
立証される場
合には、書面
をもって受注
者に必要な措
置をとるよう
求めるものと
する。

　担当監督員
より報告を受
けたときは、
事実関係を調
査し総括監督
員に報告しな
ければならな
い。

　建設工事の
施工につい
て、不適当で
ある工事関係
者がある場合
にはその事由
を付して主任
監督員に報告
しなければな
らない。

　第３項　受注者は、
前２項による請求が
あったときは、当該請
求に係る事項について
決定し、その結果を請
求を受けた日から10日
以内に契約担当者に通
知しなければならな
い。
　第４項　受注者は、
監督員がその職務の執
行につき著しく不適当
と認められるときは、
契約担当者に対して、
その理由を明示した書
面により、必要な措置
をとるべきことを請求
することができる。

 「著しく不適当と認められ
る」ためには、客観性がなけれ
ばならず、単に発注者が主観的
に著しく不適当と認めても、本
項の対象にはならない。
　たとえば、品行が悪いという
ようなことのみでは本項の対象
となるものではないが、それ
が、工事現場周辺に悪影響を及
ぼし、ひいては工事の施工が有
形無形の影響を受ける場合等に
は、本条の対象となると考え
る。
　「必要な措置」は、是正措置
の指示のほか、その程度に応じ
て交替を含むものである。ま
た、監督員は第21条第２項第１
号に基づいて受注者又は現場代
理人に対して、技術者や下請負
人等に施工又は管理について指
示することができるが、第２項
は、このような指示を行っても
十分な効果が見られず、技術者
や下請負人等の適正な施工又は
管理が確保できない場合には、
受注者に対して必要な措置をと
ることを請求できるものとす
る。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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第25条　監督員の立会い、見本等の整備等（約款第14条）

主任監督員 担当監督員
 第４項　監督員は、受注者から第１項又は第
２項の立会い又は見本検査を請求されたとき
は、当該請求を受けた日から７日以内に立会い
又は見本検査を行わなければならない。
　第５項　前項に規定する期間内に、監督員が
正当な理由なく立会い又は見本検査を行わない
ため、その後の工程に支障を来たすときは、受
注者は、監督員に通知した上で、立会い又は見
本検査を受けることなく、当該工事材料を調合
して使用し、又は当該工事を施工することがで
きる。この場合において、受注者は、当該工事
材料の調合又は当該工事の施工を適切に行った
ことを証する見本等を整備し、監督員の請求が
あったときは、整備した見本等を当該請求を受
けた日から７日以内に提出しなければならな
い。

　第１項　受注者は、
設計図書において監督
員立会いの上調合し、
又は調合について見本
検査を受けるものとさ
れた工事材料について
は、立会いを受けて調
合したもの又は見本検
査に合格したものを使
用しなければならな
い。
　第２項　受注者は、
設計図書において監督
員の立会いの上施工す
るものとされた工事に
ついては、立会いを受
けて施工しなければな
らない。
　第３項　受注者は、
前２項に規定するもの
のほか、設計図書にお
いて見本、工事の写真
その他の記録（以下
「見本等」という。）
を整備すべきものとさ
れた工事材料の調合又
は工事の施工をすると
きは、設計図書に定め
るところにより見本等
を整備し、監督員の請
求があったときは、整
備した見本等を当該請
求を受けた日から７日
以内に提出しなければ
ならない。
　第６項　第１項、第
３項又は前項の場合に
おいて、見本検査又は
見本等の整備に直接必
要な費用は、受注者の
負担とする。

　建設工事の施工にあたって
は、工事材料の品質が工事目的
物の良否を決める重要な要素で
あると同時に、具体の工事の施
工の良否もまた工事目的物の良
否を決める重要な要素である。
したがって、工事材料の検査と
同時に、具体の工事の施工にあ
たっても、受注者の自主的な施
工管理に期待しつつ、監督員が
立会い等を行って適正な施工の
確保に努めるのが一般的な方法
である。
　また、公共工事の施工に当
たっては、監督員が立会い等に
より適正な施工の確保に努める
とともに、工事が完成した場合
において発注者の定める検査職
員が完成の確認のための検査を
行うのが通例であり、本約款に
おいても第31条第２項に規定し
ているところである。
　このように適正な施工を確保
するために様々な方法がとられ
ているが、工事完成後に検査職
員が検査を行う場合において
は、工事内容が外面から判断し
得ない部分が多いため、施工中
の監督員の立会いや工事記録の
整備が重要な意味を持つことに
なる。

　担当監督員
から立会いで
きないとの報
告を受けたと
きは、自ら立
会わなければ
ならない。
　立会いが困
難な場合には
受注者に対し
資料を提出さ
せ確認するも
のとする。

　受注者の求
めに応じて立
会いし、設計
図書及び諸基
準に基づき工
事を施工させ
なければなら
ない。
　また、立会
いできない場
合には主任監
督員に報告し
なければなら
ない。

備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

外に搬出しなければな
らない。
　第７項　受注者は、
主要な工事材料で完成
検査を受ける際に外部
から明視することがで
きないものについて第
２項の検査を受けたと
きは、様式第13号によ
る材料検査簿にその状
況を記入し、監督員の
検印を受けるものとす
る。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者
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第26条　支給材料及び貸与品（約款第15条）

①

②

③

　第１項　契約担当者
が受注者に支給する工
事材料（以下「支給材
料」という。）及び貸
与する建設機械器具
（以下「貸与品」とい
う。）の品名、数量、
品質、規格、又は性
能、引渡場所及び引渡
時期は、設計図書に定
めるところによる。
　第６項　契約担当者
は、受注者から第３項
又は前項の規定による
通知を受けた場合にお
いては、当該支給材料
又は貸与品に代えて他
の支給材料又は貸与品
を引き渡さなければな
らない。ただし、既に
引き渡した支給材料又
は貸与品を使用するこ
とによっても工事の目
的を達成することがで
きると認められる場合
にあっては、支給材料
若しくは貸与品の品
名、数量、品質若しく
は性能を変更し、又は
理由を明示した書面に
より、当該支給材料若
しくは貸与品の使用を
受注者に請求すること
ができる。
　第７項　契約担当者
は、前項に規定するほ
か、必要があると認め
るときは、支給材料又
は貸与品の品名、数
量、品質、規格若しく
は性能、引渡場所又は
引渡時期を変更するこ
とができる。

　総括監督員
は主任監督員
より報告を受
けたときに
は、契約担当
者に報告しな
ければならな
い。

　第２項　監督員は、支給材料
又は貸与品の引渡しに当たって
は、受注者の立会いの上、県の
負担において、当該支給材料又
は貸与品を検査しなければなら
ない。

　第３項　前項の規定
による検査の結果、受
注者は、その品名、数
量、品質又は規格若し
くは性能が設計図書の
定めと異なり、又は使
用に適当でないと認め
たときは、その旨を直
ちに契約担当者に通知
するとともに、その引
渡しを拒むことができ
る。
　第４項　受注者は、
支給材料又は貸与品の
引渡しを受けたとき
は、引渡しの日から７
日以内に、契約担当者
に受領書又は借用書を
提出しなければならな
い。
　第５項　受注者は、
支給材料又は貸与品の
引渡しを受けた後、当
該支給材料又は貸与品
に第２項の規定による
検査によっては発見す
ることが困難であった
隠れたかしがあり使用
に適当でないと認めた
ときは、その旨を直ち
に契約担当者に通知し
なければならない。
　第８項　受注者は、
引渡しを受けた支給材
料及び貸与品を善良な
管理者の注意をもって
管理しなけてばならな
い。
　第９項　受注者は、
設計図書に定めるとこ
ろにより、建設工事の
完成、設計図書の変更
等によって不用となっ
た支給材料又は貸与品
を契約担当者に返還し
なければならない。
　第10項　受注者は、
故意又は過失により支
給材料又は貸与品が滅
失し、若しくはき損
し、又はその返還が不
可能となったときは、
契約担当者の指定した
期間内に代品を納め、
若しくは原状に復し、
又は損害を賠償しなけ
ればならない。
　第11条　受注者は、
支給材料又は貸与品の
使用方法が設計図書に
定められていないとき
は、その使用方法につ
き監督員の指示に従わ
なければならない。

　主任監督員
は担当監督員
より報告を受
けたときに
は、審査し総
括監督員に報
告しなければ
ならない。

　設計図書
で支給され
ることに
なっている
工事材料又
は貸与品に
ついて、品
名、数量、
品質、規格
等受注者立
会いの上検
査して引渡
すものとす
る。引渡し
が完了した
ときには、
受注者より
受領書を提
出させ主任
監督員に報
告しなけれ
ばならな
い。
　支給材料
又は貸与品
が使用でき
ない場合又
は変更する
必要が生じ
た場合には
主任監督員
に報告しな
ければなら
ない。
　支給材料
又は貸与品
が返還され
たときは、
主任監督員
に報告しな
ければなら
ない。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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第26条の２　工期等の変更及び費用の負担（約款なし）

第27条　設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等（約款第17条）

①

②

第２項　第26条の２の
規定は、前項に規定す
る不適合が監督員の指
示その他契約担当者の
責めに帰すべき事由に
よって生じた場合に準
用する。

 第３項　監督員は、受注者が第24条第２項又
は第25条第１項から第３項までの規定に違反し
たことが明らかな場合において、必要があると
認められるときは、工事の施工部分を破壊して
検査することができる。
　第４項　前項に規定するもののほか、監督員
は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと
認められる相当の理由がある場合において、必
要があると認められるときは、その理由を受注
者に通知して、工事の施工部分を最小限度の範
囲に限り破壊して検査することができる。

　第１項　受注者は、
工事の施工部分が設計
図書に適合しない場合
において、監督員がそ
の改造を請求したとき
は、当該請求に従わな
ければならない。
　第５項　前２項の場
合において、検査及び
復旧に直接要する費用
は、受注者の負担とす
る。

　主任監督員
より報告を受
けたときは、
受注者に修補
を命令しなけ
ればならな
い。
　また、修補
の取扱は検査
要領における
「修補取扱基
準」に準ず
る。

　担当監督員
から報告を受
けたときは、
調査し意見を
付して総括監
督員に報告し
なければなら
ない。
　修補が完了
したときは、
主任監督員が
確認し、総括
監督員に報告
しなければな
らない。

　第３項の
規定により
違反したこ
とが明らか
な場合と判
断されたと
きには、主
任監督員に
報告しなけ
ればならな
い。
　第４項の
規定により
設計図書に
適合しない
と認められ

　第１項　前条第６項
及び第７項の場合にお
いて、当事者は必要に
応じ工期又は請負代金
額を変更し、県は受注
者に生じた損害につき
必要な費用を負担しな
ければならない。
　第２項　前項の規定
による変更後の工期又
は請負代金額は、当事
者が協議して定める。
ただし、当該協議の開
始の日から14日以内に
協議が整わない場合に
は、契約担当者が定
め、受注者に通知す
る。
　第３項　前項の規定
による協議の開始の日
（以下「変更協議開始
日」という。）につい
ては、契約担当者が受
注者の意見を聴いて定
め、受注者に通知する
ものとする。ただし、
契約担当者が、工期又
は請負代金額の変更事
由が生じた日から７日
以内に変更協議開始日
を通知しない場合に
は、受注者が変更協議
開始日を定め、契約担
当者に通知することが
できる。
　第４項　第１項の必
要な費用の額は、当事
者が協議して定める。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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③

第28条　条件変更等（約款第18条）

①

（１）

（２）

（３）

（４）

②

（５）

　第３項　契約担当者
は、受注者の意見を聴
いて、前項の調査の結
果（これに対してとる
べき措置を指示する必
要があるときは、当該
指示を含む。）をとり
まとめ、調査の終了後
14日以内に、その結果
を受注者に通知しなけ
ればならない。ただ
し、その期限内に通知
できないやむを得ない
理由があるときは、あ
らかじめ受注者の意見
を聴いた上、当該期間
を延長することができ
る。
　第４項　前項の規定
によりとりまとめられ
た調査の結果におい
て、第１項各号に掲げ
る事実が確認された場
合で、必要があると認
められるときは、契約
担当者は、設計図書の
訂正又は変更を行わな
ければならない。ただ
し、同項第４号又は第
５号に掲げる事実が確
認されその結果設計図
書を変更する場合（工
事目的物の変更を伴わ
ない場合に限る。）に
は受注者と協議して行
う。
　第５項　第26条の２
の規定は、前項の規定
により設計図書の訂正
又は変更が行われた場
合に準用する。

 第２項　監督員は、前項の規定による確認を
請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事
実を発見したときは、受注者の立会いの上、直
ちに調査を行わなければならない。ただし、受
注者が立会いに応じない場合には、受注者の立
会いを受けずに行うことができる。

　第１項　受注者は、
工事の施工に当たり、
次の各号のいずれかに
該当する事実を発見し
たときは、直ちにその
旨を監督員に通知し、
その確認を請求しなけ
ればならない。　主任監督員

の報告を受け
たときは、判
断可能なもの
は指示し、そ
の他について
は契約担当者
に報告しなけ
ればならな
い。

　担当監督員
より第１項の
調査結果につ
いて報告を受
けたときは、
この規定の全
般の趣旨から
みて再調査等
事実の確認、
あるいはとり
あえずの工事
の中止、応急
措置等の指示
を与えるもの
とするが内容
が重要なもの
については総
括監督員に報
告しなければ
ならない。

　第１項の
確認を求め
られたとき
は、速やか
に調査を行
い、諸基準
により明ら
かに判断の
つくものは
受注者に指
示するもの
とし、その
他について
は主任監督
員に報告し
なければな
らない。

　設計図書が相互
に一致しないこと
（設計図書に優先
順位が定められて
いる場合を除
く。）
　設計図書に誤
びゅう又は脱漏が
あること。
　設計図書の表示
が明確でないこ
と。
　工事現場の形
状、地質、ゆう水
等の状態、施工上
の制約その他の設
計図書に示された
施工条件と実際の
工事現場が一致し
ないこと。

　第１項の
報告の結
果、工事内
容の変更又
は、設計図
書の訂正を
行う必要が
ある場合に
は、第29条
第１項及び
第２項を準
用し、「設
計変更事務
処理要領」
に基づき、
変更指示書
又は変更設
計書を提出
しなければ
ならない。

　設計図書で明示
されていない施工
条件について予測
することのできな
い特別の状態が生
じたこと。

るときに
は、主任監
督員に報告
しなければ
ならない。
　修補が完
了したとき
は、受注者
から修補完
了届出書を
提出させ、
主任監督員
に報告しな
ければなら
ない。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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第29条　設計図書の変更（約款第19条）

第29条の２　工事の中止（約款第20条）

　第１項　工事の用地
等の確保ができない等
のため又は暴風、豪
雨、洪水、高潮、地
震、地すべり、落盤、
火災、騒乱、暴動その
他の自然的若しくは人
為的な事象（以下「天
災等」という。）で
あって、受注者の責め
に帰すことができない
ものにより工事目的物
に損害を生じ、若しく
は工事現場の状態が変
動したため、受注者が
建設工事を施工できな
いと認められるとき
は、契約担当者は、直
ちに受注者に通知し
て、建設工事の全部又
は一部の施工を一時中
止させなければならな
い。
　第２項　前項に規定
するもののほか、契約
担当者は、必要がある
と認められるときは、
受注者に通知して、建
設工事の全部又は一部
の施工を一時中止させ
ることができる。

　主任監督員
より報告を受
けたときは、
判断可能なも
のは指示し、
その他につい
ては契約担当
者に報告しな
ければならな
い。

　担当監督員
から報告を受
けたときは、
内容を検討
し、又は必要
に応じて調査
を行い意見を
付して総括監
督員に報告し
なければなら
ない。

　建設工事の
全部又は一部
の施工を一時
中止し、工期
及び請負代金
額を変更する
必要が生じた
場合には、主
任監督員に報
告しなければ
ならない。

　第１項においては、受注者の
責に帰すことができない事由に
よって工事を施工することがで
きないと認められる場合を２つ
に分けて規定している。すなわ
ち、第１が「工事用地等の確保
ができない等のため受注者が工
事を施工できないと認められる
とき」であり、第２が「暴風、
豪雨、洪水、高潮、地震、地す
べり、落盤、火災、騒乱、暴動
その他自然的又は人為的な事象
であって受注者の責めに帰する
ことができないものにより工事
目的物等に損害を生じ若しくは
工事現場の状態が変動したため
受注者が工事を施工できないと
認められるとき」である。
第１の場合には、例えば、発注
者の義務である工事用地等の確
保（第26条の３）が行われない
ため施工できない場合、設計図
書と実際に施工条件の相違又は
設計図書の不備が発見されたた
め（第28条）施工を続けること
が不可能と認められる場合など
含まれよう。
　また、第２の場合における
「自然的又は人為的な事象」に
は、埋蔵文化財の発掘又は調
査、反対運動などの妨害活動等

　「設計図書の変更」　公共工
事の発注者は、工事の目的物の
目的、構造、仕様等を十分検討
した後設計を行い、請負契約を
締結すべきであるが、工事の施
工途中においてその意思、判断
を変更せざるを得ない事態が生
ずることもある。その場合に
は、発注者は、前条で述べた工
事の施工条件等とは異なり、自
らの意思で設計図書を変更しな
ければならないこととなる。
　このように、発注者は、必要
があると認めるときは、設計図
書の変更を行うことができる
が、この場合には、設計図書の
変更内容を書面をもって受注者
に通知しなければならない。ま
た、「必要があると認める」か
否かは、発注者の自由な判断で
あり、その理由を受注者に示す
必要がないし、受注者の意思が
入る余地もない。同時に、変更
する設計図書の内容も、発注者
の自由な意思により決定される
ものと解される。
　上記のように、発注者は、自
己の都合により設計図書を変更
することができるが、その場合
には、発注者と受注者の契約関
係のバランスをとることが要請
されるため、工期又は請負代金
額の変更を行うのは当然であ
り、また、設計図書の変更に伴
い受注者が被った損害を発注者
が負担しなければならないこと
はいうまでもない。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

　第１項　契約担当者
は、必要があると認め
るときは、その内容を
受注者に通知して、設
計図書を変更すること
ができる。
　第２項　第26条の２
の規定は、前項の規定
による設計図書の変更
が行われた場合に準用
する。

　主任監督員
より報告を受
けたときは、
判断可能なも
のは指示し、
その他につい
ては契約担当
者に報告しな
ければならな
い。

　担当監督員
から報告を受
けたときは、
内容を検討
し、又は必要
に応じて調査
を行い意見を
付して総括監
督員に報告し
なければなら
ない。

　設計図書を
変更し、工期
及び請負代金
額を変更する
必要が生じた
場合には、主
任監督員に報
告しなければ
ならない。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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第30条　請負者による工期の延長の請求（約款第21条）

「工事遅延事由の一般論」

ア）

イ）

ウ）

　受注者が工期の満了の日まで
に工事を完成しなければならな
いことは、契約上当然のことで
あるが、種々の事情により定め
られた工期内に工事を完成させ
ることが困難となる場合があ
る。このように工事の工期内完
成が不可能となる場合は、一般
的に次の３つに分類される。

　受注者の帰責事由によ
り工事の着手が遅れ、又
は工事の進捗がはかどら
ない場合
　条件変更、設計図書の
変更、前払金等の不払に
対する工事中止の場合な
ど契約内容の変更、又は
発注者の帰責事由により
当初の工期が不適当とな
る場合
　天候の不良、発注者が
行う関連工事の調整への
協力等受注者の責に帰す
ることができない事由に
より工事が遅れる場合

　以上の工期遅延事由のうち、
ア）は、遅延利息の規定（執行
規則第50条）の適用を受ける工
事遅延であり、工期は延長され
ない。イ）は、各条項で工期の
延長と請負代金額の変更が規定
されており、請負代金額の変更
を伴う工期延長である。本条
は、上記のウ）の場合を規定し
ており、請負代金額の変更を伴
わない工期の変更（いわゆる無
償延期）を認める趣旨の規定で
ある。

担当監督員
　第３項　第26条の2第
２項及び第３項の規定
は、第１項の請求が
あった場合に準用す
る。この場合におい
て、同条第２項本文中
「前項の規定による変
更後の工期又は請負代
金額」とあるのは「第
１項の規定による請求
に係る延長後の工期」
と、同条第３項ただし
書中「工期又は請負代
金額の変更事由が生じ
た日」とあるのは「工
期の延長の請求を受け
た日」と読み替える。

　工期延長請
求書を審査
し、契約担当
者に進達しな
ければならな
い。

　担当監督員
より報告を受
けた工期延長
請求書を審査
するときは、
担当する管轄
内で当該受注
者が複数受注
している場合
は、それらの
工事の進捗状
況も併せ審査
し、総括監督
員に報告しな
ければならな
い。

　受注者から
工期延長請求
書の提出を受
けたときは、
遅滞なく延期
理由、変更工
程表を審査
し、意見を付
して主任監督
員に報告しな
ければならな
い。

　第１項　受注者は、
天候の不良、第９条に
よる関連建設工事の調
整への協力その他の受
注者の責めに帰すこと
ができない事由により
工期内に建設工事を完
成することができない
ときは、契約担当者に
対し、工期の延長を請
求することができる。
　第２項　前項の規定
による請求は、様式第
14号による工期延長請
求書に様式第15号によ
る変更工程表を添えて
行わなければならな
い。

主任監督員 担当監督員
　第３項　第26条の2の
規定は、契約担当者
が、前２項の規定によ
り、建設工事の全部又
は一部の施工を一時中
止させた場合に準用す
る。

も含まれよう。また、「工事現
場の状態の変動」には、地形等
の変動といった物理的な変動だ
けでなく、妨害活動を行う者に
よる工事現場の占拠や著しい威
嚇行為といったものも含まれる
と解する。
　第２の場合にも、単に暴風雨
等の受注者の帰責事由のない自
然的又は人為的な事象が生じた
だけでは不十分であり、施工で
きないと認められる状態にまで
達していることが必要である。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員
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第31条　契約担当者による工期の短縮の請求等（約款第22条）

主任監督員 担当監督員
　第１項　契約担当者
は、特別の理由により
工期を短縮する必要が
あるときは、工期の短
縮を受注者に請求する
ことができる。
　第２項　契約担当者
は、この規則の定める
ところにより工期を延
長すべき場合におい
て、特別の理由がある
ときは、通常必要とさ
れる工期に満たない工
期への変更を請求する
ことができる。
　第３項　前２項の場
合において、当事者は
必要に応じ請負代金額
を変更し、県は受注者
に生じた損害につき必
要な費用を負担しなけ
ればならない。
　第４項　第26条の2第
２項及び第３項の規定
は第１項又は第２項の
規定による請求があっ
た場合及び前項の規定
による変更後の請負代
金額の決定に、同条第
４項の規定は前項の必
要な費用の額の決定に
準用する。この場合に
おいて、同条第２項本
文中「前項の規定によ
る変更後の工期又は請
負代金額」とあるのは
「第１項又は第２項の
規定による請求に係る
変更後の工期及び前項
の規定による変更後の
請負代金額」と、同条
第３項ただし書中「工
期又は請負代金額の変
更事由が生じた日」と
あるのは「受注者が工
期の短縮又は変更の請
求を受けた日」と、同
条第４項中「第１項」
とあるのは「前項」と
読み替える。

　監督員は、道路の供用開始等、当初予定した
時期を繰り上げて行う必要がある場合には、短
縮する日数及び短縮するために必要とする増加
費用を算出して契約担当者に報告するものとす
る。

　工期は、工事の施工に必要な
物理的な期間によって定められ
るものであるが、同時に、完成
した構造物の供用面から要請も
考慮に加えられている。
　このように、供用面の要請を
考慮にいれ工期は定められてい
るが、公共施設等については、
例えば、道路の供用開始時期、
公営住宅の入居時期について、
当初予定した時期を繰り上げて
行うことが行政運営上必要とな
る場合もあり、それ以外にも事
業の執行に関する当初の予定が
変更され、早い時期に完成が必
要となる場合がある。このよう
な場合には、当然に工事目的物
の完成も繰り上げることが必要
となり、工期を短縮せざるを得
ない。また、同様にして、本規
則の各条項において工期を延長
することが必要な場合におい
て、公共施設等の供用、利用面
からの要請により、必要な日数
の延長を行うことが困難な場合
も生じる。
　一方、工期は、ほとんどの場
合、経済的に最も妥当な速度で
工事を施工することを前提にし
て定められており、これに各季
節における気象条件等を考慮し
て決定するのが通例であるの
で、ある程度経済性を無視し
て、あるいは気象条件等の不利
を覚悟すれば、短縮を行う余地
は残されている。
　したがって、発注者の行政運
営の必要性から工事費の増嵩等
をも考慮して、工期の短縮等を
行う必要性があると判断すれ
ば、受注者も経済的不利益がな
い限り、これに応じることに問
題はないはずであり、そのよう
な趣旨から本条の規定が設けら
れている。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員
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第33条　臨機の措置（約款第26条）

①

②

③ 　臨機の措
置をとる必
要がある場
合におい
て、受注者
がそれに気
付かないと
き、又は受
注者の判断
に誤りが
あって措置
をとらない
場合には、
主任監督員
に報告しな
ければなら
ない。

主任監督員 担当監督員
　第４項　受注者が第
１項又は前項の規定に
より臨機の措置をとっ
た場合において、当該
措置に要した費用のう
ち、受注者が請負代金
額の範囲内において負
担することが適当でな
いと認められる費用に
ついては、県が負担す
る。
第５項　第26条の２第4
項の規定は、前項の規
定により県が負担する
費用の額の決定に準用
する。

　第３項　監督員は、災害防止その他建設工事
の施工上特に必要があると認めるときは、受注
者に対して臨機の措置をとることを請求するこ
とができる。この場合においては、受注者は、
直ちにこれに応じなければならない。

　第１項　受注者は、
災害防止等のため必要
があると認めるとき
は、臨機の措置をとら
ねばならない。
　この場合において、
受注者は、そのとった
措置の内容を直ちに監
督員に通知するものと
する。
　第２項　前項前段の
場合において、必要が
あると認めるときは、
受注者は、あらかじめ
監督員の意見を聴かな
ければならない。ただ
し、緊急やむを得ない
事情があるときは、こ
の限りでない。

「受注者の措置義務」
　第１項は、災害防止等のため
の臨機の措置をとるべき義務を
有するのは受注者であることを
明らかにするとともに、第２項
において受注者が「必要がある
と認めるとき」は、監督員の意
見をあらかじめ聴かなければな
らないことを規定している。
　この場合の災害の防止等に
は、前述したとおり、工事目的
物、工事材料、仮設物、建設機
械器具等に関する被害の防止の
ほか、工事の施工が第三者に与
える損害の防止や工事の施工に
従事する労働者の労働災害防止
を含むものと解される。
　受注者が、臨機の措置をとる
に当たって「必要があると認め
る」か否かは、受注者の判断に
委ねられており、同時に、監督
員の意見を聞く場合に「必要が
あると認める」か否かも、受注
者に委ねられている。しかし、
この監督員の意見を聴くかどう
かは第４項の費用負担とも関連
するものであって少なくとも、
工期の延長あるいは発注者の費
用の負担を伴わないようないわ
ば受注者の責任の範囲内におい
て処理しうるものは別として、
受注者の責任の範囲を超えるも
のあるいは受注者がとるべき臨
機の措置につき判断し得ないよ
うなものは、監督員の意見を聴
くべきであろう。もちろん、監
督員の意見を聴くほど余裕のな
いほど切迫したもの等緊急やむ
を得ない事情があるときは、監
督員の意見を聴くことなく臨機
の措置をとることができるとさ
れている。
「監督員の措置請求」
　第３項は、災害防止その他施
工上特に必要があると認められ
るが、受注者がそれに気付かな
いとき又は受注者の判断に誤り
があって措置をとらないとき
に、監督員は受注者に対して臨
機の措置をとることを求めるこ
とができる。
　この措置の請求は、受注者に
対する指示と解され、受注者
は、その措置請求が明らかに誤
りである等従わないことについ
て正当な理由がある場合を除い
て、これに従わなければならな
い。

　主任監督員
から報告を受
けたときは、
判断可能なも
のは指示し、
その他につい
ては、契約担
当者に報告し
なければなら
ない。

　担当監督員
から報告を受
けたときは、
その措置につ
いて判断可能
なものは指示
し、その他に
ついては総括
監督員に報告
しなければな
らない。

　第１項に
ついて受注
者より臨機
の措置をと
るに当たっ
て、工期の
延長、請負
代金額の変
更を行う場
合、又は臨
機の措置に
つき判断し
得ない場合
について意
見を求めら
れたときに
は、主任監
督員に報告
しなければ
ならない。
　受注者の
意見を聞く
余裕がなく
受注者の緊
急にとった
臨機の措置
について報
告を受けた
ときは、主
任監督員に
報告しなけ
ればならな
い。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員
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第34条　一般的損害（約款第27条）

　主任監督員
から報告受け
たときは、損
害額及びその
責任について
審査し、契約
担当者に報告
しなければな
らない。

　担当監督員
から損害につ
いて報告を受
けたときは、
その損害額及
び損害を与え
た原因が発注
者の責めによ
るものか、受
注者の責めに
よるものか審
査し､総括監督
員に報告しな
ければならな
い。

　工事目的物
の引渡し前
に、監督員の
指示に基づい
て施工したた
め損害が生じ
た場合、ある
いは設計図書
に誤りがあっ
てそのため工
事目的物につ
いて損害を生
じた場合に
は、損害額を
算定し、主任
監督員に報告
しなければな
らない。

　第１項　各本条に特
別の定めがある場合を
除くほか、工事目的物
の引渡しが行われたと
みなされる前に工事目
的物又は工事材料につ
いて生じた損害その他
建設工事の施工に関し
て生じた損害について
は、受注者がその費用
を負担する。ただし、
その損害（「第56条第
１項の規定により付さ
れた保険等によりてん
補される損害（以下
「保険てん補部分」と
いう。）を除く。）の
うち、契約担当者の責
めに帰すべき事由によ
り生じた損害について
は、県がその費用を負
担する。

　本条において工事目的物の引
渡し前と規定されたのは、主と
して工事目的物に関して生じた
損害については、引渡し後は受
注者の負担としないことを明ら
かにするためである。このた
め、受注者の所有する仮設物、
建設機械器具に関する損害など
当然に受注者の負担に属する損
害は､工事目的物の引渡し後に
おいても受注者が負担しなけれ
ばならない。
　発注者の帰責事由による損害
には、例えば、監督員の指示に
基づいて施工したため発生した
労務者の被害又は工事目的物等
の損壊、支給材料又は貸与品に
よって生じた工事目的物の損
壊、あるいは、設計図書に誤り
があったため生じた労務者の被
害や工事目的物の損壊などが含
まれよう。
　なお、損害が発注者及び受注
者の双方の責により生じた場合
の発注者の負担となるのは、損
害のうち発注者の責に帰すべき
事由により生じた部分に限られ
る。
　したがって、例えば、損害の
発生原因は発注者にあるが、発
生後受注者が善良な管理者の注
意を怠りいたずらに損害を拡大
したような場合は、損害の負担
は、発注者及び受注者の双方が
それぞれ妥当な部分を分担すべ
きである。このように、発注者
の帰責事由と発注者以外の帰責
事由（受注者の帰責事由を含
む。）があいまって損害が発生
した場合には、それぞれの帰責
事由が損害に寄与した割合に応
じて、発注者と受注者が損害を
負担することとなる。それぞれ
の帰責事由が損害に寄与した割
合の決定方法については本約款
には明文の規定はないが、協議
によって解決すべきと解する。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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第35条　第三者に及ぼした損害等（約款第28条）

主任監督員 担当監督員
　工事の施工に伴い、第三者に騒音、振動、地
盤沈下、地下水の断絶等の理由により損害が及
ぶおそれがある場合には、事前に調査を行わな
ければならない。

　約款第28条第１項
工事の施工に伴い第三
者に損害を及ぼしたと
きは、受注者がその損
害を賠償しなければな
らない。ただし、その
損害（第47条第１項の
規定により付された保
険等によりてん補され
た部分を除く。以下本
条において同じ。）の
うち、発注者の責めに
帰すべき事由により生
じたものについては、
発注者が負担する。
　同条第２項　前項の
規定にかかわらず、工
事の施工に伴い通常避
けることができない騒
音、振動、地盤沈下、
地下水の断絶等の理由
により第三者に損害を
及ぼしたときは、発注
者がその損害を負担し
なければならない。た
だし、その損害のうち
工事の施工につき受注
者が善良な管理者の注
意義務を怠ったことに
より生じたものについ
ては、受注者が負担す
る。
　同条第３項　前２項
の場合その他工事の施
工について第三者との
間に紛争を生じた場合
においては、発注者と
受注者は協力してその
処理解決に当たるもの
とする。

　約款第28条第１項は、通常避
けることが可能な第三者に与え
た損害については、受注者が損
害を賠償しなければならないと
いう大原則を規定し、損害の発
生の原因が監督員の指示による
など発注者の責に帰すべき事由
による場合には、第１項後段で
特則を設け、発注者の負担とな
ることを規定している。
　第２項は、第1項の大原則に
特則を設け、通常避けることが
できない騒音、振動、地盤沈
下、地下水の断絶等の理由によ
る損害については、原則とし
て、発注者が負担することとし
ている。ここで、「通常避ける
ことができない」というのは、
発注者の設計する工事目的物が
当然に損害の原因となるもの及
び工事の施工が通常の技術的又
は経済的尺度で判断して妥当な
場合においても避けえないもの
と考えるべきであり、特殊な又
は一般的でない施工方法をとれ
ば避けることができる場合で
も、その旨が設計図書等に指定
されていない場合には、通常避
けることができない場合に該当
する。また、工事を施工する地
域の特殊性に応じて、発注者が
特にこれらの損害の防止のため
特別の施工工法等を考慮した場
合においては、予定価格の積算
においても配慮し、むしろその
特別の施工工法等に従うことを
設計図書は明らかにし、受注者
に義務付けるべきであり、その
ようにしてもなお防止し得ない
ものについては本項を適用すべ
きである。
　第２項後段においては、工事
の施工に伴ない通常避けること
ができない損害についての発注
者負担の原則に特則を設けて、
受注者が工事の施工につき善良
な管理者の注意義務を怠ったこ
とにより生じた損害について
は、受注者の負担とすることを
規定している。
　第３項は、前２項に規定する
場合その他工事の施工について
第三者との間に紛争を生じた場
合においては、発注者及び受注
者の双方が協力してその処理解
決に当たるべきことを規定して
いる。

　主任監督員
から報告を受
けたときは、
判断可能なも
のは指示し、
その他につい
ては契約担当
者に報告しな
ければならな
い。

　第三者に損
害を与えたと
きの報告を受
けたときは、
損害を与えた
原因が「通常
避けることが
できない」も
のによるもの
か調査し、総
括監督員に報
告しなければ
ならない。

　工事の施工
に伴って第三
者に、騒音、
振動、地盤沈
下、地下水の
断絶等により
損害をおよぼ
したときは、
主任監督員に
報告しなけれ
ばならない。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員
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第36条　不可抗力による損害（約款第29条）

ア）
①

②

イ）
③

ウ）

　火災
保険そ
の他の
保険等
により
てん補
される
ものが
ないか
確認
し、総
括監督
員に報
告しな
ければ
ならな
い。

　工事現場に搬入済みの
工事材料
　工事材料は、第13条第2
項において定義されてい
るように、工場で生産さ
れ、組み立てられて、工
事現場で設置するものが
増えており、工事材料と
工場製品を明確に区別す
ることが困難となってい
るため、工場製品を含む
概念で工事材料を取り扱
うこととしている。

　なお、「工事現場に搬
入済み」の工事材料につ
いてのみ本条の適用があ
るので、工事現場外の工
場、倉庫等は、立地上安
全な場所を選定し得る
し、本条において不可抗
力による損害の負担を部
分的に発注者が負うこと
としたのは、それらの損
害の発生が工事現場の特
定といった面において、
ある程度発注者の意思に
制約されるものであり、
反面、臨機の措置（第33
条）その他発注者におい
てもその回避のための努
力が期待し得るからでも
ある。

　第２項　契約担当者
は、前項の規定による
通知を受けたときは、
直ちに調査を行い、同
項の損害の状況を調査
し、その結果を受注者
に通知するものとす
る。
　第３項　契約担当者
は、前項の規定により
確認された損害のう
ち、この規則の定める
ところにより行った検
査若しくは立会い又は
整備された見本等その
他の受注者の工事に関
する記録等により確認
することができた工事
目的物、仮設物又は工
事に搬入済みの工事材
料若しくは建設機械器
具に係る損害の額（受
注者が善良な管理者の
注意義務を怠ったこと
に基づく損害の額及び
保険てん補部分の額を
除く。）及び当該損害
の取片付けに要する費
用の額の合計額（以下
「損害合計額」とい
う。）を負担しなけれ
ばならない。ただし、
損害合計額のうち請負
代金額の100分の１に相
当する額に至るまでの
金額については、この
限りでない。
　第４項　不可抗力に
よって生じた損害のう
ち工事材料、仮設物及
び建設機械器具に係る
損害の額は、受注者が
通常妥当と認められる
範囲を超えた品質、数
量、規格又は性能の工
事材料、仮設物及び建
設機械器具を使用した
場合であっても、通常
妥当と認められる範囲
の品質、数量、規格又
は性能に基づいて算定
する。
　第５項　数次にわた
る不可抗力により損害
合計額が累積した場合
における第２次以降の
損害の負担について
は、第３項本文中「損
害の額」とあるのは
「損害の額の累計」
と、「保険てん補部分
の額」とあるのは「保
険てん補部分の額の累
計」と、「損害の取片
付けに要する費用の
額」とあるのは「損害
の取片付けに要する費
用の額の累計」と、同
項ただし書中「損害合
計額のうち請負代金額
の100分の１に相当する
額」とあるのは「損害
合計額のうち請負代金
額の100分の１に相当す
る額に既に負担した額
を加えた額」として同
項を適用する。

 天災不可抗力による損害を生じた場合には、
昭和60年10月23日付け管第434号による「天災
その他不可抗力により工事出来形部分等に損害
を生じた場合等における事務の取扱いについ
て」により行う。

　第１項　工事目的物
の引渡しが行われたと
みなされる前に、天災
等（設計図書で基準を
定めたものにあって
は、当該基準を超える
ものに限る。）で当事
者双方の責めに帰すこ
とができないもの（以
下「不可抗力」とい
う。）により、工事目
的物、仮設物又は工事
現場に搬入済みの工事
材料若しくは建設機械
器具に損害を生じたと
きは、受注者は、その
事実の発生後直ちにそ
の状況を契約担当者に
通知しなければならな
い。

　第１項は、不可抗力によって
損害を生じた場合において、受
注者は、損害発生後直ちに、そ
の状況を発注者に通知しなけれ
ばならないことを規定してい
る。
　通知をすべき損害の対象に
は、次のものがある。

　主任監督員
から報告を受
けたときは、
事後の方針に
ついての意見
を契約担当者
に報告しなけ
ればならな
い。

　担当監督員
から報告を受
けたときは、

　受注者から
天災その他不
可抗力により
損害を生じた
旨の報告を受
けたときは、
被害写真、出
来形写真、工
事記録簿、材
料検査簿、出
来形管理図等
を提出させ平
面図、横断図
等に出来高、
手戻り等を記
入するととも
に、異常気象
資料等を整備
し、主任監督
員に報告しな
ければならな
い。

　工事目的物
　土木工事における盛土
部分とか、コンクリート
工事における打設済みの
コンクリート部分のよう
に部分的に出来上がって
いる工事目的物の部分で
あって、土地に定着し又
は工作物に付属している
ものをいう。部分払のた
めの確認（約款第37条第
２項）を受けているかを
問わないのは、第４項の
規定からみて明らかであ
る。

　天災
その他
不可抗
力の災
害か確
　受注
者が善
良な管
理者と
しての
注意義
務を
怠った
ことに
基づく 　仮設物

　工事目的物以外の工作
物であって、工事の施工
上の必要性に基づき仮に
設置するものをいう。し
たがって、その定義上、
工事現場に設置されてい
ることになる。主なもの
としては、受注者の現場
事務所、労働者寄宿舎、
材料倉庫等、コンクリー
トプラント、受変電設備
等、河川等の仮締切り、
仮桟橋、仮設道路、仮覆
い、仮囲い等、仮設足
場、コンクリートの仮
枠、仮支柱等があげられ
る。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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エ）

第39条　検査及び引渡し（約款第31条）

　第２項　契約担当者
は、前項の完成届出書
の提出を受けたとき
は、その日から14日以
内に受注者の立会いの
上設計図書に定めると
ころにより建設工事の
完成を確認するための
検査を完了し、かつ、

　主任監督員
から報告を受
けたときに
は、完成届出
書を契約担当
者に進達しな
ければならな
い。

　担当監督員
から報告を受
けたときに
は、審査を
し、総括監督
員に報告しな
ければならな
い。

　受注者から
完成届出書が
提出されたと
きは、速やか
に次に掲げる
調査を行い、
主任監督員に
報告しなけれ
ばならない。

　第１項　受注者は、
建設工事が完成したと
きは、様式第16号によ
る完成届出書を契約担
当者に提出しなければ
ならない。
　第５項　受注者は、
検査に合格しなかった
旨の第２項の規定によ

　第４項は、発注者が負担する
仮設物、工事材料又は建設機械
器具に関する損害は、「通常妥
当と認められる」ものに係る損
害に限られる。仮設物、建設機
械器具については、第18条によ
り設計図書に指定がない限り自
主施工の原則に則り受注者の裁
量に委ねられているものであ
る。また、工事材料について
も、第24条第１項により設計図
書に品質の規定がない場合に
は、中等の品質のものを使用す
れば十分とされており、工事材
料の選択は受注者に委ねられて
いる。（「通常妥当」とは、工
事材料については、中等の品質
という意味である。）したがっ
て、受注者が通常妥当と認めら
れる範囲を超えて特殊な、ある
いは、不必要な仮設物、建設機
械器具、上等な品質の工事材料
を選定した場合には、事故のリ
スクの上にこれらを選定してい
るのであるから、発注者は、仮
設物、建設機械器具、工事材料
が通常妥当と認められるもので
あったら生じたであろう損害の
みを負担すれば十分である。ま
た、通常妥当と認められる仮設
物等を用いれば損害は発生しな
かったのに、通常妥当と認めら
れない仮設物等を用いたことに
よって損害を生じた場合には、
発注者は、その損害を負担する
必要はない。
　工事目的物、仮設物、工事材
料又は建設機械器具について
は、発注者と受注者の間で確認
することができるものでなけれ
ばならない。すなわち、工事目
的物、仮設物、工事材料又は建
設機械器具については、発注者
が工事材料の検査（第24条第２
項）、監督員の立会い（第25条
第１項及び第２項）、部分払い
のための確認（第45条第３
項）、その他受注者の工事に関
する記録等により確認し得るも
のに係る額に限られる。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

　工事現場に搬入済みの
建設機械器具
　工事現場に搬入された建
設機械器具であり、受注者
が所有しているか、借用し
ているか問わない。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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①

②

第41条　部分使用（約款第33条）

 第１項　契約担当者
は、第39条第４項の規
定により引渡しが行わ
れたとみなされる前に
おいても、受注者の承
諾を得て、工事目的物
の全部又は一部を使用
することができる。
　第２項　前項の場合
においては、契約担当
者は、その使用部分を
善良な管理者の注意を
もって使用しなければ
ならない。
　第３項　契約担当者
が、第１項の規定によ
り工事目的物の全部又
は一部を使用したこと
によって受注者に損害
を及ぼしたときは、県
は必要な費用を負担し
なければならない。
　第４項　第26条の２
第４項の規定は、前項
の規定により県が負担
する費用の額の決定に
準用する。

　主任監督員
から報告を受
けたときは、
審査し、契約
担当者に報告
しなければな
らない。

　工事目的物
の部分使用を
する必要があ
るときは、受
注者に対する
部分使用承諾
願に意見を付
して、総括監
督員に報告し
なければなら
ない。

　第１項は、単に「第39条第４
項の規定による引渡し前」と規
定しているだけであり、発注者
が使用を希望している当該部分
の完成の有無や当該部分に相応
する請負代金の支払いの有無
は、部分使用の可否と直接関係
するものでない。このことは、
部分引渡しが工事の部分的完了
に伴いなされるものであり、か
つ、当該部分に相応する請負代
金の支払いと結びついているこ
とと基本的に異なるものであ
る。
　第２項は、発注者は、使用部
分に損傷を与えることのないよ
うに注意すべき義務を課され、
使用部分を加工したり、現状を
変更したりすることは許されな
い。
　このように、部分使用中は、
発注者は、使用部分を善良な管
理者の注意義務をもって使用す
べきことになるが、受注者の管
理責任はなくならない。部分使
用中は、未だ工事が完成してお
らず、引渡し前でもあるので、
他の施工中の部分と同様に、受
注者は、管理責任を負うことに
なる。
　なお、部分引渡しの場合は、
引き渡された部分の所有権は完
全に移転し、受注者に管理責任
は全くない。
　したがって、受注者は、引き
渡された部分について損害を負
担することなく、瑕疵担保責任
を負うのみである。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

当該検査の結果を受注
者に通知しなければな
らない。この場合にお
いて、契約担当者は、
必要があると認められ
るときは、その理由を
受注者に通知して、工
事目的物を最小限度の
範囲に限り破壊して検
査することができる。

　出来形管
理、品質管
理、写真管
理等の関係
書類につい
て現場代理
人に説明さ
せ、数値を
確認し、関
係書類を整
備させる。

る通知を受けたとき
は、直ちに修補しなけ
ればならない。この場
合のこの条の規定の適
用については、第１項
中「建設工事が完成し
たときは、様式第16号
による完成届出書」と
あるのは「修補が完了
したときは、様式第17

　第３項　第27条第５
項の規定は、前項後段
の検査に準用する。
　第４項　契約担当者
が、検査に合格した旨
の第２項の規定による
通知をしたときは、工
事目的物の引渡しが行
われたものとみなす。

号による修補完了届出
書」とし、第２項中
「完成届出書」とある
のは「修補完了届出
書」とする。

　現場に例
えば、測
点、寸法等
マーキング
を行わせ、
現場代理人
立会いの
上、出来形
を設計図書
に基づいて
確認する。
ただし、大
規模工事及
び重要構造
物の出来形
の確認に当
たっては、
主任監督員
の立会いを
求める。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者
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第45条　部分払（約款第37条）

（１）

（２）

（３）

　

（１）

（２）

（３）

　請負代金額100
万円以上2,000万
円未満…２回

契　約　担　当　者

　請負代金額
5,000万円以上…
４回

　「第42条（前金払）」
　第１項　受注者は、１件の請
負代金額が200万円以上の建設
工事に要する費用について、建
設工事請負契約書記載の建設工
事完成の時期を保証期限とする
保証事業会社との保証委託契約
（以下「保証委託契約」とい
う。）を締結し、その保証証書
を契約担当者に提出して、請負
代金額の10分の４以内の額の前
払金の支払を請求することがで
きる。
　第２項　前項に規定する前払
金の支払を受けた受注者は、当
該建設工事に要する費用につい
て、前項の保証委託契約に加え
て新たに保証委託契約を締結
し、その保証証書を契約担当者
に提出して、当該前払金に追加
して請負代金額の10分の２以内
の額の前払金の支払を請求する
ことができる。
　第３項　前項の規定による請
求をしようとする受注者は、契
約担当者に対し、あらかじめ、
当該建設工事が次に掲げる要件
に該当することの認定を請求
し、その旨の認定を受けなけれ
ばならない。

　工期の２分の１を経過
していること。
　工程表により工期の２
分の１を経過するまでに
実施すべきものとされて
いる当該建設工事に係る
作業が行われているこ
と。
　既に行われた当該建設
工事に係る作業に要する
経費が請負代金額の２分
の１以上の額に相当する
ものであること。

　第４項　契約担当者は、前項
の規定による認定の請求を受け
たときは、速やかに当該認定の
結果を当該受注者に通知しなけ
ればならない。
　第５項　契約担当者は、第１
項又は第２項に規定する請求が
あったときは、当該請求を受け
た日から14日以内に当該前払金
を支払わなければならない。

 第１項　受注者は、建
設工事の完成前に、出
来形部分又は製造工場
等にある特殊な工場製
品に相応する請負代金
相当額（以下「出来高
金額」という。）の10
分の９以内の額につい
て、部分払いを請求す
るこができる。ただ
し、前払金があった場
合においては特に必要
があると認める場合を
除き、出来形が、現に
なされた前払金の請負
代金額に対する割合に
10分の１を加えた率以
上に達したときに限
る。
　第２項　受注者は、
前項の規定による請求
をしようとするとき
は、契約担当者に対
し、あらかじめ、様式
第19号による出来形確
認請求書を提出して、
当該請求に係る出来形
部分及び製造工場等に
ある特殊な工場製品の
確認を請求しなければ
ならない。
　第５項　出来高金額
は、当事者が協議して
定める。ただし、受注
者が第３項の通知を受
けた日から10日以内に
協議が整わない場合に
は、契約担当者が定
め、受注者に通知す
る。
　第６項　受注者は、
検査に合格した旨の第
３項の規定による通知
を受けたときは、請求
書に様式第18号による
請求明細書を添えて部
分払金の支払を請求す
ることができる。この
場合においては、契約
担当者は、当該請求を
受けた日から14日以内
に部分払金を支払わな
ければならない。
　第７項　部分払金の
額は、次の式により算
定する。
出来高金額×((９/10)
－(前払金額/請負代金
額))
　第８項　第１項の規
定による部分払の請求
回数は、次の各号に掲
げる請負代金額の区分
に応じ当該各号に掲げ
る回数以内とする。た
だし、契約担当者が特
に必要があると認めた
ときは、請求回数を増
加することができる。

　請負代金額
2,000万円以上
5,000万円未満…
３回

担当監督員
 第３項　契約担当者
は、前項の規定による
確認の請求を受けた日
から14日以内に、受注
者の立会いの上、設計
図書に定めるところに
より、同項の確認をす
るための検査を行い、
かつ、当該検査の結果
を受注者に通知しなけ
ればならない。
　第４項　第27条第５
項及び第39条第２項後
段の規定は、前項の検
査に準用する。

　出来形歩合
調書により出
来形を確認し
証明の上、契
約担当者に進
達するものと
する。

　担当監督員
から出来形歩
合調書が提出
された場合に
は、出来形を
審査し、総括
監督員に提出
しなければな
らない。

　部分払の請
求をさせると
きは、平成21
年3月31日付け
改正建業第297
号「建設工事
請負代金の部
分払の取扱い
について」及
び昭和45年９
月21日付け管
第369号「出来
形歩合調書の
作成につい
て」に基づき
作成させるも
のとし、これ
に基づき遅滞
なく工事の出
来形を調整
し、出来形歩
合調書を作成
し、主任監督
員に提出しな
ければならな
い。

監　　督　　員　　の　　業　　務
受　　注　　者 備　　　　考

総括監督員 主任監督員
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第46条　部分引渡し（約款第38条）

 第１項　第39条及び第
40条の規定は、契約担当
者が設計図書において建
設工事の完成に先立って
工事目的物の一部の引渡
しを受けるべきことを指
定した部分又は工事目的
物の一部が完成した場合
には当該部分を引渡すこ
とについて当事者の合意
が成立した部分（以下
「一部引渡指定部分」と
いう。）がある場合にお
いて当該一部引渡指定部
分が完成した場合に準用
する。この場合におい
て、第39条中「建設工
事」とあるのは「一部引
渡指定部分に係る工事」
と、「工事目的物」とあ
るのは「一部引渡指定に
係る工事目的物」と、第
40条中「請負代金」とあ
るのは「部分引渡しに係
る請負代金」と読み替え
る。
　第２項　前項の規定に
より準用される第40条第
１項の規定により請求す
ることができる部分引渡
しに係る請負代金の額
は、次の式により算出す
る。
　一部引渡指定部分に相
応する請負代金の額×
(１－(前払金額/請負代
金額))
　第３項　前条第５項の
規定は、前項の規定によ
る部分引渡しに係る請負
代金の額の算定に当たっ
て準用する。この場合に
おいて、同条第５項本文
中「出来高金額」とある
のは「一部引渡指定部分
に相応する請負代金の
額」と、同項ただし書中
「第３項の通知を受けた
日から10日以内」とある
のは「第１項の規定によ
り準用される第39条第２
項前段の規定による通知
を受けた日から14日以
内」と読み替える。

　設計図書において指定した部分（指定部分）
がある場合及び工事目的物について指定部分が
ない場合において工事目的物の一部が完成しそ
の引渡しについて合意が成立した場合には、出
来形設計書を作成し、第39条を準用して既済部
分検査を受けなければならない。

　部分引渡しの対象となるもの
は、発注者が「設計図書におい
て指定した部分（指定部分）」
とされているが、これを設計図
書で定めることとしたのは、部
分引渡しが検査及び請負代金の
支払等について工事の全体の完
成時における引渡しと同様の取
扱いを受けるため、どの部分が
その対象として考えられている
かを明確にしておく必要がある
からである。
　この場合、発注者が部分引渡
しの対象として指定し得る部分
は「引渡し」の対象になり得る
こと、すなわち、他の部分と分
けて特定することができ（可分
性）、管理責任の移転ができる
部分であることが必要である。
ただし、部分引渡しを行うか否
かは、あくまでも発注者の判断
であり、契約前に、あらかじめ
設計図書に指定しておくことが
必要である。
　部分引渡しと類似のものとし
て、第41条に定める部分使用が
あるが、部分使用については、
当該部分の所有権の帰属につい
ては、議論があるところである
が、使用部分の当該部分の管理
責任は、受注者に残されてい
る。一方、部分引渡しを受けた
部分は、議論の余地なく明らか
に発注者に所有権が帰属するこ
ととなり、受注者は管理責任を
負わない。このように部分引渡
しを行った後においては、当該
部分について、不可抗力により
損害を生じた場合においても、
受注者は何等責任を負うもので
なく、発注者が当然その負担を
負うこととなる。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

主任監督員 担当監督員
　第９項　第６項の規
定により部分払金の支
払があった後、再度部
分払の請求をする場合
においては、第１項中
「請負代金相当額」と
あるのは「請負代金相
当額から既に部分払の
対象となった請負代金
相当額を控除した額」
とする。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員
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第52条　契約担当者の解除権（約款第43条）

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）　第54条第１項の
規定によらないで
請負契約の解除を
申し出たとき。

　第２項　前項の規定
により請負契約を解除
しようとするときは、
様式第20号による請負
契約解除通知書によ
り、受注者に通知する
ものとする。
　第４項　契約担当者
は、第12条第１項の規
定により契約保証金の
納付又はこれに代わる
担保の提供が行われて
いるときは、当該契約
保証金又は担保をもっ
て前項の違約金に充当
することができる。

　第１項　契約担当者
は、受注者が次の各号
のいずれかに該当する
ときは、請負契約を解
除することができる。

　主任監督員
から報告を受
けたときは、
事実を確認
し、必要があ
ると認められ
るとき、契約
担当者に報告
しなければな
らない。

　担当監督員
から報告を受
けたときは､受
注者より事情
を聴取する等
の調査を行
い、契約の履
行が危ぶまれ
ると認められ
る場合は、総
括監督員に報
告しなければ
ならない。

　工期内に工
事を完成する
見込みがない
とき、又は正
当な理由がな
いのに工事に
着手しないと
き、その他契
約の履行が危
ぶまれると認
められるとき
は、主任監督
員に報告しな
ければならな
い。

　第３項　第１項の規
定により請負契約が解
除された場合において
は、受注者は、請負代
金額の10分の１に相当
する額を違約金として
契約担当者の指定する
期間内に支払わなけれ
ばならない。

　第１項第１号は、正当な理由
なく工事に着手すべき期日を過
ぎても工事に着手しないとき
は、契約を解除できることとし
ている。
　「工事に着手すべき期日」と
は、設計図書に定められている
場合には、その期日であるが、
その定めがないときは、契約書
上の工期の初日が「工事に着手
すべき期日」と解する。
　また、「着手」とは、現実に
工事の施工を始めることに限ら
ず、労働者募集、施工計画表の
作成、現場調査等の施工準備行
為が含まれる。
　第２号に定める解除要件は、
受注者の責に帰すべき事由によ
り工期内に完成しないときと受
注者の責に帰すべき事由により
工期経過後相当の期間内に工事
を完成する見込みがないと明ら
かに認められるときの２つであ
る。なお、「相当の期間」と
は、工期の長さ、従来の履行状
況、残工事量等を勘案して個別
に判断することとなるが、契約
を解除して残工事を新たな受注
者に工事を完成させた場合の完
成時期が一つ目安となろう。
　第３号は、主任技術者又は監
理技術者を設置しなかった場合
を解除要件としている。
　第４号は、第１号から第３号
までに掲げる場合以外に、受注
者が契約に違反し、その違反に
より契約の目的を達することが
できないと認められる場合を解
除要件としている。なお、「契
約に違反し」とは、本約款にお
いて受注者に課している付随的
債務を含む種々の義務に違反す
るときである。また、「契約の
目的を達することができないと
認められるとき」とは、工期内
に工事が完成しないと認められ
る場合、工事の完成が不能と認
められる場合や工事が工期内に
完成しても不完全履行となると
認められる場合、例えば、工事
材料の検査義務違反等を重ねた
ため設計図書に定められた強度
を持たない工事目的物が完成さ
れると認められる場合などを意
味する。
　第５号による解除は、第54条
において受注者の解除要件が定
められているにもかかわらず、
その解除要件以外による解除の
申出によって工事契約の履行拒
否の意思を明示したしたことを
解除要件とする特定解除であ
る。なお、契約の一方当事者が
契約解除の申し出をし、他方が
これに応じれば、法定、約定の
解除要件の有無にかかわらず、
解除が成立する。これは、合意
解除と呼ばれ、特に定めのない
限り､損害賠償請求を行うこと
はできない。

　正当な理由な
く、建設工事に着
手すべき期日を過
ぎ、かつ、相当の
期間を定めてその
着手の催告をした
にもかかわらずそ
の期間内に当該建
設工事に着手しな
いとき。
　その責めに帰す
べき事由により工
期内に建設工事を
完成しないとき、
又は工期経過後相
当の期間内に建設
工事を完成する見
込みが明らかにな
いと認められると
き。
　相当の期間を定
めてその設置を催
告したにもかかわ
らずその期間内に
第22条第１項各号
に掲げる者を設置
しなかったとき。
　前３号に掲げる
場合のほか、請負
契約に違反し、そ
の違反により請負
契約の目的を達す
ることができない
と認められると
き。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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第54条　請負者の解除権（約款第45条）

（１）

（２）

（３）

　第29条の２第１
項又は第２項の規
定による建設工事
の施工の中止期間
が工期の10分の５
（工期の10分の５
が６月を超える時
は、６月）を超え
たとき。ただし、
中止が建設工事の
一部のみの場合
は、その一部を除
いた他の部分の工
事が完了した後３
月を経過しても、
なおその中止が解
除されないとき。

　主任監督員
から報告を受
けたときは､内
容を審査し
て、契約担当
者に報告しな
ければならな
い。

　担当監督員
から報告を受
けたときは､意
見を付して、
総括監督員に
報告しなけれ
ばならない。

　受注者から
契約解除の申
し出を受けた
ときは､直ちに
主任監督員に
報告しなけれ
ばならない。

　第１項　受注者は、
次の各号のいずれかに
該当する理由があると
きは、請負契約を解除
することができる。

　第１項第１号は、事情変更に
よる法的解除権を約定により具
体化するものである。
　「第29条第１項の規定」は、
発注者は、その都合により設計
図書を変更できることを定めて
いる。
　同項では、必要があるときは
工期又は請負代金額を変更し、
又は損害を及ぼしたときは必要
な費用を発注者が負担しなけれ
ばならないとしているため、受
注者が損害を受けることがない
ように思われる。しかし、設計
図書の変更により請負代金額が
増額される場合には、受注者が
技術的、経営的に対応できる限
り、受注者の利益にもかなうこ
とであるが、設計図書の変更に
より請負代金額が著しく減額さ
れる場合には、受注者は、当初
期待していた売上、利益を手に
することができなくなり、工事
を完成して減額された請負代金
額を受け取ることに何の価値も
見いだせなくなることがある。
このため、本号では、設計図書
の変更により請負代金額が２/
３以上減少したときを解除要件
として規定している。
　第２号は、「第29条第１項又
は第２項の規定」は、受注者の
責に帰すことができない事由に
より工事の施工ができないと認
められるとき、発注者は工事の
中止をしなければならないこ
と、その他の場合にも、発注者
は、その都合により工事を中止
できることを定めている。同条
第３項では、必要があるときは
工期又は請負代金額を変更し、
又は、必要な費用を発注者が負
担しなければならないこととし
ているため、受注者が損害を受
けることはないように思われ
る。しかし、工事の中止が長期
に及んだ場合には、受注者は、
当初の工期末以後の請負契約獲
得の機会を逸失することとな
り、また、以後の工事計画が大
幅に狂うことになり、経営上大
きな影響を与えることとなる。
このため、本号では、工事の中
止期間が長期に及んだ場合を解
除要件として規定している。
　第３号の、「契約担当者が契
約に違反し」とは、請負代金の
支払、費用の負担、支給材料又
は貸与品の引渡し等約款、規則
の各条項に定められた発注者の
義務を果たさないことである。
　また、「不可能となったと
き」というのは厳格に解すれ
ば、本号の適用の余地は、ほと
んどあり得なくなるが、ここで
は、契約違反による前払金や部
分払金の不払の程度が著しくひ
どく受注者が資材の調達に著し
い困難をきたすような場合、代
替の余地があまりない支給材料
又は貸与品が給付されない場合
など工事を完成することを著し
く困難とするような場合も含ま
れるものと解する。

　第29条第１項の
規定により設計図
書を変更したため
請負代金額が３分
の２以上減少した
とき。

　契約担当者が請
負契約に違反し、
その違反により契
約の履行が不可能
となったとき。

　第２項　受注者は、
前項の規定により請負
契約を解除した場合に
おいて、損害があると
きは、その損害の賠償
につき必要な費用の負
担を県に請求すること
ができる。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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第55条　解除に伴う措置（約款第46条）

　第１項　第39条第２
項から第４項までの規
定は、請負契約が解除
された場合において準
用する。
　この場合において、
同条第２項前段中「前
項の完成届出書の提出
を受けたとき」とある
のは「解除の通知を
し、又は解除の通知を
受けたとき」と、「建
設工事の完成」とある
のは「出来形部分」
と、同条第４項中「工
事目的物」とあるのは
「出来形部分及び部分
払の対象となった特殊
な工場製品」と読み替
える。
　第２項　契約担当者
は、前項の規定によっ
て準用される第39条第
２項前段の規定による
通知をしたときは、前
項の規定によって準用
される第39条第２項前
段の検査に合格した出
来形部分に相応する請
負代金額を受注者に支
払わなければならな
い。
　第３項　第45条第５
項の規定は、前項の出
来形部分に相応する請
負代金額の決定につい
て準用する。この場合
において、同条第５項
本文中「出来高金額」
とあるのは「第１項の
規定により準用される
第39条第２項前段の検
査に合格した出来形部
分に相応する請負代金
額」と、同項ただし書
中「第３項の通知を受
けた日から10日以内」
とあるのは「第１項の
規定により準用される
第39条第２項前段の規
定による通知を受けた
日から14日以内」と読
み替える。

　第36条（不可抗力による損害）、第52条（契
約担当者の解除権）、第53条及び第54条（受注
者の解除権）の方針が決定し、既済部分の引渡
しを受ける場合には、取引の対象となる部分の
出来形を調査し、精算設計書を作成の上、第39
条を準用して既済部分検査を受けなければなら
ない。
　ただし、出来形調査に当たっては、現場及び
写真等により確認できるものをいい、工事現場
に搬入した材料は、これを含まないものとす
る。

　第４項　第２項の場
合において、第42条の
規定による前払金が
あったときは、当該前
払金の額（第45条の規
定による部分払をして
いるときは、その部分
払において償却した前
払金の額を控除した
額）を第２項の検査に
合格した出来形部分に
相応する請負代金額か
ら控除した額を支払
い、受領済みの前払金
に余剰があるときは、
受注者はその余剰額を
返還しなければならな
い。
　第５項　前項の規定
による返還に当たって
は、当該余剰額に前払
金の支払の日から返還
の日までの日数に応
じ、知事が別に定める
割合で計算した額の利
息を付さなければなら
ない。
　ただし、前２条の規
定による解除の場合に
あっては、この限りで
ない。
　第６項　受注者は、
請負契約が解除された
場合において、支給材
料があるときは、第２
項の検査に合格した出
来形部分に使用されて
いるものを除き、契約
担当者に返還しなけれ
ばならない。この場合
において、当該支給材
料が受注者の故意若し
くは過失により滅失
し、若しくはき損した
とき、又は同項の検査
に合格しなかった出来
形部分に使用されてい
るときは､代品若しくは
原状に復した支給材料
を返還し、又は返還に
代えてその損害につき
必要な費用を負担しな
ければならない。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者

[解除の効果]
　契約が解除された場合の一般
的な効果については、民法第
545条に規定がなされており、
契約当事者は、原状回復義務及
び相手方に与えた損害賠償義務
を負うこととされている。しか
し、建設工事に当たっては、契
約の解除に伴う原状回復につい
て、出来形部分の取壊しにより
被る両当事者の時間的、経済的
損失は莫大なものであるなど、
出来形部分の取壊し、支給材料
の返還、工事用地等の整地等と
いった点で問題があり、原状回
復は、極めて不経済かつ不合理
なことである。
　そこで、判例・通説において
も工事の完成部分については解
除をなし得ないとか、建設工事
の請負契約の解除には遡及効果
がないとされているところであ
る。
　本条では、民法の規定だけで
は律しきれないこれらの問題に
ついて、解除の遡及効果を認め
ないことを契約上明確にして解
決を図ったものである。
[出来形部分]
 出来形部分については、ま
ず、発注者の検査を受けなけれ
ならず、発注者は、検査に合格
した部分のみの引渡しを受けた
部分に相応する請負代金額を支
払うこととなる。これは、既に
施工された部分については、取
壊し、撤去することにより生ず
る両当事者の時間的、経済的損
失を考えれば、原状回復するの
ではなく、これを価値あるもの
と評価してなるべく利用すべき
ものとの考えによるが、その出
来形部分の状態、品質等から出
来形部分が価値のないもの、利
用に適さないものであれば、そ
れに対して対価を支払う理由は
ないので、検査を行うこととし
たものである。
[支給材料]
　支給材料は、加工したり、切
断したりして工事目的物のため
に使用すべき性格のものである
から、発注者が支給したもので
あるからといって、単純にすべ
てを返還することが原則となる
ものではなく、状況に応じて考
える必要がある。

備　　　　考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
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※
担当監督員

　第９項に一部関
係項目がある。受
注者の項参照のこ
と。

　第７項　受注者は、
請負契約が解除された
場合において、貸与品
があるときは、当該貸
与品を契約担当者に返
還しなければならな
い。この場合におい
て、当該貸与品が受注
者の故意又は過失によ
り滅失し、又はき損し
たときは、代品若しく
は原状に復した貸与品
を返還し、又は返還に
代えてその損害を賠償
しなければならない。
　第８項　第26条の３
第３項及び第５項の規
定は、契約が解除され
た場合に準用する。こ
の場合において、同条
第３項中「建設工事の
完成、設計図書の変更
等」とあるのは「請負
契約の解除」と、同条
第５項中「前項の期限
までに」とあるのは
「次項の期限までに」
と読み替える。
　第９項　第６項前段
及び第７項前段の規定
による受注者のとるべ
き措置の期限、方法等
については請負契約の
解除が受注者の責めに
帰すべき事由によると
きは、契約担当者が定
め、請負契約の解除が
受注者の責めに帰すべ
き事由によらないとき
は受注者が契約担当者
の意見を聴いて定める
ものとし、第６項後
段、第７項後段及び第
８項において準用する
第26条の３第３項の規
定による受注者のとる
べき措置の期限、方法
等については契約担当
者が受注者の意見を聴
いて定めるものとす
る。

　使用済みの支給材料について
は、出来形部分として検査に合
格した部分に使用されているい
るものは、当該部分が発注者に
引渡されるものであるから、こ
れを返還する必要がないことは
もちろんである。しかしなが
ら、出来形検査に合格しなかっ
た部分に使用されているもの
は、発注者として評価すべき価
値がないわけであるから、本来
は返還すべきこととなる。しか
し、これは事実上不可能である
から、代品を納めるとか支給材
料について損害賠償をすべきこ
とになる。ただし、返還が可能
な場合は、修復して返還しても
構わない。
　未使用の支給材料について
は、原則として、発注者に返還
しなければならない。
[貸与品]
 貸与品は、第26条の３の規定
により発注者から受注者に貸与
されている建設機械器具である
から、当然発注者に返還しなけ
ればならない。この場合におい
て、貸与品が受注者の使用若し
くは保管上の故意又は過失によ
り損傷を受けているときは、こ
れをそのまま返還するのではな
く、代品を納めるか、修復して
から返還すべきことになる。そ
して代品納入又は修復返還に代
えて貸与品についての損害を賠
償しなければならない。
[工事用地等]
　受注者は、その所有又は管理
する物件を工事用地等の外に撤
去し、工事用地等を修復し、取
り片付けて発注者に明け渡さな
ければならず、受注者が相当の
期間内に、これを行わない場合
には、発注者は、代執行できる
としている。撤去すべき物件の
中には、受注者が自ら所有又は
管理するものでだけでなく、
かっこ書で明示しているよう
に、下請負人の所有又は管理す
るものも含まれる。後者につい
ては、受注者は、下請負者との
契約において、受注者が撤去で
きる旨を規定しておくことが、
受注者と下請負人との紛争を未
然に防ぐために望ましい。
[解除に伴う措置の期限、方法
等]
　支給材料又は貸与品の返還に
ついては、原則として、第52条
の規定による解除の場合（受注
者の帰責事由のある場合）に
は、発注者が定め、第53条又は
第54条の規定により解除の場合
（受注者の帰責事由がない場
合）には、受注者が発注者の意
見を聴いて定める。ただし、受
注者の故意又は過失により滅失
又は毀損した場合等における支
給材料又は貸与品の返還及び代
品納品等については、発注者が
受注者の意見を聴いて定めるこ
ととする。また、物件の撤去、
工事用地等の修復、明渡しにつ
いては、解除規定にかかわら
ず、発注者が受注者の意見を聴
いて定めることとする。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員 主任監督員
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担当監督員主任監督員
　受注者のとるべき措置の「期
限、方法等」には、支給材料又
は貸与品の返還期日、返還場
所、工事用地等の明渡期日、修
復、取り片付け方法等が含まれ
ることとなる。

契　約　担　当　者
監　　督　　員　　の　　業　　務

受　　注　　者 備　　　　考
総括監督員
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１－４ 低入札価格調査対象工事に係る監督体制の強化について 

    (通知) 

建 経 工 第 ３ ９ 号 

令和３年９月 ２日 

  

交通基盤部及び経済産業部 

 関係各課及び各出先機関の長 様 

交通基盤部建設経済局工事検査課長 

 

低入札価格調査対象工事に係る監督体制の強化について（通知） 

 

 このことについては、平成 14 年６月 28 日付け建指第 144 号により通知しており

ますが、運用上の留意点を定めた別紙について、下記のとおり改定したので通知し

ます。 

 

記 

１ 改定の内容 
 別紙表中の「（３）重点的な監督業務の実施」の運用上の留意点に下表の下線部を

追加する。 
地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の運用
基準の取扱いに関する事務手続きについて 
10 監督体制の強化等 

運用上の留意点 

（１）～（２） 省略 （省略） 

（３） 重点的な監督業務の実施 
 

（省略） 

 当該工事に係る監督業務において、段階
確認、施工の検査等を実施するに当たっ
ては、担当監督員とともに、総括又は主
任監督員が立会いすることを原則とし、
重点的に行う。 
なお、遠隔臨場で行う場合は、原則とし
て監督員のうち１名は現地に臨場するも
のとする。 

（４）～（５） 省略 （省略） 

 

２ 改定の理由 

 遠隔臨場の試行要領の改定（令和３年８月 31 日付け建経技第 225 号建経工第 38

号）により、遠隔臨場の対象工事が低入札価格調査対象工事を含めたすべての工

事とされたことから、低入札価格調査対象工事において遠隔臨場を実施する際の

監督業務の取扱いについて定める必要が生じたため。 

 

担  当 工事検査課工事検査班 

電話番号 054-221-2697   
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10．低入札価格調査制度に係る調査対象工事の監督体制の強化 

地方自治法施行令第 167 条の 10 第１項の運用基準

の取扱いに関する事務手続きについて 

10 監督体制の強化等 

運用上の留意点 

(１) 施工体制台帳等の提出及びその内容のヒア

リング 

当該工事を所掌する出先機関の長又は課長

（以下｢事務所長等｣という。）は、請負業者に

対して、施工体制台帳及び下請負人通知書の提

出を求めるものとする。施工体制台帳及び下請

負人通知書の提出に際しては、必要に応じて請

負業者からその内容についてヒアリングを行う

ものとする。 

・下請契約の金額に拘わらず、施工体制

台帳及び下請負人通知書の提出を求

める。 

・提出に際しては、総括又は主任監督員

は担当監督員とともに社長、支店長又

は営業所長等から、その内容について

ヒアリングを行う。 

(２) 施工計画書の内容のヒアリング 

事務所長等は、仕様書に基づき施工計画書を

提出させるに際して必要があると認めるとき

は、請負業者から、その内容についてヒアリン

グを行うものとする。 

・施工計画書の提出に際しては、総括又

は主任監督員は担当監督員とともに

社長、支店長又は営業所長等から、そ

の内容についてヒアリングを行う。 

(３) 重点的な監督業務の実施 

監督員は、当該工事に係る監督業務におい

て、段階確認、施工の検査等を実施するに当た

っては、立会することを原則として、入念に行

うものとする。また、あらかじめ提出された施

工体制台帳及び施工計画書等の記載に沿った施

工が実施されているかどうかの確認を併せて行

うものとし、実際の施工が記載内容と異なると

きは、その理由を現場代理人から詳細に聴くも

のとする。 

・当該工事に係る監督業務において、段

階確認、施工の検査等を実施するに当

たっては、担当監督員とともに、総括

又は主任監督員が立会いすることを

原則とし、重点的に行う。 

なお、遠隔臨場で行う場合は、原則と

して監督員のうち１名は現地に臨場

するものとする。 

(４) 労働安全担当機関との連携 

事務所長等は、安全な施工の確保及び労働者

への適正な賃金支払の確保の観点から必要があ

ると認めるときは、労働基準監督署の協力を得

て、施工現場の調査を行うものとする。 

・労働基準監督署等との合同パトロー

ル、事務所単独のパトロールにおいて

は、必ず施工現場の調査を行うものと

する。 

(５) 厳格な検査の実施 

検査は、原則として検査監が行うものとす

る。 

・請負金額に拘わらず本庁検査とする。

また、中間検査も原則として本庁検査

とする。 
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１－６　建築工事検査・立会い一覧

区分 標仕№ 内容 検査 立会い

 1章 各章共通事項 1.3.6 品質管理 ○

 〃 1.4.4 工事現場に搬入した材料 ○

 〃 1.4.5 試験 ○

 〃 1.5.5 施工の検査 ○

 〃 1.5.7 施工の立会い ○

 2章 仮設工事 2.2.1 縄張り ○

 〃 2.2.2 ベンチマーク ○

 〃 2.2.3 遣方 ○

 3章 土工事 3.2.1 根切り ○

 4章 地業工事 4.2.1 支持地盤の試験 ○

 〃 4.5.5 掘削深さ及び支持層 ○

 5章 鉄筋工事 5.1.3 主要な配筋 ○

 6章 コンクリート工事 6.9.6 構造体コンクリートの仕上りの補修 ○

 〃 6.9.6 構造体コンクリートのかぶり厚さ不足の補修 ○

 7章 鉄骨工事 7.4.8 ボルト締付け後の確認結果記録 ○

 〃 7.10.5 鉄骨建方完了 ○

 9章 防水工事 9.1.3 防水層の施工 ○

11章 タイル工事 11.1.5 タイル接着力試験不合格の場合の措置 ○

 1章 各章共通事項 1.3.6 品質管理 ○

 〃 1.4.4 工事現場に搬入した材料 ○

 〃 1.4.5 試験 ○

 〃 1.6.5 施工の検査 ○

 〃 1.6.7 施工の立会い ○

 3章 防水改修工事 3.1.3 防水層の施工 ○

 4章 外壁改修工事 4.5.8 タイル接着力試験不合格の場合の措置 ○

 6章 内装改修工事 6.16.2 タイル接着力試験不合格の場合の措置 ○

 8章 耐震改修工事 8.3.1 主要な配筋 ○

 〃 8.8.6 構造体コンクリートの仕上りの補修 ○

 〃 8.8.6 構造体コンクリートのかぶり厚さ不足の補修 ○

 〃 8.14.8 ボルト締付け後の確認結果記録 ○

 〃 8.19.3 鉄骨組立完了 ○

 〃 8.23.6 鋼板等組立 ○

 〃 8.28.3 根切り ○

 〃 8.28.4 支持地盤の試験 ○

 9章 環境配慮改修工事 9.1.3 石綿含有吹付け材の除去 ○

公共建築工事標準仕様書(平成31年版)

　※本表は、標準仕様書において「監督員の検査」及び「監督員の立会い」が必要であると規定さ
れている事項を抽出した参考資料です。各事項の詳細内容については、標準仕様書を確認してくだ
さい。

公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版)
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区分 標仕№ 内容 検査 立会い

 1章 各章共通事項 1.3.6 品質管理 ○

 〃 1.4.4 工事現場に搬入した材料 ○

 〃 1.4.5 試験 ○

 〃 1.5.5 施工の検査 ○

 〃 1.5.7 施工の立会い ○

 2章 仮設工事 2.2.1 縄張り ○

 〃 2.2.2 ベンチマーク ○

 〃 2.2.3 遣方 ○

 5章 軸組構法(壁構造系)工事 5.5.1 加工材の寸法及び含水率 ○

 〃 5.5.6 建方精度 ○

 6章 軸組構法(軸構造系)工事 6.5.1 加工材の寸法及び含水率 ○

 〃 6.5.7 建方精度 ○

 7章 枠組壁工法工事 7.5.1 加工材の含水率及び寸法 ○

 8章 丸太組構法工事 8.5.1 加工材の寸法及び含水率 ○

 9章 CLTパネル工法工事 9.5.1 加工材の寸法及び含水率

 〃 9.5.7 建方精度 ○

 1章 各章共通事項 1.5.4 施工の検査 ○

 〃 1.5.5 施工の立会い ○

 6章 石綿含有建材の除去及び処理 6.3.4 石綿含有吹付け材の除去 ○

建築物解体工事標準仕様書(平成31年版)

公共建築木造工事標準仕様書(平成31年版)
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２－１ 静岡県建設工事検査要領 

静岡県建設工事検査要領 

(目的) 

第１条 この要領は、静岡県が発注する工事の検査を執行するために必要な事項を

定め、もって検査の円滑な遂行に資することを目的とする。 

 

(用語の定義) 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (１) 工事 建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建設工事

をいう。 

 (２) 検査員 検査技監若しくは検査監又は知事若しくはかい長が工事の検査を

命じた職員をいう。 

 (３) 本庁検査 工事検査課が行う検査をいう。 

 (４) 主管事務所検査 農林事務所又は土木事務所が行う、他の事務所等の検査

をいう。 

 (５) 技術検査 工事の施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来栄えについ

て行う技術的な検査をいう。 

 (６) 検査事務所長 主管事務所検査を行う事務所の長をいう。 

 (７) 課長 静岡県行政組織規則（平成19年静岡県規則第29号。以下「組織規則」

という。）第60条に規定する本庁の課長をいう。 

 (８) 出先機関の長 組織規則第69条に規定する出先機関の長をいう。 

 

(検査の種類) 

第３条 検査の種類は、次のとおりとする。 

  完 成 検 査  工事の完成の確認を行う検査 

  一部完成検査 工事の一部が完成し引渡しを受ける既済部分の完成の確認を行

う検査 

  出 来 形 検 査  工事の完成前に部分払いをしようとするとき、又は契約解除に

よる引渡しを受けるときに出来形の確認を行う検査 

  中 間 検 査  工事の施工中に施工状況等の確認を行う検査 

 

(検査の対象) 

第４条 本庁検査及び主管事務所検査の対象は、別に定める「静岡県建設工事検査

要領の本庁検査・主管事務所検査の対象」によるものとする。 

２ 前項の規定により検査を行うことが困難又は適当でない場合は別途工事検査課

長と協議するものとする。 
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(兼務の禁止) 

第５条 検査員は、同一工事において次の各号の一に該当する検査を行う場合を除

き、監督員を兼ねることはできない。 

 (１) 検査の時期における災害その他異常な事態の発生等により、監督員以外の

職員により行うことが著しく困難な検査 

 (２) 検査を行うために特別の技術を要するため、監督員以外の職員により行う

ことが著しく困難な検査 

 (３) 維持修繕に関する工事で、施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が

著しく困難な検査 

 

(技術検査) 

第６条 検査員は、完成検査、一部完成検査及び中間検査時に技術検査を行うもの

とする。 

 

(検査申請) 

第７条 受注者は、中間検査を受ける必要があるときは、静岡県建設工事検査要領

細則に定める中間検査申請書《4-101ページ参照》を発注者に提出するものとする。 

２ 課長及び出先機関の長（以下「発注機関の長」という。）は、本庁検査又は主管

事務所検査対象工事の場合で次の各号のいずれかに該当するときは、内容を確認し

静岡県建設工事検査要領細則に定める工事検査申請書《4-102ページ参照》に工事

検査記録（様式第３号）《4-103ページ参照》を添えて、工事検査課長又は検査事務

所長に提出するものとする。 

 (１) 完成届出書を受理したとき。 

 (２) 出来形確認請求書を受理したとき。 

 (３) 契約の解除の通知をし、又は解除の通知を受けたとき。 

 (４) 中間検査申請書を受理したとき。 

 

(検査の命令) 

第８条 工事検査課長又は検査事務所長は、工事検査申請書を受理したときは、当

該申請書の余白に検査を担当する職員を記載し検査の命令を行うものとする。 

２ 発注機関の長は、前条第２項の工事以外の場合、同項各号の書類の余白に検査

を担当する職員を記載し検査の命令を行うものとする。 
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(検査の時期) 

第９条 検査の時期は、次のとおりとする。 

  完成検査・一部完成検査 

        完成届出書を受理した日から14日以内 

  出来形検査 出来形確認請求書を受理した日、又は契約の解除の通知をし、若

しくは解除の通知を受けた日から14日以内 

  中 間 検 査 その都度速やかに 

 

(検査の立会) 

第10条 検査は、監督員及び受注者又は現場代理人及び主任技術者等の立会のもと

に行うものとする。 

 

(検査の実施) 

第11条 検査員は、契約書、設計図書及びその他の関係書類に基づき、原則、実地

により検査をしなければならない。 

２ 検査員は、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その

他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができるものとする。 

３ 検査員は、検査（出来形検査及び中間検査を除く。）の結果その給付が契約内容

に適合すると認めるときは合格の、適合しないと認めるときは不合格の判定をしな

ければならない。 

 

(検査の技術基準) 

第12条 検査を実施するために必要な技術基準は、別に定める静岡県建設工事検査

技術基準による。 

 

(検査の中止) 

第13条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号の一に該当する場合は、検査を

中止することができるものとする。 

 (１) 受注者、現場代理人及び主任技術者等が検査の妨害をした場合 

 (２) 設計図書との著しい相違や重大な欠陥を発見した場合 

 (３) 災害その他異常な事態の発生によって、検査を実施することが困難な場合 

 

(検査の復命) 

第14条 検査員は、検査を完了したときは、静岡県建設工事検査要領細則に定める

工事検査復命書《2-6ページ参照》及び工事検査記録を作成し、検査を命令した者

に提出するものとする。 

２ 工事検査課長又は検査事務所長は、前項の復命書を受理したときは、速やかに

静岡県建設工事検査要領細則に定める工事検査結果通知書《2-7ページ参照》に工

事検査記録を添え検査を申請した者に通知するものとする。 
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(修補指示) 

第15条 発注機関の長は、検査の結果不合格の工事検査復命書又は工事検査結果通

知書を受理したときは、静岡県建設工事検査要領細則に定める修補指示書《2-9

ページ参照》により、受注者に修補を指示するものとする。 

 

(再検査) 

第16条 検査員は、修補完了を確認するための検査を行わなければならない。ただ

し、修補の内容が軽微な場合には、工事記録及び工事写真等によりその内容を確

認することをもって実地による検査に代えることができるものとする。 

２ 第７条から第15条の規定は、前項の検査に準用するものとする。この場合「完

成届出書」とあるのは「修補完了届出書」とする。 

 

(工事成績の評定) 

第17条 検査員は、検査を終了したときは、別に定める静岡県建設工事成績評定要

領に基づき成績評定をするものとする。 

 

(検査結果の通知) 

第18条 発注機関の長は、工事検査復命書又は工事検査結果通知書を受理したとき

は、検査の結果を静岡県建設工事検査要領細則に定める工事検査結果通知書《2-8

ページ参照》により受注者に通知するものとする。 

 

(検査結果の通知時期) 

第19条 検査結果の通知時期は、次のとおりとする。 

  完成検査・一部完成検査 

        完成届出書又は修補完了届出書を受理した日から14日以内 

  出来形検査 出来形確認請求書を受理した日、又は契約の解除の通知をし、若

しくは解除の通知を受けた日から14日以内 

  中 間 検 査 その都度速やかに 

 

  附 則 

 この訓令乙は、平成28年４月１日から施行する。 

  附 則（令和２年12月25日訓令乙第19号） 

 この訓令乙は、令和３年１月４日から施行する。 
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静岡県建設工事検査要領の本庁検査・主管事務所検査の対象 

 ○本庁検査 

工事の種類 検査対象 

土木工事 1 億円以上及び低入札価格調査対象工事 

※低入札価格調査対象工事以外の ICT 施工による河床掘

削工並びに舗装維持修繕工は除く 

農林土木工事 4,000 万円以上及び低入札価格調査対象工事 

※低入札価格調査対象工事以外の主たる工種が ICT 施工

による土工並びに舗装維持修繕工は除く 

建築・設備工事 6,000 万円以上（設備工事にあっては、3,000 万円以上）

及び低入札価格調査対象工事 

 

○主管事務所検査 

土木工事 

検査事務所 所管する事務所 検査対象 

富士土木事務所 田子の浦港管理事務所 
500万円以上1億円未満の工

事 

低入札価格調査対象工事以

外の ICT 施工による河床掘

削工並びに舗装維持修繕工 

静岡土木事務所 清水港管理局 

島田土木事務所 焼津漁港管理事務所 

袋井土木事務所 御前崎港管理事務所 

農林土木工事 

検査事務所 所管する事務所 検査対象 

東部農林事務所 賀茂農林事務所 

富士農林事務所 

4,000 万円未満の工事 

低入札価格調査対象工事以

外の主たる工種が ICT 施工

による土工並びに舗装維持

修繕工 

中部農林事務所 志太榛原農林事務所 
中遠農林事務所 西部農林事務所 

建築・設備工事 

検査事務所 所管する事務所 検査対象 

沼津土木事務所 下田土木事務所 

熱海土木事務所 

富士土木事務所 
6,000 万円未満（設備工事に

あっては、3,000 万円未満） 
静岡土木事務所 島田土木事務所 

浜松土木事務所 袋井土木事務所 

注意事項 

１ 金額は、当初契約金額 
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様式第 4号 

 年 月 日  
 
 工事検査課長（○○○○事務所長） 様 
 
                     検査員職氏名          ㊞ 

工 事 検 査 復 命 書 

 
命により検査をしたので、復命します。 

 

工 事 番 号  

建設工事名 
 
 

建設工事箇所     

検査の種類 完成・一部完成・出来形（第 回）・中間（第 回） 

請負代金額  

受 注 者    

工 期 年  月  日から  年  月  日まで 

検査立会人 
監督員   

受注者  

検査年月日    年   月   日 

検査の結果  
備 考 

 ※１ 検査の結果欄には、完成・一部完成検査の場合は「合格」又は「不合格」を、出来
形検査の場合は「出来形  ％」を、中間検査の場合は所見又は「備考欄のとおり」
を記載する。 

 ※２ 備考欄には、「不合格の理由」、「指示事項」（契約事項を満足しなくなる可能性が
あると判断される事項）又は「改善を要する事項」（改善を行うことで品質等の向上に
寄与すると考えられる事項）等を記載する。 
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様式第 5-1 号 

第    号  
 年 月 日  

 
   発注機関の長 様 
 
                        工事検査課長（○○○○事務所長） 

工 事 検 査 結 果 通 知 書 

 
次のとおり、工事(完成・一部完成・出来形・中間)検査の結果を通知します。 

 

工 事 番 号  

建設工事名 
 
 

建設工事箇所     

検査の種類 完成・一部完成・出来形（第 回）・中間（第 回） 

請負代金額  

受 注 者    

工 期 年  月  日から  年  月  日まで 

検査立会人 
監督員   

受注者  

検査員職氏名   

検査年月日    年   月   日 

検査の結果  
備 考 

 ※１ 検査の結果欄には、完成・一部完成検査の場合は「合格」又は「不合格」を、出来
形検査の場合は「出来形  ％」を、中間検査の場合は所見又は「備考欄のとおり」
を記載する。 

 ※２ 備考欄には、「不合格の理由」、「指示事項」（契約事項を満足しなくなる可能性が
あると判断される事項）又は「改善を要する事項」（改善を行うことで品質等の向上に
寄与すると考えられる事項）等を記載する。 
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様式第 5-2 号 

 

第    号 

 年 月 日  

 

   （受注者）   様 

 

                               発注機関の長   

工 事 検 査 結 果 通 知 書 

 
次のとおり、工事(完成・一部完成・出来形・中間)検査の結果を通知します。 

 

工 事 番 号  

建設工事名 
 

 

建設工事箇所     

検査の種類 完成・一部完成・出来形（第 回）・中間（第 回） 

請負代金額  

受 注 者    

工 期 年  月  日から  年  月  日まで 

検査立会人 
監督員   

受注者  

検査員職氏名   

検査年月日    年   月   日 

検査の結果  

備 考 

 

 

 

  

 
 ※１ 「指示事項」 契約事項を満足しなくなる可能性があると判断される事項 
 ※２ 「改善を要する事項」 改善を行うことで品質等の向上に寄与すると考えられる 
   事項 
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様式第 6号 

 
 年  月  日  

 
   （受注者）   様 

 
                              発注機関の長   
 

修  補  指  示  書 

 
次のとおり、修補を指示する。 

 

工 事 番 号  

建設工事名 
 
 

建設工事箇所    

修 補 期 限    年   月   日 

修補指示事項  
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２－２ 静岡県建設工事検査要領の運用について(通知) 

建 経 工 第 ８ ０ 号 

令 和 ４ 年 ３ 月 ８ 日 

 

本庁関係課長 

関係出先機関の長 様 

 

交通基盤部長 

 

静岡県建設工事検査要領の運用の一部改正について（通知） 

 

 「静岡県建設工事検査要領の運用について（通知）」（平成 28 年 3 月 28 日付建工

第 115 号-2）を下記のとおり改正したので通知します。 

 

記 

 
１ 改正内容 

別紙の新旧対照表のとおり 

 

２ 適用時期 

令和4年4月1日以降に契約するものから適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担  当 工事検査課工事検査班 

  電話番号 054‐221‐2624    

    

2－10 



 

静岡県建設工事検査要領の運用 

 

１ 中間検査について（第３条） 

  中間検査の実施は、別添 1「中間検査実施基準」によるものとする。 

 

２  検査の対象について（第４条） 

(1) 本庁検査の対象となる検査は、知事部局に係る建設工事の検査であるが、教育委員会及び警

察本部については、受託検査として、本庁検査の対象とすることができるものとする。なお、

この場合の手続は、別添２「受託検査の取扱い」による。 

(2) 本庁検査の対象建築物に係る設備工事については、当初の契約金額が 500 万円以上のものは、

本庁検査対象とすることができるものとする。 

 

３ 図面等の提出 

  発注機関の長は、本庁検査対象の建築・設備工事の契約を締結したときは、速やかに特記仕

様書、図面、現場説明書、質問回答書、技術提案（総合評価落札方式標準型の場合）、簡易な

施工計画書（総合評価落札方式簡易型Ⅰの場合）及び工事実施工程表を工事検査課長に提出す

るものとする。 

 

４ 工事材料の製造請負契約に関する準用 

  この要領は、請負工事に支給する工事材料の製造請負契約について準用する。この  場合

において、第９条第 1 項及び第 19 条第１項中「14 日」とあるのは「10 日」と読み替えるもの

とする。 
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【別添 1】 

中間検査実施基準 
（目的） 
第１ この基準は、静岡県建設工事検査要領に基づく中間検査の実施について必要な事項を定め

るものとする。 
 
（中間検査の指定） 
第２ 中間検査の対象工事は、特記仕様書等の契約図書において指定するものとする。 
 
（中間検査の対象） 
第３ 中間検査の対象となる工種、項目及び時期等は、別紙「中間検査の対象」を参考にして、

監督員が受注者に指示するものとする。 
 
（中間検査の実施） 
第４ 中間検査は、対象工事の施工途中における施工体制、施工状況、出来形、品質及び出来栄

えについて、関係書類に基づき実施し、施工について改善を要する事項（改善を行うことで品

質等の向上に寄与すると考えられる事項）及び現地における指示事項（契約事項を満足しなく

なる可能性があると判断される事項）を把握するものとする。 
２ 中間検査で確認した出来形部分については、完成検査、一部完成検査及び出来形検査時の確

認を省略することができるものとする。ただし、その後の現場状況の変化や、受注者の管理状

況等から再度の確認が必要な場合はこの限りではない。 
 
（中間検査の復命） 
第５ 検査員は、中間検査を完了したときは、速やかに当該中間検査の結果について、所見、改

善を要する事項及び指示事項を記載した工事検査復命書により、検査を命令した者に復命する

ものとする。 
 
（その他） 
第６ この実施基準により難い場合は、工事検査課長と協議して実施するものとする。 
 
 
 
 
（参考）第２により中間検査を指定する場合の契約図書への記載例 
「この工事は、中間検査の対象工事でありその実施については、中間検査実施基準による。」 
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別紙 

中間検査の対象 

○土木・農林工事  (省略) 

 

○建築・設備工事 

１ 工事別検査時期 

工事種別 回数 検査時期 備 考 

新築・増築

工事 

（建築） 

１ 試験杭の打設が完了後 
杭工事がある

場合 

２ 地中梁が完了し、埋め戻し前  

３ 
躯体工事が完了し、サッシ取付中 

鉄骨造は、鉄骨建方が完了し、サッシ取付中 
 

４ 内装の下地が完了後  

追加１ 免震、制震装置が完了後  

追加２ 工場で検査を行うことが必要な時期  

新築・増築

工事 

（設備） 

１ 地中梁のスリーブ工事が完了し、コンクリート打設前  

２ 主要な配管及び配線が完了し、隠蔽前（埋め戻し前）  

３ 主要な機器の設置が完了後  

改修工事 － 工事内容に応じて必要な時期  

解体工事 － 工事内容に応じて必要な時期  

・検査の間が概ね 3 か月を超える場合は、次回の検査時期に達していなくても中間検査を行う。 
・工事内容により、中間検査を省略することができるものとする。 
 
２ 工場で行う検査対象 

建 築 
・特殊な建築物等で重要なもの。 
【具体例】 
・鉄骨工場製作品、特注製作品、特殊材料のうち特に重要な材料 
 

設 備 
・特殊な仕様なもの。 
【具体例】 
・キュービクル、盤、大型材料等で特に重要なもの 
・特注製作品(標準仕様書にない仕様のもの)で特に重要な材料 
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【別添2】 

受託検査の取扱い 

 

第１ 受託検査の対象 

  受託検査の対象は、静岡県建設工事検査要領第４条に定める検査とする。 

 

第２ 受託検査の依頼 

 (1) 受託検査の依頼は、受託検査依頼書（様式１）《4-100ページ参照》により行

う。 

 (2) 依頼書の受付時に、理由及び工事内容のヒアリングを行う。 

 (3) ヒアリングの結果により、検査依頼の受託の可否を決定する。 

 

第３ 旅費の再配当 

 (1) 受託検査に伴う旅費は、依頼者が負担する。 

 (2) 受託決定後に交通基盤部経理担当課と調整し、再配当する。 

 

2－14 



 
 
 

２－３ 静岡県建設工事検査技術基準 

静岡県建設工事検査技術基準 

(目的) 

第１条 この技術基準は、静岡県建設工事検査要領第 12 条の規定に基づき、検査員

が検査を実施するために必要な技術的事項を定め、検査の適切な実施を図ることを

目的とする。 

 

（検査の内容） 

第２条 検査は、当該工事を対象として、契約図書等に基づき、工事実施状況、出来

形、品質及び出来ばえについて行うものとする。 

 

（工事実施状況の検査） 

第３条 工事実施状況の検査は、工事の施工体制、施工状況（契約書等の履行状況、

工程管理、安全管理、工事施工状況）に関する各種の記録（工事打合せ記録及び工

事写真等を含む。）と契約図書とを対比し、別表第１に掲げる事項に留意して行う

ものとする。 

 

（出来形の検査） 

第４条 出来形の検査は、位置、出来形寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設

計図書とを対比し、別表第２に基づき行うものとする。 

 

（品質の検査） 

第５条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、

別表第３に基づき行うものとする。 

 

（出来ばえの検査） 

第６条 出来ばえの検査は、仕上げの状況、とおり、すり付け、納まりの程度及び全

般的な外観について、目視又は観察により行うものとする。 
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別表第１（第３条関係） 

工事実施状況の検査留意事項 

【建築工事、設備工事】 

項目 関係書類 内容 

(1)施工体制 施工体制台帳、施工体系図、

その他 

適正な施工体制の確保状況 

(2)契約書等 

の履行状況 

契約書、仕様書、施工計画書、

その他 

 

指示、承諾、協議事項等の処理内容、

支給材料・貸与品及び工事発生品の処

理状況その他契約書等の履行状況 

(3)工程管理 工程表、工事工程月報、その

他 

工程管理状況 

(4)安全管理 施工計画書、安全活動の記録、

仮設設備点検表、重機等点検

記録、その他 

安全管理体制、安全設備及び点検、 

安全活動、関係法令の遵守状況 

(5)工事施工状況 施工計画書、工事記録簿、工

事写真、その他 

施工方法、施工管理、緊急時の対応、

現場管理状況 

 

 

別表第２(第４条関係) 

出来形の検査 

【建築工事】 

建築工事 検査内容 検査方法 

基準高、長さ、形状、個数、

径、断面寸法、厚さ、勾配、 

延長、膜厚、塗布量、範囲、 

幅、位置、ピッチ 

施工計画書、施工記録、納品書、伝票、

出荷証明、ミルシート、工事写真、目

視及び実測等により確認 

 

【設備工事】 

設備工事 検査内容 検査方法 

形状、管径、勾配、個数等 

 

 

施工計画書、施工記録、設計審査願、

工場検査報告書、工事写真、目視等に

より確認 
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別表第３(第５条関係) 

品質の検査 

【建築工事、設備工事】 

項目 検査内容 検査方法 

材料 

 

材料の品質は、設計図書と

対比して適切か 

品質証明書、規格証明書、材料試験結

果証明書、メーカーパンフレット等に

より確認 

施工方法 

及び仕様 

 

施工方法及び仕様は、設計

図書と対比して適切か 

施工計画書、施工記録、納品書、工事

写真、目視及び実測等により確認 

機能及び 

性能の水準 

建築物、設備又は付帯施設

等の機能及び性能の水準は

設計図書と対比して適切か 

目視又は実際に操作、計測して検査 
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２－４ 建築設備工事検査チェックシート 

建築工事検査チェックシート 
建
設
工
事
名

 

 
受
注
者 

 

請
負
金
額 

当 初 円 

工
期 

着 手  
建
設
地 

 

 

 

監
督
員 

 完 成  

最 終 円 
延 長  

工
事
概
要 

本 棟 ・SRC ・RC ・S ・W ・CB  階延べ面積          ㎡ 
立
会
人 

現 場 代 理 人  

附 属 ・SRC ・RC ・S ・W ・CB  階延べ面積          ㎡ 主任・監理技術者  
その他  そ の 他  

検 査 区 分 ・中間 （・Ａ・Ｂ・Ｃ ） ・完成 検
査
員 

 
出
来
高 

現在 ％ 
措
置 

・要  ・不要 

検  査  日  計画 ％  

確 認 済 証  設 計 変 更  
書
類 

・工程表 ・工程月報 ・請負代金内訳

書 ・主任技術者等通知書 ・火災保険等

契約書の写 ・工事カルテ受領書 検 査 済 証  前指示事項  

書
類
審
査 

施
工
計
画 

実施工程表 ・総合工程表（・変更 ・修正）・補足工程表（・月間・週間）・掲示・チェック 

施工体制等 
・施工体制台帳（下請負・再下請負通知書、下請負契約書、建設業許可証の写） ・
施工体系図（工事別責任者、掲示） ・建退共（掛金収納書、受払簿、掲示） ・有
資格者（作業主任者、技能士、資格者証の写、一覧表の掲示） 

総
合
施
工
計
画
書 

総合施工計画 

・現場組織表（現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者、電気主任技術者、
掲示） ・安全衛生管理体制（安全衛生管理体制表、緊急連絡体制表、安全教育、掲
示） ・災害公害体制（異常気象時の体制表、防火管理組織編成表、公害対策（騒音、
振動他）、環境対策、交通安全、警備対策） ・VOC 対策 ・発生材の処理 ・解体 

総合仮設計画 
・目的物位置 ・仮囲い ・搬入路 ・仮設物 ・仮設電力等 ・足場 ・揚重機 ・
安全対策  

工
種
別
施
工
計
画
書 

・土 ・地業（・杭） ・鉄筋（・材料 ・加工 ・施工 ・圧接） ・コンクリート（配合 ・打設 ・型枠） 

・鉄骨（・製作 ・施工 ・探傷試験） ・ブロック ・ＰＣ版 ・ＡＬＣ版 ・押出成形Ｃ板 

・ 防水（・アスファルト・シート・塗膜・シーリング） ・石 ・タイル ・木 

・屋根及びとい ・金属 ・左官 ・建具（・アルミ ・鋼製 ・木製） ・塗装 

・内装（・天井 ・壁 ・床 ･断熱防露） 
・ユニットその
他 

・排水 ・舗装 ・植栽 

・外構 ・電力設備 ・通信情報設備 ・給排水衛生設備 空気調和設備  

施
工
図 

・仮設 ・杭 ・土 ・鉄筋 ・型枠 ・コンクリート 

・鉄骨 ・ブロック ・ＰＣ版 ・ＡＬＣ版 ・押出成形Ｃ板 ・防水 

・石 ・タイル ・木 ・屋根 ・金属 ・植栽 

・外構 ・各階配管(線)図 ・各種系統図 ・機器製作図   

材
料
計
画 

・使用材料（機器）報告書 ・カタログ ・見本 ・型板 

・製作承諾図（・アルミサッシ・鋼製サッシ・木製建具                    ） 

施
工
管
理 

記 録 書 
・指示・承諾・協議・提出・報告書 ・工事記録簿 ・材料検査簿 ・工事日誌 ・

安全記録 

工 事 写 真 ・明確性 ・確実性（出来形、品質、作業工程、材料マーク） ・整備方法 

官公署申請・届出等 

・建基法（・確認済 ・完成） ・消防法（・計画 ・完成） ・労働安全衛生法  

・電気 ・騒音 ・産廃法 ・建設リサイクル法 ・耐震改修促進法（・認定 ・完

成）・福まち条例 ・CASBEE ・建築物省エネ法 

その他一般共通 ・養生 ・片付け ・事故 ・苦情 ・完成図 ・完成写真 
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書 

類

審

査 

施

工

管

理 

施  工

資格証明 

・ガス圧接工（技） ・溶接施工管理技術者（資、経） ・溶接工（資） ・ｽﾀｯﾄﾞ溶接工（技、試） 

・超音波探傷試験（資） ・耐火被覆施工業者 ・技能士（資）  

施工管理

技 術 者 

・場所打ちコンクリート杭地業 ・Ⅰ類コンクリートの製造工場 ・鉄骨製作工場 ・鉄骨工

事の溶接作業 ・溶融亜鉛めっき高力ボルト接合 

現場掲示 
・建設業許可証 ・施工体系図 ・労災保険関係標識 ・建退共制度適用標識 ・有資格者一

覧表・緊急時連絡表 ・再下請負通知書の提出案内 ・建築確認済証 ・鉄骨製作工場表示板 

そ の 他 ・「施工プロセス」のチェックリスト （・Ａ ・Ｂ ・Ｃ ・完成） 

施

工

管

理 

材 

料 

品 

質 

証 

明 

・杭 ・砕石 ・鉄筋 ・溶接金網 ・コンクリート(調合、強度) 

・鋼材 ・ボルト ・溶接材料 ・ブロック ・ＰＣ版 ・ＡＬＣ版 

・押出成形セメント板 ・防水材料 (・アスファルト ・改質アスファルトシート ・塗膜) 

・タイル ・石 ・シーリング材(・シリコン ・ポリサルファイド ・ウレタン) 

・木材 ・集成材 ・長尺金属板 ・粘土瓦 ・とい ・軽鉄下地 

（
 ・金属（・笠木 ・ＥxpＪ ・手摺 ・タラップ） ・左官材 ・仕上塗材 

・ロックウー

ル 

試
験
成
績
書
・
工
事
写
真 

品
質
証
明
書
・
納
入
伝
票 

・アルミ建具 ・鋼製建具 ・木製建具 ・ガラス ・石膏ボード ・合板 

・塗料 （・錆止 ・SOP ・CL ・EP ・VE ・UC ・他） 
・フローリン

グ ブロック 

・フローリン

グ ボード 

・化粧複合 フ

ローリング 

・壁紙 ・畳 ・カーペット 
・ビニール 

 床シート 

・ビニール 

 床タイル 

・ビニール床 

 の接着材 

・合成樹脂塗り床 ・断熱防露材 ・路盤材 ・Ａs舗装材 ・Ａs調合 ・排水材料 

・コンクリート二次製品 ・土壌改良材 ・設備材料 ・地盤改良  

（
 

）

      

品

質

・

出

来

形

管

理 

計 
測 
・ 
試 
験 
・ 
検 
査 
記 
録 
・ 
報 
告 
書 
・ 
工 
事 
写 
真 

・位置決定 ・水平基準墨 ・根切底深さ ・地耐力 ・埋戻し ・残土処分 

・試験杭（・支

持地盤の確認） 

・杭打記録 （・打込み深さ ・施工

時間 ・ｱｰｽｵｰｶﾞｰ電流値 ・支持力等） 

・杭頭 （・高さ ・杭芯 ・

補強） 

・杭根固め液 

 杭周固定液 

・継杭溶接 ・場所杭掘削 ・場所杭安定液 ・杭載荷試験 ・砕石 ・捨コン 

・配筋検査 ・圧接部検査 
・コンクリー

ト 圧縮強度 

・スランプ、 

 空気、温度 
・塩化物総量 ・型枠組立 

・躯体出来形 ・鉄骨製品 ・溶接開先等 ・溶接部検査 ・ｽﾀｯﾄﾞ曲げ ・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 

・鉄骨建方 ・高力ボルト（・一次締 ・ナット回転法 ・他） ・超音波探傷 ・ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ 

）
 ・ALC 等建込 ・防水 （・下地勾配 ・重ね長さ ・端部 ・防水下地乾燥度） ・ﾀｲﾙ引張 ・ﾀｲﾙ打診 

 

・木材含水率 ・軽鉄天井高 ・耐火被覆（・厚さ ・比重） ・サッシ社内 ・サッシ建込 

・畳施工管理 ・舗装出来形 ・舗装高 ・切取り厚 ・路床転圧高 ・路盤締固度 

・路盤転圧後 ・As 施工温度 ・排水勾配（・側溝 ・排水管） ・植栽出来形 ・設備 

・絶縁抵抗試

験測定結果表 

・接地抵抗試

験測定結果表 

・ 照度測定 

結果表 

・電界強度試

験測定結果表 

・ ガス気密 

試験報告書 

水圧試験 

報告書 

・ ｺﾝｾﾝﾄ 

極性試験 

結果表 

・排水管 

通水試験 

（満水試験） 

・ 風量測定 

報告書 

・試運転調整

報告書 
  

  ・産業廃棄物 ・社内検査 ・法定検査 ・下検査   

備考 
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設備工事検査チェックシート 

書

類

審

工管施 工 資 格 証 明 書 ・電気主任技術者 ・電気工事士（１種・２種） ・浄化槽設備士 

工

事

名 

 
 

工事 

受

注

者 

 

契

約

金

額 

当 初 円 
工

期 

着 手  工

事

箇

所 

 

 
 

監

督

員 

 

完 成   

変更 円 
延 長   

工
事
概
要 

建 築 ・SRC ・RC ・S ・W ・CB   階  延べ面積       ㎡ 立

会

人 

現 場 代 理 人  出 

設 備  主任・監理技術者  出 

その他  補助技術者  出 

検査区分 ・中間 （第  回 ） ・完成 検
査
員 

 

出

来

高 

現
在 

％ 
措

置 

要 ・ 不要 

検 査 日 平成    ・    ・    ・ 
計
画 

％  

確認済証  設計変更   下

請 

・下請届  ・請書（下請契約書） 
検査済証  前指示事項   

書

類

審

査 

施

工

計

画 

実 施 工 程 表 ・総合工程表（・変更 ・修正） ・補足工程表（・月間 ・週間）   掲示 

施 工 体 制 等 
・現場組織表（・現場代理人 ・主任 ・監理 ・専任監理 ・専門技術者 ・電気主任技術者） 
・施工体制台帳 ・施工体系図（工事別責任者）   ・建退共の加入 ・受払簿   

掲示 

安全衛生管理体制 ・安全衛生管理体制表 ・緊急時連絡体制表 ・安全教育   掲示 

災害公害体制 
・異常気象緊急時の体制表 ・防火管理組織編成表 ・公害（・騒音 ・振動 ・他） ・環境 ・交通安
全 ・警備対策 ・掲示 

総合施工計画書 ・仮設(・目的物位置 ・仮囲い ・搬入路 ・仮設物 ・仮設電力等 ・足場 ・揚重機 ・安全対策) ・VOC ・廃材処分 ・解体 

工
種
別
施
工
計
画
書 

・電 力 設 備 ・受 変 電 設 備 ・通 信 情 報 設 備 ・自 動 制 御 設 備 

・発 電 設 備 ・中 央 監 視 制 御 設 備 ・空 気 調 和 設 備 ・給 排 水 衛 生 設 備 

・電 力 貯 蔵 設 備 ・ガ ス 設 備 ・さ く 井 設 備 ・浄 化 槽 設 備 

・昇 降 機 設 備 ・医 療 関 係 設 備 ・医 療 ガ ス 設 備 ・機 械 式 駐 車 設 備 

    

施

工

図 

・配 置 図 （ 屋 外 ） ・各 階 配 管 （ 線 ） 図 ・各 種 系 統 図 ・各 種 詳 細 図 

・機 器 製 作 図 ・電気室、機械室平面等   

    

材
料
計
画 

・使用材料（機器）報告書 ・カタログ ・見本 ・型板 ・機器承諾図 

・製作承諾図（・受電盤 ・配電盤 ・ポンプ ・生コン工場ＪＩＳ                       ） 

施

工

管

理 

記 録 書 ・指示・承諾・協議・提出・報告書 ・工事記録簿 ・材料検査簿 ・工事日報(集計) ・安全記録 

工 事 写 真 ・明確性 ・確実性（出来形、品質、作業工程、材料マーク） ・整備方法 ・箇所 

官公署申請・届出等 

・建基法(・確認済 ・完成) ・消防法(・計画 ・完成) ・労働安全衛生法 ・電気事業法 

・上下水道法 ・水質汚濁防止法 ・浄化槽法 ・ガス事業法・ 液化石油ガス法 

・高圧ガス法 ・産廃法 ・建設リサイクル法 ・騒音規制法 ・CASBEE ・建築物省エネ法 

そ の 他 一 般 共 通 

・ 養生 ・片付け ・事故 ・苦情 ・火災保険 ・完成図 ・完成写真 ・取扱説明書 ・CORINS 登録  
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・技能士（配管・熱絶縁・建

築板金・空気調和・さく井） 
・あと施工アンカー ・超音波探傷試験 

・消防設備士（甲４） ・溶接  

そ の 他 「施工プロセス」のチェックリスト（・中間 第  回 ・完 成） 

施

工

管

理

（
品

質

・
出

来

形

管

理

） 

器

材

品

質

証

明 

１ 電 力 電線保護類 電 線 照 明 盤 避 雷 塗 装 機 器 試 験 

２ 受 変 電 キュービクル盤 高 低 圧 盤 変 圧 器 盤 開 放 型 盤 高 圧 機 器 直流電源装置 〃 
３ 電力貯蔵 直流電源 U P S      
４ 発 電 発 電 機 原 動 機 配 電 盤 補機付属装置 燃 料 油 配 管 材 料 〃 
５ 通信・情報 電 線 電線保護類 端 子 盤 構内情報網 構内交換 情報表示 〃 

６  映像・音響 拡 声 テレビ共同 監視カメラ 自火災報知 ガス漏れ 〃 

( ７ 中央監視制御 警 報 盤 表示操作盤 監視制御装置 無停電装置   〃 

品
質
証
明
書
・
納
入
伝
票 

試
験
成
績
書
・
工
事
写
真 

８ 空気調和 ボ イ ラ 類 冷凍機 冷却塔 空気調和機 全熱交換器 ポンプ・ダクト類 〃 
９ 給排水衛生 衛生器具 ポ ン プ タ ン ク 消火機器 厨房機器 配管材料  
10 自動制御 自動制御機器 自動制御盤 中央監視 計装機材  〃  
11 ガ ス 管 、 継 手 弁、コック、栓 ガス漏れ警報器 配管雑材料 充てん容器  〃 
12 さ く 井 ケーシング スクリーン 砂 利 遮 水   〃 

13 浄 化 槽 ポ ン プ 接 触 材 各 種 装 置 盤 配 管 電気配管配線 〃 

）
 14 昇 降 機 機械室機器 かご、乗場 レールロープ 安全装置 耐震装置 電気配管配線  〃 

15 建築工事 鉄 筋 鉄 骨 コンクリート 防 水 材 サ ッ シ 内 装 材 塗 装 材 

計

測

・
試

験

・
検

査

記

録

・
報

告

書

・
工

事

写

真 

電 力 接地抵抗 絶縁抵抗 絶縁耐力 照 度 点 灯 極 性 盤動作 盤外観構造 盤シーケンス 

受 変 電 構 造 絶縁抵抗 耐電圧 継電機器特性 総合動作 接地抵抗 塗 装 支持、固定  

電 力 貯 蔵 構 造 絶縁抵抗 総合動作       

発 電 始動停止 充気、充電 負荷燃料 振 動 保安継電器 絶縁抵抗 耐電圧 接地抵抗 圧力、背気圧 

通 信 ・情 報 絶縁抵抗 接地抵抗 電界強度 
機能（構内情報網、構内交換、映像・音響、拡声、テレビ、監

視カメラ、火災、警報、ガス漏れ、自動閉鎖） 

空 気 調 和 蒸気水圧 油気密 水 圧 冷媒気密 塗装、防錆 保 温 支持、固定 防火区画  

給排水衛生 給水水圧 排水満水 排水桝 通 水 塗装、防錆 埋設、防食 保 温 支持、固定 スリーブ 

自 動 制 御 絶縁抵抗 総合調整 システム構成       

ガ ス 気密（中間･完成） 点 火 塗装、防錆 埋設、防食 鋼管、溶接 支持、固定   

さ く 井 揚水（予備、段階、連続） 自然水位 水 質 位置図 柱状図 地質標本  

浄 化 槽 水張り 気 密 各種機器 躯 体 総合運転 ※ユニット型式は水張り、総合運転のみ 

昇 降 機 (社)日本エレベーター協会標準による試験成績表     

建 築 残土処分記録 産業廃棄物報告 根切底深さ くい打記録 圧設試験 
コンクリート 
強 度 

躯体測定 

検 査 社内完成 法定検査 下検査     

備 

 

考 
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３－１ 静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導

要綱 
 

静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導要綱 

 

                         平成3年11月26日 管第537号 

                   最終改正 令和３年９月21日  建経業第173号 

 

第１ 趣  旨 

  この要綱は、静岡県（以下「県」という。）発注建設工事に係る建設生産システム合理

化を図るため、「建設産業における生産システム合理化指針」（平成３年２月５日付け建

設省建設経済局長通知）に定めるもののほか、県発注建設工事を施工するに当たり工事

に携わる建設業者が講ずべき措置について定めるものとする。 

 

第２ 用語の定義 

  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 請負人 県から直接建設工事を請け負った者をいう。 

 (2) 注文者 工事が下請契約により施工される場合には、請負人のほかそれに続くすべ

ての下請契約における注文者をいう。 

 (3) 受注者 請負人からその工事の一部を請け負った者は勿論、それに続くすべての下

請契約における受注者をいう。 

 

第３ 適正な契約の締結 

  注文者及び受注者は、工事の開始に先立ち、中央建設業審議会勧告に係る建設工事標

準下請契約約款又は一般社団法人全国建設業協会制定に係る工事下請基本契約約款等に

より下請契約を締結するものとする。なお、請負人は、工事の一部を他の建設業者に請

け負わせて施工させる場合において、静岡県建設工事執行規則第２条に規定する契約担

当者（以下「契約担当者」という。）が求めたときは、同規則第15条に定める下請負人

通知書を、当該下請契約書の写しを添付のうえ、遅滞なく契約担当者に提出しなければ

ならない。 

 

第４ 適正な施工体制の確立 

  請負人は、建設工事における適正な施工体制の確保を図るため、別に定める施工体制

台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体制を確立するよう努めるものと

する。 
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第５ 建設業退職金共済制度への加入の促進等 

  請負人は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、当該工事に携わ

る建設業者の建設業退職金共済制度への加入の促進及び適正履行の確保に努めるものと

する。この場合において、請負人以外の注文者は、加入の促進等が的確に行われるよう

協力するものとする。 

  また、請負人は、請負代金額が100万円以上の工事について、掛金収納書を工事請負

契約締結後１か月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締結後 40

日以内）に、契約担当者に提出しなければならない。 

  あわせて、請負人は、当該工事において請負人が購入した退職金共済証紙の受払簿の

写し及び掛金充当実績総括表を、工事完成届の提出と同時に契約担当者に提出しなけれ

ばならない。 

 

第６ 下請取引責任者の選任 

  請負人は、この要綱において請負人が遵守すべきものと規定された事項の適正な履行

を図るため、下請取引責任者を選任しなければならない。 

  なお、請負人は、下請負人通知書を提出する場合には、当該通知書に係る工事に関し、

別紙様式《3-3 ページ参照》による下請取引責任者通知書を併せて契約担当者に提出し

なければならない。 

 

第７ 指導助言等 

  県は、県発注建設工事における建設生産システムの合理化を図るため必要があると認

めた場合には、請負人に対し、資料の提出を求め、当該工事に係る事業場等の現地調査

を実施し、必要に応じて指導助言を行い、又は是正措置を講ずるよう要請するものとす

る。 

 

  附 則 

１ この要綱は、平成3年11月26日から施行する。 

２ 静岡県発注建設工事にかかる元請下請関係適正化対策要綱（昭和59年1月18日付け

管第505号）は、廃止する。 

 

  附  則 

 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。 

 

附  則 

  この要綱は、令和３年10月１日から施行する。 
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別紙様式（用紙 日本産業規格A4縦型） 

 

下 請 取 引 責 任 者 通 知 書 

 

                               年  月  日 

 

            様 

 

                         住    所 

                     請負人 商号又は名称 

                         氏    名 

 

 静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導要綱第６に基づく下請取引責任

者を下記の通り選任したので、通知します。 

 

 

記 

 

工    事    名 

下請取引責任者職氏名 
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３－２ 静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導

要綱の取扱いについて 

静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導要綱の取扱いについて 

                          平成３年11月26日  管第537号 

最終改正  令和３年９月21日  建経業第174号 

交通基盤部長から関係各部局長、関係各課長、各かい長あて                                 

 

  静岡県（以下「県」という。）発注建設工事に係る建設生産システムの合理化を図るため、

今般、標記要綱（以下「要綱」という。）を別添の通り策定したところであるが、これの取

扱いについては下記によられたく、通知します。 

記 

１  要綱の周知徹底等 

  契約担当者は、県発注建設工事の入札に参加しようとする者に対し、現場説明又は入

札の執行に先立つ契約事項の確認の際に、要綱の周知徹底を図るとともに、その遵守方

指導すること。 

２  下請負人通知書の取扱い 

(1) 要綱第３に基づき下請負人通知書の提出を求める場合については、昭和 50 年３月

25日付け規則第16号「静岡県建設工事執行規則」の第15条によるほか、契約担当者、

当該契約担当者所属部主管課長及び建設業課長が協議のうえ別に定めるものとする。 

(2) 契約担当者は、下請負人通知書の提出を受けたときは、下請契約の締結及び下請契

約における注文者から、その契約における受注者に対する請負代金の支払時期及び方

法等について、おおむね別紙の項目について審査すること。 

(3) 契約担当者は、前項による審査の結果、下請契約の内容が建設業法等関係法令に違

反し、あるいは要綱等行政指導通達に照らし著しく適正を欠くと認められる場合は、

要綱第７に基づいてその是正方要請すること。 

(4) 契約担当者は、毎月15日までに、前月に提出のあった、下請負人通知書に前項によ

り是正方要請したものがある場合は、下請契約に関する是正状況報告書（様式第１号）

《3-8ページ参照》を所属部主管課長を経由し、建設業課長あて提出すること。 
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３  施工体制台帳等の取扱い 

(1) 施工体制台帳（様式は第２号《4-27ページ参照》に示すもの、又はこれに準拠するも

の及び作業員名簿（様式は第６号《4-112 ページ参照》に示すもの、又はこれに準拠

するもの）を含む。）は、請負人において作成し、工事現場ごとに備え置かなければな

らない。又、下請契約を締結した請負人は、受注者に対し、再下請負通知書（様式は

第３号《4-28ページ参照》に示すもの、又はこれに準拠するもの及び作業員名簿（様

式は第６号に示すもの、又はこれに準拠するもの）を含む。））の提出が必要である旨

を通知するとともに、施工体系図（様式は第４号《4-29ページ参照》に示すもの、又

はこれに準拠するもの）を作成し、当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公

衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

(2) 請負人は、施工体制台帳及び施工体系図を監督員へ提出しなければならない。 

(3) 工事執行を担当する本庁の課長等、出先機関においては副所長等又は部長等（副所長

等又は部長等が複数置かれている出先機関にあっては、契約担当者があらかじめ指定

した副所長等又は部長等、副所長等及び部長等を置かない出先機関にあっては、当該

工事を担当する課長）は、施工体制台帳の提出を受けたときは、下請契約の締結及び

下請契約における注文者から、その契約における受注者に対する請負代金の支払時期

及び方法等について、おおむね別紙の項目について審査すること。 

(4) 契約担当者は、前項による審査の結果、下請契約の内容が建設業法等関係法令に違反

し、あるいは要綱等行政指導通達に照らし著しく適正を欠くと認められる場合は、要

綱第７に基づいてその是正方要請すること。 

(5) 契約担当者は、毎月15日までに、前月に提出のあった、施工体制台帳に前項により是

正方要請したものがある場合は、下請契約に関する是正状況報告書（様式第１号）《3-8

ページ参照》を所属部主管課長を経由し、建設業課長あて提出すること。 

４  建設業退職金共済制度に係る書類の取扱い 

(1) 契約担当者は、要綱第５に基づく掛金収納書（証紙貼付方式による場合にあっては、

提出用台紙に貼り付けたもの）の提出を受けたときは、当該収納書記載の共済証紙購

入の考え方（電子申請方式による場合にあっては、退職金ポイント購入の考え方）を

確認し、おおむね当該工事に従事する作業員の延べ人員に対応する額とされているか

審査すること。 

(2) 契約担当者は、要綱第５に基づく掛金充当実績総括表の提出を受けたときは、掛金充

当日数と掛金収納書における証紙購入日数（電子申請方式による場合にあっては、退

職金ポイントの購入日数）を照合し、おおむね齟齬がないことを審査すること。 

(3) 契約担当者は、要綱第５に基づく建設業退職金共済証紙受払簿の写しの提出を受けた

ときは、退職金共済証紙（電子申請方式による場合にあっては、退職金ポイント）の

交付が、当該請負工事の種類、請負代金額等に応じておおむね適正になされているか

審査すること。 
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(4) 契約担当者は、前項による審査の結果、退職金共済証紙（電子申請方式による場合に

あっては、退職金ポイント）の交付状況が著しく適正を欠くと認められる場合は、要

綱第７に基づいてその是正方要請すること。 

(5) 契約担当者は、毎月15日までに、前月に提出のあった建設業退職金共済証紙の受払簿

の写し及び前項により是正方要請したものがある場合は、建設業退職金共済証紙の受

払いに関する是正状況報告書（様式第５号）《3-9ページ参照》を、所属部主管課長を

経由し、建設業課長あて提出すること。 

５  その他 

  契約担当者、関係各部主管課長又は建設業課長は、当該注文者及び受注者が要綱第７に

基づく指導助言あるいは要綱等に従わない場合等において、当該注文者及び受注者が

県発注建設工事を施工することに適さないと認められるときは、建設工事競争入札参

加者の格付及び選定要領４に定める建設工事入札参加資格委員会にその旨を報告し、

今後の県発注建設工事における入札参加者の選定において配慮を求めること。 

 

附  則 

この改正は、平成８年４月１日から施行する。 

附  則 

この改正は、平成27年４月１日から施行する。 

附  則 

この改正は、平成30年４月１日から施行する。 

附  則 

この改正は、平成31年４月１日から施行する。 

附  則 

この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

   附  則 

  この改正は、令和３年３月11日から施行する。 

なお、この取扱いの施行の際現に改正前のそれぞれの取扱いの規定及び様式により提

出されている様式は改正後のそれぞれの取扱いの相当する規定及び様式により提出され

た様式とみなす。 

また、この取扱いの施行の際現に改正前のそれぞれの取扱いの様式により作成されて

いる様式は、当分の間、調整することができる。 

   附  則 

この改正は、令和３年５月20日から施行する。 

附  則 

この改正は、令和３年10月１日から施行する。 
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別紙 

下請負人通知書及び施工体制台帳の審査項目 

 

１ 受注者選定の形態は適当か。一括下請の疑いはないか。（建設業法第22条） 

２ 要綱第３に定める約款により下請契約が締結されているか。 

３ 請負契約は、当該工事を施工するために通常必要とされる原価に満たない額ではない

か。（建設業法第19条の３） 

４ 請負代金の支払時期は、請負者が県から出来形部分に対する支払い、又は工事完成後

における支払を受けたときから１か月以内とされているか。（建設業法第24条の３第１

項） 

５ 注文者が前払金の支払を受けたときは、受注者に対し、資材の購入、労務者の募集、

その他当該工事の着手に必要な費用を前払金として支払うこととされているか。（建設業

法第24条の３第３項） 

６ 当該工事の完成検査は、受注者から完成通知があったときから20日以内に完了するこ

ととされているか。（建設業法第24条の４第１項） 

７ 当該工事目的物の引渡しは、完成検査完了後、受注者の申出があったときは、直ちに

受けることとされているか。（建設業法第24条の４第２項） 

８ 特定建設業者が注文者となった下請契約（当該特定建設業者が他の特定建設業者又は

資本金が4000万円以上の法人と下請契約を締結する場合を除く。）にかかる請負代金は、

当該工事目的物の引渡しの申出がなされた日から起算して 50 日以内に支払うこととさ

れているか。（建設業法第24条の６第１項） 

９ 請負代金（下請契約が２以上あるときは、請負代金の総額）が4000万円以上（建築工

事の場合6000万円以上）の場合、請負人は、特定建設業の許可を受けている者であるか。

（建設業法第16条） 

10 建設工事が軽微な工事（工事１件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては 1500

万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事、建築一式工事

以外の工事にあっては、500 万円未満の工事）でない場合、当該受注者は、建設業の許

可を受けている者であるか。（建設業法第３条） 

11 請負代金の支払いについて、現金払いと手形払いとを併用する場合、当該代金に占め

る現金の比率及び手形の期間は適当か。 

特に、労務費相当分については、現金払いとされているか。 

また、手形期間は120日以内とされているか。 

12 監理技術者及び主任技術者の配置は適正か（監理技術者補佐を配置する場合はその者

の配置を含む。）。（建設業法第26条） 

13 請負人及び受注者(適用除外は除く)が、適切な社会保険に加入しているか。 

14 １号特定技能外国人、外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事状況が適当か。 
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３－３ 県工事を受注する建設業者への指導について 

建 業 第 １ ７ ２ － ２ 号 

平 成 1 4 年 8 月 3 0 日 

 土木部出先機関の長 様 

土木部長  

県工事を受注する建設業者への指導について 

 現下の建設業は非常に厳しい経営環境にあるため、下請業者等へのしわ寄せが憂

慮されております。下請業者の経営の安定や健全性を確保するため、適正な下請契

約や代金の支払等が強く求められております。 

 本県では従来から、元請下請取引の適正化の指導を行っていますが、下請負人通

知書の審査・指導及び建設業構造改善実態調査によると、未だ一部の建設業者に、

変更契約が結ぼれていないものや二次以下の下請契約において書面による契約が行

われていないものなど、不適切な処理が見受けられます。 

 ついては、貴職においても、下記のことに留意の上、従来にも増して元請下請取

引の適正化の推進に努めてください。 

 

記 

１ 下請契約における代金支払の適正化等について 

  別添のとおり国土交通省から通知（平成 14 年 8 月 6 日付国総入企第 30 号国土

交通省総合政策局建設業課長通知）があったので、一層の指導に努めること。 

  「総合工事業者・専門工事業者における工事見績条件の明確化について－「施

工条件・範囲リスト」（標準モデル）の作成－」（建設生産システム合理化推進

協議会）については、別添のとおりです。 

 

２ 「静岡県発注建設工事に係る建設生産システム合理化指導要綱（以下「指導要

綱」という。）」に基づく指導について 

 (1）下請契約書は、一次下請については下請負人通知書(下請業者を使用した全て

の工事)に添付され、二次以下の下請については施工体制台帳(下請契約の請負

代金の総額が、3,000 万円（建築一式工事は 4,500 万円)以上の工事)に添付され

て発注者へ提出されるので、提出された契約書について「指導要綱の取扱いに

ついて」の「下請負人通知書の審査頁目」に基づき審査し、違反又は適正を欠

くと認められる場合には、「指導要綱」の第 7に基づき、適正な契約や支払い

が行われるよう指導すること。 

         ※平成 30 年 7 月 静岡県建設工事執行規則等改正により取止め 

 

 (2）「指導要綱」の第 6に基づく下請取引責任者の選任及び通知書の提出等につ

いては、施工体制台帳の発注者への提出や監理枝術者等の専任制確認のチェッ

ク体制が整ったので、事務の簡素化のため当面中止する。 

 

３ 契約時の指導について 

  別添パンフレット「県の公共工事を受注される建設業者の皆様へ（H14.8 改訂

版）」の原稿を送付するので、貴事務庁において印刷のうえ、契約の際、必ず受

注業者へ配布し指導すること。 
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県の公共工事を受注される建設業者の皆様へ 

適正な下請契約代金の支払等について 

～ 適正な契約を結びましょう ～ 
①  下請代金の設定については、施工責任範囲、施工条件等を反映した合理的なものとし、下請業者からの

明確な経費内訳による見積書の提出、それを踏まえた双方の協議など適正な手順を遵守しましょう。取

引上の地位を不当に利用して、いわゆる指し値等の通常必要な原価に満たない額で下請させることは、

建設業法、独占禁止法上問題となります。 
 

②  下請代金の見積りに当たっては、適正な見積期間（建設業法施行令第６条）を設けるとともに、賃金等に

加えて必要な諸経費、法定福利費を適正に考慮しましょう。 
 

③  下請契約を結ぶ場合は、契約の内容となる一定の重要な事項（建設業法第19条第１項各号）を具体的に

記載した適正な契約書（建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した内容を持つ契約書）を作成し、

相互に交付しましょう。 
※ 契約約款及び注文請書の販売 … 県建設事業協同組合連合会又は最寄りの地区建設事業協同組合 
 

④  工事内容、工期又は請負金額を変更する場合は、双方の協議の適正な手順により変更のうえ、変更契約

書を作成し、相互に交付しましょう。 
 

⑤  「建設リサイクル法」対象工事の受注者は、工事の一部を下請けに出す場合、分別解体等の方法、再資

源化をする施設の名称及び所在地の事項等を書面に記載し、下請業者に対して告知（県発注工事にお

いては告知書を下請業者に通知し、その写しを県の工事監督員に提出することとなっています。）するこ

とが義務付けられています。 

～ 請負代金は適正に支払いましょう ～ 
①  元請業者が前払金を受けた場合は、当該工事の下請業者に対して相応する額を速やかに現金で前金払

いしましょう。 
 

②  下請契約における代金の支払は、請求書提出締切日から支払日までの期間をできる限り短くしましょう。 
 

③  下請契約における代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合は、支払代金

に占める現金の比率を高める（現金比率が 50％を超えること）とともに、労務費相当分については、現金払

としましょう。公共工事においては、発注者から現金による支払いがなされるので、下請業者に対して速や

かに現金で支払うよう配慮しましょう。 
 

④  手形期間は、60 日以内としましょう。 

 

⑤  県では、平成 30 年７月１日以降に契約手続きを開始する、契約書を作成する全ての工事について、健康

保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費が明示された請負代金内訳書を徴していますので、

契約日から 10 日以内に必ず発注者へ提出してください。 

 

～ 元請業者は、下請業者の指導に努めましょう ～ 
①  元請業者は、下請業者が建設業法、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生法等の法令に違反しない

よう指導に努めなければなりません。直接の下請業者だけでなく、二次以下の下請業者など工事全体の業
者に対して指導に努める責任があります。二次以下の下請契約についても、適正な契約や支払いが行わ
れるよう下請契約の関係者保護に特に配慮してください。 

    また、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者等に対しても、下請業者と
同様に適正な契約や支払いに配慮してください。 

 
② 下請業者の選定においては、原則、社会保険等加入業者(適用除外者を含む)を選定するように努めてくだ

さい。平成 30 年 1 月 1 日以降に契約を締結する案件から、社会保険等未加入業者との下請契約締結禁
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止の措置を二次下請以降の業者について拡大しています。 
また、できる限り地元業者を優先的に選定しましょう。 

  
③  資材購入業者の選定においては、県産品・県産材を取り扱う業者を積極的に選定しましょう。 
 

④  公共工事を請け負った建設業者は下請契約を締結したとき、以下の書類を添付した施工体制台帳（作業
員名簿を含む）並びに施行体系図を作成し、発注者へ提出してください。また、公契約に係る「労働関係法
令等遵守の誓約書」に関する事務取扱要領で定める誓約書についても、発注者へ提出してください。 
【施工体制台帳への添付書類】 
・発注者との請負契約書の写し 
・下請負人が請負った建設工事の契約書の写し（契約約款等を含む） 
・元請業者が配置した監理技術者の資格を証する書面(監理技術者資格者証の写し(監理技術者を配置した
場合)) 

・元請業者が配置した主任技術者の資格を証する書面(主任技術者となり得る国家資格証の写し又は当該
主任技術者の実務経験証明書の写し等(主任技術者を配置した場合)) 

・元請業者が配置した監理技術者又は主任技術者の雇用を証する書面(健康保険証等の写し) 
・専門技術者(置いた場合に限る)の資格及び雇用を証する書面 

 

⑤  国土交通省では、「下請セーフティネット債務保証事業」や「地域建設業経営強化融資制度」などの工事
請負代金を担保とした融資制度に加え、「下請債権保全支援事業」を実施しています。この事業は、下請の
次数に関わらず、下請建設業者及び資材業者が元請業者に対して有する請負代金又は資材代金の支払
を、保証料と引換えにファクタリング会社が保証するもので、令和８年３月 31 日までの時限措置となってい
ます。この事業の下請建設業者等への周知、利用について配慮をお願いします。 

 

～ 適切な退職金制度に加入しましょう ～ 
下請業者を含め、建退共、中退共、特退共など、適切な退職金制度に加入しましょう。なお、建退共の場合

は、以下の点に留意しましょう。 
 

①  共済証紙（電子申請方式の場合、退職金ポイント）（以下「証紙等」という。）については、工事ごとに建退
共制度の対象労働者数及び就労日数を的確に把握し、それに応じて必要な分を購入しましょう。 

     ※  的確な把握が困難な場合の共済証紙等購入額の割合の目安 

           土木工事については請負代金額(消費税分を除いた額)の 1000 分の 2.1 相当額 

           建築工事については請負代金額(消費税分を除いた額)の 1000 分の 1.5 相当額 

           設備工事については据付工事費(消費税分を除いた額)の 1000 分の 1.5 相当額 
 

②  購入した証紙等は、下請業者に正しく配布しましょう（下請業者が当該工事において使用した建退共制度
対象労働者の実労働日数を的確に把握し、その実労働日数に応じた証紙等を交付してください。また、証
紙貼付方式では、一次下請業者だけではなく、二次以下の下請業者に対しても証紙を現物交付するよう努
めてください）。 

 

③  請負代金額が 100 万円以上(消費税分を除いた額)の工事について、工事契約締結後１ヵ月以内（電子申
請方式の場合 40 日以内）に掛金収納書を発注者へ提出してください。 

 

④  建退共の経営事項審査申請用加入・履行証明書は、建退共制度に加入し、かつ共済手帳の更新及び共
済証紙等の購入など履行が適正になされている場合に限り証明書が発行されますので、注意してください。 

※ 問合せ先 … 〒420-0851 静岡市葵区黒金町 11-7 

                    勤労者退職金共済機構建退共静岡県支部 TEL054-255-6846 

～ 暴力団等からの不当介入は報告してください ～  

暴力団員等による不当要求又は工事妨害を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった

時点で速やかにその内容を警察及び発注者に通報するとともに、警察の捜査に対する協力を行ってください。 

 
（R4.4 版） 

    問い合わせ先   発注事務所 又は  

                   静岡県交通基盤部建設業課指導契約班 TEL ０５４－２２１－３０５７ 
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平成 31 年 1 月 

静岡県交通基盤部建設業課 

静岡県建設工事の入札に参加予定の皆様へ 

   
９

建設産業においては、若年層入職者の減少等が問題となっており、そ

の一因として、社会保険等（健康、厚生年金、雇用の各保険）未加入者が

多いことが挙げられています。 

県では、未加入者対策の一環として、静岡県建設工事競争入札参加

資格定期申請から社会保険等未加入者の受付を行わず、下請業者を、

原則、社会保険等加入業者に限定する取組を実施しています。 

社会保険等未加入者（適用除外者を除く）と下請契約を締結した場合

でやむを得ない理由があると認められない場合（やむを得ない理由があっ

たと認められた場合であっても、発注者が指定する期限内に加入しない場

合）は、受注者（元請業者）に対し、次の罰則が適用されます。 

・ 制裁金 ・ 入札参加停止 ・ 工事成績減点

下請負人に係る受注者に対する制裁金等の罰則は、これまで一次下請

が未加入時のみの適用でしたが、平成 31 年 4 月以降入札契約手続きを

開始する工事は、二次以下の下請が未加入の場合も罰則を適用します。 

 

 

法定福利費の計上をうながすため、契約書を作成する全ての工事にお

いて、契約締結後10日以内に社会保険等の法定福利費を明示した請負

代金内訳書の提出をお願いしています。 

法定福利費の明示にあたっては、国土交通省の資料「（参考②）請負代

金内訳書への法定福利費の明示」及び「（参考③－１）及び（参考③－２）

法定福利費の明示にあたっての留意点」（別添）を参考としてください。 

建設業者の皆様におかれましては、御理解・御協力の程、よろしくお願

いします。 

この件の問合せ先：静岡県庁建設業課（指導契約班） 

電話 054－221－3059 

   静岡県発注工事では、社社会会保保険険等等未未加加入入者者ととのの下下請請契契約約をを締締結結すするる

ここととはは原原則則ででききまませせんん  ＊適用除外者（加入義務がない者）は除く 

  ＊適用除外者（加入義務がない者）の扱いは、国土交通省の取扱いに準じます。 

   契約書を作成する工事において、健康保険、厚生年金保険及び雇用

保険に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出ください。 

３－４　静岡県建設工事の入札に参加予定の皆様へ
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建 経 業 第 32 8 号

令和４年３月１４日

各 部 局 長 様

教 育 長 様

警 察 本 部 長 様

交通基盤部長

現場代理人の常駐義務緩和等に関する取扱いについて（通知）

このことについて、別紙のとおり取り扱うこととしたので通知します。

なお、「県発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和等に関する取扱いにつ

いて（通知）」（平成 28 年５月 24 日付け財営第 50 号、住公第 70 号、森保第

928 号、建業第 65 号）は廃止します。

担 当 建設経済局建設業課指導契約班

電話番号 ０５４－２２１－３０５９
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建 経 業 第 32 8 号

令和４年３月１４日

部内各課長 様

部内各出先機関の長 様

各農林事務所長 様

交通基盤部長

現場代理人の常駐義務緩和等に関する取扱いについて（通知）

このことについて、別紙のとおり取り扱うこととしたので通知します。

なお、「県発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和等に関する取扱いにつ

いて（通知）」（平成 28 年５月 24 日付け財営第 50 号、住公第 70 号、森保第

928 号、建業第 65 号）は廃止します。

担 当 建設経済局建設業課指導契約班

電話番号 ０５４－２２１－３０５９
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（別紙）

県発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和等に関する取扱い

１ 常駐義務を緩和する場合の判断基準

(1) 次に掲げる期間においては、契約担当者との連絡体制が確保されると認められる

場合には、現場に常駐する必要がないものとして取扱う。

ア 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

での期間。

イ 静岡県建設工事執行規則第 29 の２第１項又は第２項の規定により、工事の全部

の施工を一時中止している期間。

ウ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事であって、工場製

作のみが行われている期間。

エ アからウに掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。

(2) (1)のほか、工事の規模・内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運

営、取締り等が困難なものでない場合で、次のア及びイを満たす場合は、常駐義務

を緩和することができる。

ア 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡を取ることができること。

イ 現場代理人が工事現場を離れる場合は、工事現場に連絡員等を設置し、携帯電

話等で常に連絡が可能であること。

＊ 携帯電話の通話ができない区域の工事現場においては、近傍の現場事務所

等に固定電話を設置していること。

２ 他の工事の現場代理人との兼任を認める場合の判断基準

(1) 上記１に該当し、県発注工事において他の工事の現場代理人との兼任を認める場

合は、原則、次のアからウを満たす場合とする。

ア 兼任しようとする工事の上限は、原則３件までとする。ただし、兼任しようと

する工事箇所に隣接し連続した同種の工事箇所については、原則外として兼任件

数を１件として取扱うことができるものとする。

イ 兼任しようとする工事現場が同一の発注機関の管轄区域内（発注機関が異なる

場合は、管轄が重複する区域内）若しくは兼任しようとする工事現場間（兼任し

ようとする工事のうち最も遠い工事現場間）の直線距離が 20ｋｍ以内であるこ

と。

ウ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応が可

能なこと。

(2) 県発注工事と県以外の機関の発注工事間で現場代理人を兼任しようとする場合

において、判断基準をすべて満たす場合であっても、県以外の機関の規定等により

兼任が認められない場合があるので、留意すること。

３ 現場代理人の兼任申請

(1) 受注者が、他の工事の現場代理人と兼任しようとする場合は、次により申請させ

ること。

ア 県発注工事間で兼任

県発注工事間で兼任しようとする申請者は、「現場代理人の兼任申請書」（様式

１）により、それぞれの発注者に申請すること。

発注者は、申請書を受理したときは、速やかに「現場代理人の兼任承認通知書」

（様式２－１）又は「現場代理人の兼任否認通知書」（様式２－２）により兼任の

可否等を通知すること。

申請者は、上記通知書を受理後、兼任をしようとする他の工事の発注者に通知

書の写しを提出し、発注者は兼任をしようとする他の工事の発注者の承認を受け

ていることを確認すること。
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イ 県発注工事と県以外の機関の発注工事との兼任

県発注工事と県以外の機関の発注工事間で兼任しようとする申請者は、「現場代

理人の兼任申請書」（様式１）により発注者に申請すること。

発注者は、申請者に兼任しようとする他の工事の発注者が兼任を承認したこと

が明らかな書類（打合せ記録等）の写しを添付又は後日提出させ、兼任しようと

する他の工事の発注者が承認していることを確認すること。

(2) ２の（1）のアのただし書きにより、兼務件数の原則外として 2件以上を１件とし

て取扱う場合、兼任申請者は、請負代金の額が一番大きいものを兼任申請書に記載

するものとし、兼務件数を１件として取扱う兼任申請書に記載しない工事について

も、申請時に同時に申し出る（様式任意）こと。また、兼任申請後に工事箇所に隣

接し連続した同種の工事箇所が追加となり、現場代理人を兼務しようとする場合は、

発注者に申し出て承認を得る（様式任意）こと。

(3) 兼任をしようとする工事が県の同一発注事務所の工事であって、双方の兼任しよ

うとする期間のすべてが、１の(1)の現場に常駐する必要がない期間に該当する場

合は、兼任申請を省略することができる。

(4) 兼任をしようとする工事が県の同一発注事務所の工事であって、監督員も同一の

場合は、「現場代理人の兼任申請書」（様式１）の提出を１枚とすることができる。

４ 入札公告、指名通知書等への記載

県発注工事における現場代理人の常駐義務の緩和及び兼任は、原則、本取扱いによ

るものとし、入札公告、指名通知書等への記載は行わないものとする。

本取扱いにより難い場合は、建設業課と協議すること。

５ その他

(1) 現場代理人との兼任を認めることにより、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）

第 26 条第 3項に基づく主任技術者又は監理技術者の専任義務が緩和されるもので

はないことに注意すること。

(2) 工事の現場代理人と小規模修繕等業務委託の業務代理人との兼任については、

「県発注工事にかかる現場代理人と小規模修繕等業務委託の業務代理人の兼任に

関する取扱い」によること。

(3) 標識設置工事など、１つの契約において複数の現場が点在している場合の兼任可

否の判断は最も遠い（又は移動時間を要する）現場間で判断を行うものとする。

附 則

１ この取扱いは、令和４年４月１日から施行する。

２ この取扱いの施行前に締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の

例による。

３ 「県発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和等に関する取扱いについて（通知）」

（平成28年５月24日付け財営第50号、住公第70号、森保第928号、建業第65号）は、

廃止する。
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様式１

現場代理人の兼任申請書

年 月 日

発注機関の長

（受注者）住所

氏名

静岡県発注の下記工事に係る現場代理人について、他の工事の現場代理人との

兼任を申請します。

記

1 契約書の写しを添付すること。

2 兼任しようとする工事の発注者が兼任を承認したことが明らかな書類（現場代理人の兼任承認書の

写し（県発注工事）、打ち合わせ記録簿の写し等（県以外の機関の発注工事））を添付（又は後日提

出）すること。

3 工事箇所に隣接し連続した同種の工事箇所については、兼務件数の原則外として兼務件数を１件と

して取扱うことができる。その場合、請負代金の額が一番大きいものを兼任申請書に記載するもの

とし、兼務件数を１件として取扱う兼任申請書に記載しない工事についても、申請時に同時に申し

出る（様式任意）こと。

受注者名

現場代理人氏名 連絡先

兼任を申請する工事

（工事１）

請負金額（税込）

\

工事名

工事箇所

工期 年 月 日から 年 月 日まで

発注機関名

監督員

工事１と現場代理人

を兼任しようとする

他の工事

（工事２）

請負金額（税込）

\

発注機関名

工事名

工事箇所

工期 年 月 日から 年 月 日まで
兼任しようとする

工事現場間の所要時間

(直線距離)
工事１から 約 分（ Ｋｍ）

工事１及び２と現場

代理人を兼任しよう

とする他の工事

（工事３）

請負金額（税込）

\

発注機関名

工事名

工事箇所

工期 年 月 日から 年 月 日まで
兼任しようとする

工事現場間の所要時間

(直線距離)

工事１から 約 分（ Ｋｍ）

工事２から 約 分（ Ｋｍ）
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様式２-１

現場代理人の兼任承認通知書

年 月 日

受注者 様

発注機関の長

静岡県発注の下記工事に係る現場代理人について、他の工事と兼任することを

承認します。

記

１ 兼任を承認する工事

２ 条件

(1) 兼任を承認する工事（工事２又は工事３）の兼任が認められていることを

証する書類（現場代理人の兼任承認通知書の写し（県発注工事）、打ち合わ

せ記録簿の写し等（県以外の機関の発注工事））の提出をもって兼任を承認

する。

(2) 現場代理人は、発注者及び工事現場の連絡員等と、連絡を確実に行うこと

ができる体制をとらなければならない。

(3) 現場代理人は、兼任する工事のいずれかに常駐するものとする。

(4) 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応

を行うこと。

受注者名

現場代理人氏名

兼任を承認する工事

（工事１）

工事１の現場代理人と

兼任を承認する他の工事

（工事２）

工事１及び２の現場代

理人と兼任を承認する

他の工事

（工事３）
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様式２-２

現場代理人の兼任否認通知書

年 月 日

受注者 様

発注機関の長

年 月 日付で申請があった現場代理人の兼任は、下記の理由により否認しま

す。

記

受注者名

現場代理人氏名

兼任を否認する工事名

（工事１）

理由

工事１と現場代理人の兼任を

否認する他の工事

（工事２）

理由

工事１及び２と現場代理人の

兼任を否認する他の工事

（工事３）

理由
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（件 名）

工事現場代理人の兼任範囲の拡大について
（交通基盤部建設業課）

１ 要旨

建設産業における担い手不足が進む中、現場代理人の確保が工事参加の障壁となってお

り、不調・不落増加の一因となっている。

２ 制度改正の背景

現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工

事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する者として工事現場に置かれる

受注者の代理人であり、約款により工事現場への常駐をすることとされている。

しかし、通信手段が発達した現在においては、工事期間全般について現場代理人が工事

現場に常駐しなくても、円滑な工事の遂行は可能であることから、「県発注工事に係る現

場代理人の常駐義務緩和等に関する取扱い」を定め、平成 26 年度から運用し、複数現場

における現場代理人の常駐を条件付で認めている。

近年、不調が増加し、その一因に担い手不足があること、スマホを用いたテレビ電話が

普及するなど通信手段がより発達したことを受け、現場代理人の兼任要件を緩和する。

【現状の内容】

３ 制度改正の内容

工事１件の請負代金の額(税込)
が 3,500万円（建築一式工事は
7,000万円）以上の場合（兼任
しようとする工事のいずれか

の金額が超過する場合）

・ 兼任可能件数は、原則２件。

・ 兼任しようとする工事現場間の距離が 10ｋｍ程度
・ 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性

が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を

要する工事であること。

・ 工事現場に速やかに向かう等の対応が可能

工事１件の請負代金の額(税込)
がいずれも 3,500万円（建築一
式工事にあっては 7,000万円）
未満の場合

・ 兼任可能件数は、原則３件。

・ 工事現場間（兼任しようとする工事のうち最も遠

い工事現場間）の直線距離が 20ｋｍ以内、かつ、
高速道を通行せず移動時間が概ね 20分以内。

・ 工事現場に速やかに向かう等の対応が可能

改正内容

・ 金額にかかわらず３件まで兼任を認める

・ 隣接する工事を合わせて１件とカウントする。

・ 距離要件を、同一の発注機関の管轄区域内（発注機関が異なる場合

は、管轄が重複する区域内）もしくは工事現場間の直線距離が 20
ｋｍ以内とし、移動時間の要件は廃止する

・ 発注機関からよくある問い合わせなどを追記。

・ 上記改正に合わせ、様式を一部改正。

効果
（建設業界）地域の守り手である建設業者の入札参加機会が増え、経

営環境の改善に寄与する。

（県）入札参加者の増加から、不調・不落の抑制が期待される。
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H26.8.28 , H26.10.24追加

H29.10.5 Q10修正

Q1

A1

Q2

A2

Q3

A3

Q4

A4

Q5

A5

同一工事における主任技術者と現場代理人の兼務については、建設工事請負契約約第10条第６
項により従来から兼務が認めれらている。

長大な公共施設（空港等）において造園（除草工）や塗装等の工事を工区割して同時期に発注
する場合、兼任の要件を満たしていても、各工事現場での作業が同時期に重なることや、急傾
斜箇所のため危険度が高い等の特別な理由により常駐義務の緩和及び兼任を認めないことは可
能か？

現場代理人の兼任を承認した場合、各工事現場における現場代理人の業務遂行に支障をきたす
ことが予想される場合は、入札公告や指名通知書に本通知を適用しない旨を記載する等、入札
参加者等に事前周知を行うことで、常駐義務の緩和及び兼任を認めないことができる。
この場合は、本通知４の記載のとおり、事前に建設業課と協議を行うこと。

本通知は県の内部通知であり、その取扱いは市町と同一ではない。
そのため、市町宛の申請書等については、それぞれの市町に確認する必要がある。

本通知発出以前に契約した建設工事は、現場代理人兼任の対象となるか？

従前の「県発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和の試行について」では、兼任の対象とな
らない工事は、入札公告、指名通知書に記載をしていなかったため、本通知により新たに兼任
が認められるかどうかについては、発注者に確認をする必要が有る。

公共土木施設の清掃、除草、剪定の維持管理業務は本通知の対象となるか？

維持管理業務委託は本通知の対象外とする。
なお、平成27年3月27日付けで、「県発注工事の現場代理人と小規模修繕等業務委託の業務代理
人の兼任試行について（通知）」を発出している。

今回の改正により、同一工事における主任技術者と現場代理人も兼任できることとなったの
か？

H26.11.4誤記訂正

H28.9.1 Ａ３修正、Q10追加、施行令改正に伴う金額修正

県発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和等に関する取扱い　Q&A

　平成26年3月28日付け財営第321号、住公第470号、建業第240号「県発注工事に係る現場代理人の常
駐義務緩和等に関する取扱いについて（通知）」（以下「本通知」という。）に関し、各発注機関、
建設業者等から質問の多かった項目を取りまとめましたので、参考としてください。

県発注工事と市発注工事間で兼任を行おうとする場合、市役所に提出する申請書類は本通知様
式１「現場代理人の兼任申請書」でよいか？

H26.6.6
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Q6

A6

Q7

A7

Q8

A8

Q9

A9

Q10

A10 現場代理人には常駐義務が課せられているため、通常、他工事の主任技術者との兼務はできな
いが、本通知の常駐義務緩和要件を満たしていれば、主任技術者と兼務することが可能。
なお、3，500万円以上の場合（専任の主任技術者）は、主任技術者の兼務可能な場合に限られ
ることに留意すること。（兼務が認められない監理技術者は他工事の現場代理人との兼務は不
可）

現場代理人には常駐義務が課せられているため、通常、他工事の主任技術者との兼務はできな
いが、本通知の常駐義務緩和要件を満たしていれば、主任技術者と兼務することが可能。
なお、3，500万円以上の場合（専任の主任技術者）は、主任技術者の兼務可能な場合に限られ
ることに留意すること。（兼務が認められない監理技術者は他工事の現場代理人との兼務は不
可）

3,500万円未満の工事の主任技術者（現場代理人兼務）は、別の3，500万円未満の工事の現場代
理人（主任技術者と兼務しない）と兼務が可能か？

3,500万円未満の工事の主任技術者には専任義務が課せられていないため、他工事の主任技術者
と兼務可能であるが、他工事の現場代理人を兼任する場合は、発注者から現場代理人の兼任承
認を受ける必要がある。
なお、3，500万円以上の場合（専任の主任技術者）は、主任技術者の兼務可能な場合に限られ
ることに留意すること。（兼務が認められない監理技術者は他工事の現場代理人との兼務は不
可）

標識設置工事など、１つの契約において複数の現場が点在している場合の兼任可否の判断はど
のように行うのか。

１つの契約において現場が点在している工事間での現場代理人兼任可否の判断は、最も遠い
（又は移動時間を要する）現場間で判断を行うものとする。

3,500万円未満の工事の主任技術者（現場代理人と兼務しない）は、別の3，500万円未満の工事
の現場代理人（主任技術者と兼務しない）と兼務が可能か？

低入札価格調査対象工事の場合、「静岡県低入札価格調査制度による調査等実施要領」第5条
(3)において、現場代理人、主任技術者（監理技術者）、専門技術者及び補助技術者は、これを
兼ねることができないと定められているが、他の工事の現場代理人等の兼任は認められるの
か？

低入札価格調査対象工事の現場代理人であっても、本通知の条件を満たす場合は他工事の現場
代理人との兼任が可能となる。

3,500万円未満の工事の現場代理人（主任技術者兼務）は、別の3，500万円未満の工事の主任技
術者（現場代理人と兼務しない）と兼務が可能か？
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国 土 建 第 ３ ０ ９ 号 

平成３０年１２月３日 

地方整備局等建設業担当部長 殿 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について（改正） 

建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２６条、建設業法施行令

（昭和３１年政令第２７３号）第２７条により、建設工事の現場に置くこととされている主

任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）については、監理技術者

制度運用マニュアル（平成２８年１２月１９日付け国土建第３４９号）等により、その適

正な配置をお願いしているところである。 

また、監理技術者等の「専任」については、「主任技術者又は監理技術者の「専任」

の明確化について（平成２９年８月９日付け国土建第１６９号）」により、その取扱い等

を明確化したところであるが、今般、建設業の働き方改革を推進する観点から、下記

のとおり改正し、通知する。 

貴職においては、これを踏まえ、監理技術者等の専任制度が的確に運用されるよ

う、建設業者に対して適切に指導されたい。 

記 

監理技術者等は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の

作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事

する者の技術上の指導監督の職務を行う役割を担っていることから、当該工事現場

にて業務を行うことが基本と考えられる。 

また、請負金額の額が３千５百万円（建築一式工事である場合にあっては、７千万

円）以上の公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは

工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、監理技術者等は、

３－６　主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について
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工事現場ごとに専任の者でなければならないとされている（法第２６条第３項）。ここで

いう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に

係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常

駐（現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場

に滞在していること）を必要とするものではない。そのため、技術者の継続的な技術

研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための

研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者等

が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保する（例

えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障の

無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確

保する等）とともに、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請

の主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差

し支えない。 

 

なお、適切な施工ができる体制の確保にあたっては、監理技術者等が当該建設工

事の施工の技術上の管理をつかさどる者であることに変わりはないことに留意し、監

理技術者等が担う役割に支障が生じないようにする必要がある。 

 

この際、例えば必要な資格を有する代理の技術者の配置等により適切な施工がで

きると判断される場合には、現場に戻りうる体制を確保することは必ずしも要しないな

ど、監理技術者等の研修等への参加や休暇の取得等を不用意に妨げることのない

ように配慮すべきである。さらには、建設業におけるワーク・ライフ・バランスの推進や

女性の一層の活躍の観点からも、監理技術者等が育児等のために短時間現場を離

れることが可能となるような体制を確保する等、本通知の趣旨を踏まえた監理技術者

等の適正な配置等に留意されたい。 

 

以上 
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３－７ 監理技術者制度運用マニュアル 
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〔別添〕 

監理技術者制度運用マニュアル 

最終改正 令和 2年 9月 30日国不建第 130号 

 目 次 

   一 趣旨 

   二 監理技術者等の設置 

二－一 工事外注計画の立案 

二－二 監理技術者等の設置 

二－三 監理技術者等の職務 

二－四 監理技術者等の雇用関係 

   三 監理技術者等の工事現場における専任 

   四 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証の携帯 

   五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成 

   六 工事現場への標識の掲示 

   七 建設業法の遵守 

 

 

一 趣旨 

 建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の技術上

の管理をつかさどる者として主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の設置を求めている。また、

特例監理技術者を設置する場合には、当該工事現場に特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者（以

下「監理技術者補佐」という。）の設置を求めている。 

 監理技術者等（主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐をいう。以下同じ。）

に関する制度（以下「監理技術者制度」という。）は、高度な技術力を有する技術者が施工現場におい

てその技術力を十分に発揮することにより、建設市場から技術者が適正に設置されていないこと等に

よる不良施工や一括下請負などの不正行為を排除し、技術と経営に優れ発注者から信頼される企業が

成長できるような条件整備を行うことを目的としており、建設工事の適正な施工の確保及び建設産業

の健全な発展のため、適切に運用される必要がある。 

 本マニュアルは、建設業法上重要な柱の一つである監理技術者制度を的確に運用するため、行政担

当部局が指導を行う際の指針となるとともに建設業者が業務を遂行する際の参考となるものである。 

 

（１）建設業における技術者の意義 

・ 建設業については、一品受注生産であるためあらかじめ品質を確認できないこと、不適正な施工が

あったとしても完全に修復するのが困難であること、完成後には瑕疵の有無を確認することが困難で

あること、長期間、不特定多数に使用されること等の建設生産物の特性に加え、その施工については、

総合組立生産であるため施工体制に係る全ての下請負人（以下「下請」という。）を含めた多数の者

による様々な工程を総合的にマネージメントする必要があること、現地屋外生産であることから工程

が天候に左右されやすいこと等の特性があることから、建設業者の施工能力が特に重要となる。一方、

建設業者は、良質な社会資本を整備するという社会的使命を担っているとともに、発注者は、建設業

者の施工能力等を拠り所に信頼できる建設業者を選定して建設工事の施工を託している。そのため、

建設業者がその技術力を発揮して、建設工事の適正かつ生産性の高い施工が確保されることが極めて

重要である。特に現場においては、建設業者が組織として有する技術力と技術者が個人として有する

技術力が相俟って発揮されることによりはじめてこうした責任を果たすことができ、この点で技術者
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の果たすべき役割は大きく、建設業者は、適切な資格、経験等を有する技術者を工事現場に設置する

ことにより、その技術力を十分に発揮し、施工の技術上の管理を適正に行わなければならない。 

 

（２）建設業法における監理技術者等 

・ 建設業法においては、建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理

をつかさどる者として、主任技術者を置かなければならないこととされている。また、発注者から直

接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が四千万円（建築一

式工事の場合は六千万円）以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに、主任技術

者に代えて監理技術者を置かなければならない（法第二十六条第一項及び第二項、令第二条）。 

なお、監理技術者を専任で置くことが必要となる建設工事において、発注者から直接請け負った特

定建設業者が、特例監理技術者を置く場合（監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合）には、

監理技術者補佐を当該工事現場ごとに専任で置かなければならないこととされている（法第二十六条

第三項ただし書）。 

・ 主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者となるためには、一定の国家資格や実務経験を有して

いることが必要であり、特に指定建設業（土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造

物工事業、舗装工事業及び造園工事業）に係る建設工事の監理技術者又は特例監理技術者は、一級施

工管理技士等の国家資格者又は建設業法第十五条第二号ハの規定に基づき国土交通大臣が認定した

者（以下「国土交通大臣認定者」という。）に限られる（法第二十六条第二項）。 

・ 監理技術者補佐となるためには、主任技術者の資格を有する者（法第七条第二号イ、ロ又はハに該

当する者）のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者（一級施工管理技士補）又は一級施工管

理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であることが必要である。

なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限られる。 

 

（３）本マニュアルの位置付け 

・ 監理技術者制度が円滑かつ的確に運用されるためには、行政担当部局は建設業者を適切に指導する

必要がある。本マニュアルは、監理技術者等の設置に関する事項、監理技術者等の専任に関する事項、

監理技術者資格者証（以下「資格者証」という。）に関する事項、監理技術者講習に関する事項等、

監理技術者制度を運用する上で必要な事項について整理し、運用に当たっての基本的な考え方を示し

たものである。 

建設業者にあっては、本マニュアルを参考に、監理技術者制度についての基本的考え方、運用等に

ついて熟知し、建設業法に基づき適正に業務を行う必要がある。  

 

二 監理技術者等の設置 

二－一 工事外注計画の立案 

 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者（以下「元請」という）は、施工体制の整備及び監

理技術者等の設置の要否の判断等を行うため、専門工事業者等への工事外注の計画（工事外注計画）

を立案し、下請契約の請負代金の予定額を的確に把握しておく必要がある。 

 

（１）工事外注計画と下請契約の予定額 

・ 一般的に、工事現場においては、総合的な企画、指導の職務を遂行する監理技術者等を中心とし、

専門工事業者等とにより施工体制が構成される。その際、建設工事を適正に施工するためには、工事

のどの部分を専門工事業者等の施工として分担させるのか、また、その請負代金の額がどの程度とな

るかなどについて、工事外注計画を立案しておく必要がある。工事外注計画としては、受注前に立案
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される概略のものから工事施工段階における詳細なものまで考えられる。元請は、監理技術者等の設

置の要否を判断するため、工事受注前にはおおむねの計画を立て、工事受注後速やかに、工事外注の

範囲とその請負代金の額に関する工事外注計画を立案し、下請契約の予定額が四千万円（建築一式工

事の場合は六千万円）以上となるか否か的確に把握しておく必要がある。なお、当該建設業者は、工

事外注計画について、工事の進捗段階に応じて必要な見直しを行う必要がある。 

 

（２）下請契約について 

・ 「下請契約」とは、建設業法において次のように定められている（法第二条第四項）。 

「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の

全部又は一部について締結される請負契約」 

  「請負契約」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に

対して報酬を与えることを約する契約」であり、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目

的とし、仕事の完成に伴うリスクは負担しない「雇用」とは区別される。元請は、このような点を踏

まえ、工事外注の範囲を明らかにしておく必要がある。 

・ なお、公共工事については全面的に一括下請負が禁止されている（公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律（平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。）第十四

条）。また、民間工事についても、共同住宅（長屋は含まない）を新築する建設工事は一括下請負が

全面的に禁止されており、それ以外の工事は発注者の書面による承諾を得た場合を除き禁止されてい

る（法第二十二条）。 

 

二－二 監理技術者等の設置 

 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の予定額を的確に把握して監理技

術者を置くべきか否かの判断を行うとともに、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、適正に

技術者を設置する必要がある。 

 

（１）監理技術者等の設置における考え方 

・ 建設工事の適正な施工を確保するためには、請け負った建設工事の内容を勘案し適切な技術者を適

正に設置する必要がある。このため、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、事前に

監理技術者又は特例監理技術者を設置する工事に該当すると判断される場合には、当初から監理技術

者又は特例監理技術者を設置しなければならず、監理技術者又は特例監理技術者を設置する工事に該

当するかどうか流動的であるものについても、工事途中の技術者の変更が生じないよう、監理技術者

になり得る資格を有する技術者を設置しておくべきである。なお、専任の監理技術者が、工事途中に

監理技術者補佐を設置して当該監理技術者が他の工事現場を兼務することにより、特例監理技術者と

なることは、技術者の変更には当たらない。特例監理技術者が専任の監理技術者になることも同様で

ある。 

 また、主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐の区分にかかわらず、下請契

約の請負代金の額が小さくとも工事の規模、難易度等によっては、高度な技術力を持つ技術者が必要

となり、国家資格者等の活用を図ることが適切な場合がある。元請は、これらの点も勘案しつつ、適

切に技術者を設置する必要がある。 

・ 主任技術者については、特定専門工事（土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、そ

の施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術の管理の効率化を図る必要がある工事をいう。以

下同じ。）において、元請又は上位下請（以下「元請等」という。）が置く主任技術者が自らの職務と

併せて、直接契約を締結した下請（建設業者である下請に限る。）の主任技術者が行うべき職務を行う
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ことを、元請等及び当該下請が書面により合意した場合は、当該下請に主任技術者を置かなくてもよ

いこととされている。この特定専門工事については、型枠工事又は鉄筋工事であって、元請等が本工

事を施工するための下請契約の請負代金が三千五百万円未満のもの（下請契約が 2 以上あるときは合

計額）が対象となる（法第二十六条の三第一項、第二項、令第三十条）。 

また、特定専門工事において元請等が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事

に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すこと、当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれる

ことが要件となる（法第二十六条の三第六項）。この「指導監督的な実務の経験」とは、工事現場主任

者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・

監督した経験が対象となる。 

なお、元請等と当該下請との契約は請負契約であり、当該下請に主任技術者を置かない場合において

も、元請等の主任技術者から当該下請への指示は、当該下請の事業主又は現場代理人などの工事現場

の責任者に対し行われなければならない。元請等の主任技術者が当該下請の作業員に直接作業を指示

することは、労働者派遣（いわゆる偽装請負）と見なされる場合があることに留意する必要がある。 

・ 主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐の配置は、原則として 1名が望まし

い。なお、共同企業体（甲型）などで複数の主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を配置する

場合は、代表する主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者を明確にし、情報集約するとともに、

職務分担を明確にしておく必要があり、発注者から請求があった場合は、その職務分担等について発

注者に説明することが重要である。 

 

（２）共同企業体における監理技術者等の設置 

・ 建設業法においては、建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し、

当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者等を置かなければな

らないこととされており、この規定は共同企業体の各構成員にも適用され、下請契約の額が四千万円

（建築一式工事の場合は六千万円）以上となる場合には、特定建設業者たる構成員一社以上が監理技

術者又は特例監理技術者を設置しなければならない。また、その請負金額が三千五百万円（建築一式

工事の場合は七千万円）以上となる場合は設置された主任技術者又は監理技術者は専任でなければな

らない。（特例監理技術者を設置した場合を除く。） 

なお、共同企業体が公共工事を施工する場合には、原則として特定建設業者たる代表者が、請負金

額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきである。（特例監理技術者を設置した場合を除く。） 

・ 一つの工事を複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区で責任を持って施工する分担

施工方式にあっては、分担工事に係る下請契約の額が四千万円（建築一式工事の場合は六千万円）以

上となる場合には、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者又は特例監理技術者を設置

しなければならない。また、分担工事に係る請負金額が三千五百万円（建築一式工事の場合は七千万

円）以上となる場合は設置された主任技術者又は監理技術者は専任でなければならない。（特例監理

技術者を設置した場合を除く。） 

なお、共同企業体が公共工事を分担施工方式で施工する場合には、分担工事に係る下請契約の額が

四千万円（建築一式工事の場合は六千万円）以上となる場合は、当該分担工事を施工する特定建設業

者は、請負金額にかかわらず監理技術者を専任で設置すべきである。（特例監理技術者を設置した場

合を除く。） 

・ いずれの場合も、その他の構成員は、主任技術者を当該工事現場に設置しなければならないが、公

共工事を施工する特定建設共同企業体にあっては国家資格を有する者を、また、公共工事を施工する

経常建設共同企業体にあっては原則として国家資格を有する者を、それぞれ請負金額にかかわらず専

任で設置すべきである。 
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・ 共同企業体による建設工事の施工が円滑かつ効率的に実施されるためには、すべての構成員が、施

工しようとする工事にふさわしい技術者を適正に設置し、共同施工の体制を確保しなければならない。

したがって、各構成員から派遣される技術者等の数、資格、配置等は、信頼と協調に基づく共同施工

を確保する観点から、工事の規模・内容等に応じ適正に決定される必要がある。このため、編成表の

作成等現場職員の配置の決定に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

① 工事の規模、内容、出資比率等を勘案し、各構成員の適正な配置人数を確保すること。 

② 構成員間における対等の立場での協議を確保するため、配置される職員は、ポストに応

じ経験、年齢、資格等を勘案して決定すること。 

③ 特定の構成員に権限が集中することのないように配慮すること。 

④ 各構成員の有する技術力が最大限に発揮されるよう配慮すること。 

 

（３）主任技術者から監理技術者又は特例監理技術者への変更 

・ 当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負

代金の額が四千万円（建築一式工事の場合は六千万円）以上となったような場合には、発注者から直

接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者又は、

特例監理技術者及び監理技術者補佐を設置しなければならない。ただし、工事施工当初においてこの

ような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者又は特例監理技術者になり得る資

格を持つ技術者を置くとともに、特例監理技術者を置く場合は併せて監理技術者補佐となり得る資格

を持つ技術者を置かなければならない。  

 

（４）監理技術者等の途中交代 

・ 建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている監理技

術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、

慎重かつ必要最小限とする必要があり、これが認められる場合としては、監理技術者等の死亡、傷病、

出産、育児、介護又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、次に掲げる場合等が考えられる。 

     ① 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が

延長された場合 

     ② 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む

工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点 

③ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合 

・ なお、いずれの場合であっても、発注者と元請との協議により、交代の時期は工程上一定の区切り

と認められる時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとと

もに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることによ

り、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。 

・ また、協議においては、発注者からの求めに応じて、直接建設工事を請け負った建設業者が工事現

場に設置する監理技術者等及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発

注者に説明することが重要である。 

・ 監理技術者から特例監理技術者への変更あるいは特例監理技術者から監理技術者への変更は、工期

途中での途中交代には該当しない。一方で、監理技術者が専任から兼務に変わり、監理技術者補佐を

新たに専任で設置するなど、施工体制が変更となることから、事前に発注者に説明し理解を得ること

が望ましい。 
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（５）営業所における専任の技術者と主任技術者又は監理技術者との関係 

・ 営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められている。 

・ ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職

務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業

所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者となることができる

（平成十五年四月二十一日付国総建第十八号）。 

 

二－三 監理技術者等の職務 

 主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、

工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に

行わなければならない。 

 

・ 主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の職務は、建設工事の適正な施工を確保する観点から、

当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどることである。すなわち、建設工事

の施工に当たり、施工内容、工程、技術的事項、契約書及び設計図書の内容を把握したうえで、その

施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、品

質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を

行うとともに、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことである（法第二十六

条の四第一項）。 

また、特例監理技術者は、これらの職務を適正に実施できるよう、監理技術者補佐を適切に指導す

ることが求められる。 

・ このように、主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の職務は、建設業法において区別なく示

されているが、元請の主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の職務と下請の主任技術者の職務

に大きく二分して下表のとおり整理する。これを踏まえ、元請の主任技術者、監理技術者又は特例監

理技術者及び下請の主任技術者は職務を誠実に行わなければならない。特例監理技術者は、これらの

職務を監理技術者補佐の補佐を受けて実施することができるが、その場合においても、これらの職務

が適正に実施される責務を有することに留意が必要である。監理技術者補佐は、特例監理技術者の指

導監督の下、特例監理技術者の職務を補佐することが求められる。また、特例監理技術者が現場に不

在の場合においても監理技術者の職務が円滑に行えるよう、監理技術者と監理技術者補佐の間で常に

連絡が取れる体制を構築しておく必要がある。 

なお、下請の主任技術者のうち、電気工事、空調衛生工事等において専ら複数工種のマネージメン

トを行う建設業者の主任技術者は、元請との関係においては下請の主任技術者の役割を担い、下位の

下請との関係においては、元請の主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の指導監督の下、元請

が策定する施工管理に関する方針等（施工計画書等）を理解した上で、元請のみの役割を除き、元請

の主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者に近い役割を担う（下表右欄）。
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表：主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者の職務 

 元請の主任技術者、監理技術

者又は特例監理技術者 
下請の主任技術者 

 

【参考】下請の主任技術者 

(専ら複数工種のマネージメント) 

役割 
○請け負った建設工事全体
の統括的施工管理 

○請け負った範囲の建設工事
の施工管理 

○請け負った範囲の建設工事の統
括的施工管理 

施工計画
の作成 

○請け負った建設工事全体
の施工計画書等の作成 

○下請の作成した施工要領
書等の確認 

○設計変更等に応じた施工
計画書等の修正 

○元請が作成した施工計画書
等に基づき、請け負った範
囲の建設工事に関する施工
要領書等の作成 

○元請等からの指示に応じた
施工要領書等の修正 

○請け負った範囲の建設工事の施
工要領書等の作成 

○下請の作成した施工要領書等の
確認 

○設計変更等に応じた施工要領書
等の修正 

工程管理 

○請け負った建設工事全体
の進捗確認 

○下請間の工程調整 
○工程会議等の開催、参加、
巡回 

○請け負った範囲の建設工事
の進捗確認 

○工程会議等への参加※ 

○請け負った範囲の建設工事の進
捗確認 

○下請間の工程調整 
○工程会議等への参加※、巡回 

品質管理 

○請け負った建設工事全体
に関する下請からの施工
報告の確認、必要に応じた
立ち会い確認、事後確認等
の実地の確認 

○請け負った範囲の建設工事
に関する立ち会い確認（原
則） 

○元請（上位下請）への施工
報告 

○請け負った範囲の建設工事に関
する下請からの施工報告の確
認、必要に応じた立ち会い確認、
事後確認等の実地の確認 

技術的指
導 

○請け負った建設工事全体
における主任技術者の配
置等法令遵守や職務遂行
の確認 

○現場作業に係る実地の総
括的技術指導 

○請け負った範囲の建設工事
に関する作業員の配置等法
令遵守の確認 

○現場作業に係る実地の技術
指導 

○請け負った範囲の建設工事にお
ける主任技術者の配置等法令遵
守や職務遂行の確認 

○請け負った範囲の建設工事にお
ける現場作業に係る実地の総括
的技術指導 

※ 非専任の場合には、毎日行う会議等への参加は要しないが、要所の工程会議等には参加し、工程管理を

行うことが求められる 

・ 上記の職務の他に、関係法令に基づく職務を監理技術者等が行う場合には、適切にその職務を遂行

する必要がある。特に安全管理については、労働安全衛生法（昭和四十七年六月八日法律第五十七号）

に基づき統括安全衛生責任者等を設置する必要があるが、監理技術者等が兼ねる場合には、適切に行

う必要がある。 

・ 下請の主任技術者の当該工事における職務（専ら複数工種のマネージメントを行い元請の監理技術

者等に近い役割を担うかどうか等）について、例えば、建設業法第二十四条の八の規定に基づき作成

する施工体系図の写しを活用して記載し、下請が記載内容を確認するなどにより、元請及び下請の双

方が合意した内容を明確にしておく。なお、同条の規定に基づく施工体系図の作成を行わない工事に

おいても、下請の主任技術者の当該工事における職務について、元請及び下請の双方が合意した内容

を書面にしておくことが望ましい。 

・ 建設工事の目的物の一部を構成する工場製品の品質管理について、請負契約により調達したものだ

けでなく、売買契約（購入）により調達したものであっても、品質に関する責任は、工場製品を製造

する企業だけでなく、工場へ注文した下請（又は元請）やその上位の下請、元請にも生ずる。このた

め、当該工場製品を工場へ注文した下請（又は元請）やその上位の下請、元請の主任技術者等は、工

場での工程についても合理的な方法で品質管理を行うことが基本であり、主要な工程の立会い確認や

規格品及び認定品に関する品質証明書類の確認などの適宜合理的な方法による品質管理を行う必要

がある。 

工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者、監理技術者又は特例監理技術者が

その職務として行う指導に従わなければならない（法第二十六条の四第二項）。 

・ 大規模な工事現場等については、監理技術者に求められる役割を一人の監理技術者が直接こなすこ

とは困難であり、良好な施工を確保するためにも、監理技術者を支援する他の技術者を同じ建設業者
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に所属する技術者の中から配置することが望ましい。ただし、そのような場合も、これらの技術者は

あくまでも監理技術者を支援する立場の者であり、一つの工事現場において総括的な立場として一人

の監理技術者に情報集約（共同企業体で複数の監理技術者の配置が必要な場合は、それぞれ担当の監

理技術者に情報集約）し、監理技術者はこれらの他の技術者の職務を総合的に掌握するとともに指導

監督する必要がある。この場合において、適正な施工を確保する観点から、個々の技術者の職務分担

を明確にしておく必要があり、発注者から請求があった場合は、その職務分担等について、発注者に

説明することが重要である。 

・ 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び

契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負者の代理人であり、

監理技術者等との密接な連携が適正な施工を確保する上で必要不可欠である。なお、監理技術者等と

現場代理人はこれを兼ねることができる（公共工事標準請負契約約款第十条）。 

 

二－四 監理技術者等の雇用関係 

 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常

的な雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係は、資格者証又は健康保険被保

険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要である。 

 

（１）監理技術者等に求められる雇用関係 

・ 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関

係にあることが必要である。また、建設業者としてもこのような監理技術者等を設置して適正な施工

を確保することが、当該建設業者が技術と経営に優れた企業として評価されることにつながる。 

・ 発注者は設計図書の中で雇用関係に関する条件や雇用関係を示す書面の提出義務を明示するなど、

あらかじめ雇用関係の確認に関する措置を定め、適切に対処することが必要である。 

 

（２）直接的な雇用関係の考え方 

・ 直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇

用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）が存在することをいい、資格者

証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との

雇用関係が確認できることが必要である。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇

用関係にあるとはいえない。 

・ 直接的な雇用関係であることを明らかにするため、資格者証には所属建設業者名が記載されており、

所属建設業者名の変更があった場合には、三十日以内に指定資格者証交付機関に対して記載事項の変

更を届け出なければならない（規則第十七条の三十三第一項及び第十七条の三十四第一項）。 

・ 指定資格者証交付機関は、資格者証への記載に当たって、所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇

用関係を、健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書により確認している

が、資格者証中の所属建設業者の記載や主任技術者の雇用関係に疑義がある場合は、同様の方法等に

より行う必要がある。具体的には、 

① 本人に対しては健康保険被保険者証 

② 建設業者に対しては健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民税

特別徴収税額通知書、当該技術者の工事経歴書 

の提出を求め確認するものとする。 
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（３）恒常的な雇用関係の考え方 

・ 恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事

することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、

建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術

力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要であり、

特に国、地方公共団体及び公共法人等（法人税法（昭和四十年法律第三十四号）別表第一に掲げる公

共法人（地方公共団体を除く。）及び、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、東京湾横

断道路の建設に関する特別措置法（昭和六十一年法律第四十五号）第二条第一項に規定する東京湾横

断道路建設事業者、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、阪

神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社）が発注する建設

工事（以下「公共工事」という。）において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の主任技術者、

専任の監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込の

あった日（指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契

約による場合にあっては見積書の提出のあった日）以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要で

ある。 

なお、震災等の自然災害の発生又はその恐れにより、最寄りの建設業者により即時に対応すること

が、その後の被害の発生又は拡大を防止する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を満

たす技術者がいない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、この限り

ではない。 

・ 恒常的な雇用関係については、資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の

交付年月日等により確認できることが必要である。 

・ 但し、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更（契約書又は登記簿の

謄本等により確認）があった場合には、変更前の建設業者と三ヶ月以上の雇用関係にある者について

は、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなす。また、震災等の自

然災害の発生又はその恐れにより、最寄りの建設業者により即時に対応することが、その後の被害の

発生又は拡大を防止する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を満たす技術者がいない

場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、この限りではない。 

・ また、雇用期間が限定されている継続雇用制度（再雇用制度、勤務延長制度）の適用を受けている

者については、その雇用期間にかかわらず、常時雇用されている（＝恒常的な雇用関係にある）もの

とみなす。 

 

（４）持株会社化等による直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い 

・ 建設業を取り巻く経営環境の変化等に対応するため、建設業者が営業譲渡や会社分割をした場合や

持株会社化等により企業集団を形成している場合及び官公需適格組合の場合における建設業者と監

理技術者等との間の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いの特例について、次の通り定めている。 

① 建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的

な雇用関係の確認の事務取扱いについて（平成十三年五月三十日付、国総建第百五十五号） 

② 持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確

認の取扱いについて（改正）（平成二十八年十二月十九日付、国土建第三百四十九号） 

③ 親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的か

つ恒常的な雇用関係の取扱い等について（改正）（平成二十八年五月三十一日付、国土建

第百十九号） 

④ 官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接
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的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について（試行）（平成二十八年三月二十四日付、国

土建第四百八十三号） 

 

三 監理技術者等の工事現場における専任 

 主任技術者又は監理技術者は、公共性のある工作物に関する重要な工事に設置される場合には、工

事現場ごとに専任の者でなければならない。 

特例監理技術者を設置する場合は、当該工事現場に設置する監理技術者補佐は専任の者でなければ

ならない。 

法第二十六条の三の規定を利用して設置する特定専門工事の元請等の主任技術者は、専任の者でな

ければならない。 

 専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事

していることをいう。 

 元請については、施工における品質確保、安全確保等を図る観点から、主任技術者、監理技術者又

は監理技術者補佐を専任で設置すべき期間が、発注者と建設業者の間で設計図書もしくは打合せ記録

等の書面により明確となっていることが必要である。 

 

（１）工事現場における監理技術者等の専任の基本的な考え方 

・ 主任技術者又は監理技術者は、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若し

くは工作物に関する重要な建設工事については、より適正な施工の確保が求められるため、工事現場

ごとに専任の者でなければならない（法第二十六条第三項）。 

 

・ 特例監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合、適正な施工の確保を図る観点から、当該工事

現場ごとに監理技術者補佐を専任で置かなければならない。 

なお、特例監理技術者が兼務できる工事現場数は２とされている（法第二十六条第四項、令第二十

九条）。兼務できる工事現場の範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議へ

の参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲と

する。この場合、情報通信技術の活用方針や、監理技術者補佐が担う業務等について、あらかじめ発

注者に説明し理解を得ることが望ましい。なお、特例監理技術者が工事の施工の管理について著しく

不適当であり、かつ、その変更が公益上必要と認られるときは、国土交通大臣又は都道府県知事から

特例監理技術者の変更を指示することができる（法第二十八条一項第五号）。 

・ 特定専門工事において、元請等の主任技術者は、直接契約を締結した下請（建設業者である下請に

限る。）に主任技術者を置かない場合、適正な施工を確保する観点から、工事現場ごとに専任の者を

置くこと等を求めている（法第二十六条の三第一項、第二項、第六項）。 

・ 専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事

していること意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐（現場施工の稼働中、特別の理由

がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること）を必要とするものではない。 

したがって、専任の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐は、技術研鑽のための研修、講習、

試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で短期間工事現場を離れることについては、適

切な施工ができる体制を確保する（例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品

質確保等に支障の無い範囲において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確

保する等）とともに、その体制について、元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の場合

は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は下請の了解を得ていることを前提として、差し支えな

い。 
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なお、適切な施工ができる体制の確保にあたっては、主任技術者又は監理技術者が、建設工事の施

工の技術上の管理をつかさどる者であることに変わりはないことに留意し、主任技術者、監理技術者

又は特例監理技術者が担う役割に支障が生じないようにする必要がある。 

この際、例えば必要な資格を有する代理の技術者の配置等により適切な施工ができると判断される

場合には、現場に戻りうる体制を確保することは必ずしも要しないなど、監理技術者等の研修等への

参加や休暇の取得等を不用意に妨げることのないように配慮すべきである。さらには、建設業におけ

るワーク・ライフ・バランスの推進や女性の一層の活躍の観点からも、監理技術者等が育児等のため

に短時間現場を離れることが可能となるような体制を確保する等、監理技術者等の適正な配置等に留

意すべきである。 

なお、特定専門工事における元請等の主任技術者については、直接契約を締結した下請の主任技術

者としての職務も担っていることから、短期間工事現場を離れる場合などの施工体制の確保について

は、元請等のみならず、当該下請としての技術者の役割についても支障が生じないよう留意する必要

がある。 

・ 「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建

設工事」とは、次の各号に該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が三千五百万円（建築一式工

事の場合は七千万円）以上のものをいう（建設業法施行令（昭和三十一年政令第二百七十三号。以下、

「令」という。）第二十七条第一項）。  

①  国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事 

②  鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、

飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する建設工事 

③  電気事業用施設（電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設を

いう。）又はガス事業用施設（ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設を

いう。）に関する建設工事 

④  石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設、電気通信事業法第

二条第五号に規定する電気通信事業者が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供す

る施設、放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定

する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設（鉄骨造又は

鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。）、学校、図書館、美術館、博

物館又は展示場、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、

病院又は診療所、火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給事業法第二条第四項に規

定する熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共

同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、

工場、ドック又は倉庫、展望塔に関する建設工事 

・ 事務所・病院等の施設又は工作物と戸建て住宅を兼ねたもの（以下「併用住宅」という。）につい

て、併用住宅の請負代金の総額が七千万円以上（建築一式工事の場合）である場合であっても、以下

の２つの条件を共に満たす場合には、戸建て住宅と同様であるとみなして、主任技術者又は監理技術

者の専任配置を求めない。  

①  事務所・病院等の非居住部分（併用部分）の床面積が延べ面積の１／２以下であること。 

②  請負代金の総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて按分して求めた併用部分に相

当する請負金額が、専任要件の金額基準である七千万円未満（建築一式工事の場合）で

あること。 

なお、併用住宅であるか否かは、建築基準法第六条の規定に基づき交付される建築確認済証により

判別する。また、居住部分と併用部分の面積比は、建築確認済証と当該確認済証に添付される設計図
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書により求め、これと請負契約書の写しに記載される請負代金の額を基に、請負総額を居住部分と併

用部分の面積比に応じて按分する方法により、併用部分の請負金額を求めることとする。 

 

（２）監理技術者等の専任期間 

・ 元請が、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工

期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要し

ない。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ

記録等の書面により明確となっていることが必要である。 

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入

又は仮設工事等が開始されるまでの間。） 

② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的

に一時中止している期間 

③  橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む

工事全般について、工場製作のみが行われている期間 

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手

続、後片付け等のみが残っている期間 

なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主

任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で

他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主

任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。 

・ 下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下

請工事が実際に施工されている期間とする。 

・ 元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐については、前述の工事現場への専任を要しな

い期間①から④のうち、②（工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、

工事を全面的に一時中止している期間）に限って、発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事

（元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る）の専任の主任技術者、監理技

術者又は監理技術者補佐として従事することができる。その際、元の工事の専任を要しない期間にお

ける災害等の非常時の対応方法（元の工事の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐は他の工事

の専任の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐として従事しているため、同じ建設業者に所属

する別の技術者による対応とするなどの留意が必要）について、発注者の承諾を得る必要がある。 

下請の主任技術者については、工事現場への専任を要しない期間（担当する下請工事が実際に施工

されていない期間）に限って、発注者、元請及び上位の下請の全ての承諾があれば、発注者、元請及

び上位の下請の全てが同一の他の工事（元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するもの

に限る）の専任の主任技術者として従事することができる。その際、元の工事の専任を要しない期間

における災害等の非常時の対応方法（元の工事の主任技術者は他の工事の専任の主任技術者として従

事しているため、同じ建設業者に所属する別の技術者による対応とするなどの留意が必要）について

発注者、元請及び上位の下請全ての承諾を得る必要がある。 

・ また、例えば下水道工事と区間の重なる道路工事を同一あるいは別々の主体が発注する場合など、

密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する

場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる（令第二十七条第二項）。

これについては、当面の間、以下のとおり取り扱う。ただし、この規定は、専任の監理技術者につい

ては適用されない。 

① 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり
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相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０ｋｍ程度の近接した場所

において同一の建設業者が施工する場合には、令第二十七条第二項が適用される場合に該

当する。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う

場合や工事の相当の部分を同一の下請で施工する場合等も含まれると判断して差し支え

ない。 

② ①の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な

工事を含む場合は、原則２件程度とする。 

③ ①及び②の適用に当たっては、法第二十六条第三項が、公共性のある施設又は多数の者

が利用する施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で

設けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏

まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要である。

また、本運用により、土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間発注者

による工事も含まれる。 

・ このほか、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請

負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの

（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、全体の工

事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的である

と考えられることから、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工

事全体を管理することができる。この場合、これら複数工事に係る下請金額の合計を四千万円（建築

一式工事の場合は六千万円）以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技

術者又は特例監理技術者を設置しなければならない。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合

計が三千五百万円（建築一式工事の場合は七千万円）以上となる場合、主任技術者、監理技術者又は

監理技術者補佐はこれらの工事現場に専任の者でなければならない。 

・ なお、フレックス工期（建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、これが書面

により手続上明確になっている契約方式に係る工期をいう。）を採用した工事又は余裕期間を設定し

た工事（発注者が余裕期間（発注者が発注書類において６ヶ月を超えない等の範囲で設定する工事着

手前の期間をいう）の範囲で工事開始日を指定する工事又は受注者が発注者の指定した余裕期間内で

工事開始日を選択する工事）においては、工事開始日をもって契約工期の開始日とみなし、契約締結

日から工事開始日までの期間は、監理技術者等を設置することを要しない。 

 

四 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の携帯等 

 専任の監理技術者又は特例監理技術者は、資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講

習を過去五年以内に受講したもののうちから、これを選任しなければならない。また、当該監理技術

者又は特例監理技術者は、発注者等から請求があったときは資格者証を提示しなければならず、当該

建設工事に係る職務に従事しているときは、常時これらを携帯している必要がある。また、監理技術

者講習修了履歴（以下、「修了履歴」という。）についても、発注者等から提示を求められることがあ

るため、監理技術者講習修了後、修了履歴のラベルを資格者証の裏面に貼付することとしている。 

 

（１）資格者証制度及び監理技術者講習制度の適用範囲 

・ 専任の監理技術者又は特例監理技術者は、資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講

習を受講したもののうちから選任しなければならない（法第二十六条第五項）。 
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（２）資格者証に関する規定 

・ 資格者証は、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関す

る重要な建設工事については、当該建設工事の監理技術者又は特例監理技術者が所定の資格を有して

いるかどうか、監理技術者としてあらかじめ定められた本人が専任で職務に従事しているかどうか、

工事を施工する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であるかどうか等を確認するため

に活用されている。建設業者に選任された監理技術者又は特例監理技術者は、発注者等から請求があ

った場合は、資格者証を提示しなければならない（法第二十六条第六項）。 

・ 監理技術者又は特例監理技術者になり得る者は、指定資格者証交付機関に申請することにより資格

者証の交付を受けることができる。監理技術者又は特例監理技術者になり得る者は、指定建設業七業

種については、一定の国家資格者又は国土交通大臣認定者に限られるが、指定建設業以外の二十二業

種については、一定の国家資格者、国土交通大臣認定者のほか、一定の指導監督的な実務経験を有す

る者も監理技術者又は特例監理技術者になり得る。 

・ 資格者証の交付及びその更新に関する事務を行う指定資格者証交付機関として一般財団法人建設業

技術者センターが指定されている。 

・ 資格者証には、本人の顔写真の他に次の事項が記載され（法第二十七条の十八第二項、規則第十七

条の三十三）、様式は図－１に示すものとなっている（監理技術者と特例監理技術者の資格者証は同

じ）。 

① 交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所 

② 最初に資格者証の交付を受けた年月日 

③ 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日 

④ 交付を受ける者が有する監理技術者資格 

⑤ 建設業の種類 

⑥ 資格者証交付番号 

⑦ 資格者証の有効期間の満了する日 

⑧ 所属建設業者名 

⑨ 監理技術者講習を修了した場合はその旨 

 

（３）監理技術者講習に関する規定 

・ 監理技術者又は特例監理技術者は常に最新の法律制度や技術動向を把握しておくことが必要である

ことから、専任の監理技術者又は特例監理技術者として選任されている期間中のいずれの日において

も、講習を修了した日から五年を経過することのないように監理技術者講習を受講していなければな

らない。なお、令和三年一月一日以降は、監理技術者講習の有効期限の起算日が講習を受講した日の

属する年の翌年の一月一日となり、同日から五年後の十二月三十一日が監理技術者講習の有効期限と

なる（規則第十七条の十七）。 

・ なお、監理技術者補佐についても、監理技術者を適切に補佐し、資質の向上を図る観点から、監理

技術者講習を受講することが望ましい。 

・ 監理技術者講習は、所定の要件を満たすことにより国土交通大臣の登録を受けた者（以下、「登録

講習機関」という。）が実施し、監理技術者又は特例監理技術者として従事するために必要な事項と

して 

①建設工事に関する法律制度 

②建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理 

③建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法 

 に関し最新の事例を用いて、講義と試験によって行われるものである。受講希望者はいずれかの登録
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講習機関に受講の申請を行うことにより講習を受講することができる。 

・ 各登録講習機関から講習の修了者に対し交付される修了履歴の様式は図－２に示すものとなってお

り（規則第十七条の九）、講習の修了を証明するものとして発注者等から提示を求められることがあ

るため、監理技術者講習修了後、修了履歴のラベルを資格者証の裏面に貼付することとしている。 

・ なお、平成二十八年六月一日以降に資格者証又は修了履歴の交付を受けるまでは、従前どおり、監

理技術者講習修了証を携帯しておくことが望ましい。 

 

五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成 

 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請金

額の総額が四千万円（建築一式工事の場合は六千万円）以上となる場合には、工事現場ごとに監理技

術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐（特例監理技術者を設置する場合）を設置するとともに、

建設工事を適正に施工するため、建設業法により義務付けられている施工体制台帳の整備及び施工体

系図の作成を行うこと等により、建設工事の施工体制を的確に把握する必要がある。 

 

（１）施工体制台帳の整備 

・ 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請が建設業法等の関係法令に違反し

ないよう指導に努めなければならない（法第二十四条の七）。このような下請に対する指導監督を行

うためには、まず、特定建設業者とりわけその監理技術者又は特例監理技術者が建設工事の施工体制

を的確に把握しておく必要がある。 

・ そこで、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために総額

四千万円（建築一式工事の場合は六千万円）以上の下請契約を締結したものは、下請に対し、再下請

負を行う場合は再下請負通知を行わなければならない旨を通知するとともに掲示しなければならな

い。（規則第十四条の三）また、下請から提出された再下請負通知書等に基づき施工体制台帳を作成

し、工事現場ごとに備え付けなければならない（法第二十四条の八第一項）。 

 施工体制台帳を作成した特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発

注者の閲覧に供しなければならない（法第二十四条の八第三項）。公共工事の受注者は、下請金額に

かかわらず、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え付けなければならない（入札契約適正化法

第十五条第一項）。また、発注者から請求があったときに施工体制台帳を発注者の閲覧に供すること

に代えて、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない（入札契約適正化法第十

五条第二項）。さらに、公共工事の受注者は、発注者から施工体制が施工体制台帳の記載と合致して

いるかどうかの点検を求められたときはこれを受けることを拒んではならない（入札契約適正化法第

十五条第三項）。 

 

（２）施工体系図の作成 

・ 下請業者も含めた全ての工事関係者が建設工事の施工体制を把握する必要があること、建設工事の

施工に対する責任と工事現場における役割分担を明確にすること、技術者の適正な設置を徹底するこ

と等を目的として、施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に係るすべての建設業者

名、技術者名等を記載し工事現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを当

該工事現場の見やすい場所に、公共工事においては工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場

所に掲げなければならないことが定められている（法第二十四条の八第四項、入札契約適正化法第十

五条第一項）。 
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六 工事現場への標識の掲示 

建設工事の責任の所在を明確にすること等のため、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者

は、建設工事の現場ごとに、建設業許可に関する事項のほか、監理技術者等の氏名、専任の有無、資

格名、資格者証交付番号等を記載した標識を、公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 

 

・ 建設業法による許可を受けた適正な業者によって建設工事の施工がなされていることを対外的に

明らかにすること、多数の建設業者が同時に施工に携わるため、安全施工、災害防止等の責任が曖昧

になりがちであるという建設工事の実態に鑑み対外的に建設工事の責任主体を明確にすること等を目

的として、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やす

い場所に標識を掲げなければならない。（法第四十条） 

・ 現場に掲げる標識には、建設業許可に関する事項のほか、主任技術者、監理技術者又は特例監理技

術者の氏名、専任の有無（監理技術者補佐を配置している場合はその旨）、資格名、資格者証交付番

号等を記載することとされており、図－３の様式となる。（規則第二十五条第一項、第二項）建設業

者は、この様式の標識を掲示することにより、監理技術者等の資格を明確にするとともに、資格者証

の交付を受けている者が設置されていること等を明らかにする必要がある。 

 

七 建設業法の遵守 

 建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、

建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって

公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められたものである。したがって、建設業者は、この法

律を遵守すべきことは言うまでもないが、行政担当部局は、建設業法の遵守について、適切に指導を

行う必要がある。 

 

・ 法第一条においては、建設業法の目的として 

「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、

建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって

公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」 

 と規定しており、建設業者は、この法律を遵守する必要がある。また、行政担当部局は、建設業法の

遵守について、建設業者等に対して適切に指導を行う必要がある。 

・ 特に、法第四十一条においては、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通大臣又は都道府

県知事が建設業者に対して必要な指導、助言等を行うことができることを規定している。また、法第

二十八条第一項及び第四項では、建設業者が建設業法や他の法令の規定に違反した場合等において、

当該建設業者に対して、監督処分として必要な指示を行うことができ、同条第三項及び第五項では、

この指示に違反した場合等において、営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。さらに、こ

の営業の停止の処分に違反した場合等において、建設業の許可を取り消すこととしている。 

・ さらに、法第四十一条の二においては、建設工事の不適切な施工があった場合において、その原因

が建設資材に起因すると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事が当該建設資材を引き渡した

建設資材製造業者等に対して、再発防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができ、

これに従わなかったときは公表及び命令することができることを規定している。 
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図－１ 資格者証の様式 

 

（表面） 

 

 

（裏面） 

 

備考 

 １ 「本籍」の欄は、本籍地の所在する都道府県名（日本の国籍を有しない者にあつては、そ

の者が有する国籍）を記載すること。 

 ２ 磁気ストライプを埋め込むこと。 
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図－２ 修了証の様式 

 

備考 

監理技術者講習修了後、監理技術者資格者証が発行された場合は、本ラベルを監理技術者資格者

証上部に貼付すること。 

 

 

図－３ 工事現場に掲げる標識の様式 

 

 

建  設  業  の  許  可  票 

商 号 又 は 名 称  

代 表 者 の 氏 名  

主任技術者の氏名 専 任 の 有 無   

 資 格 名 資格者証交付番号   

一般建設業又は特定建設業の別  

許 可 を 受 け た 建 設 業  

許 可 番 号 
国土交通大臣 

知事 
許可（  ）第        号 

許 可 年 月 日  

 

 

 

記載要領 

 １ 「主任技術者の氏名」の欄は、法第２６条第２項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏

名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 

 ２ 「専任の有無」の欄は、法第２６条第３項本文の規定に該当する場合に、「専任」と記載し、同

項ただし書に該当する場合には、「非専任（監理技術者を補佐する者を配置）」と記載すること。 

 ３ 「資格名」の欄は当該主任技術者又は監理技術者が法第７条第２号ハ又は法第１５条第２号イに

該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。 

 ４ 「資格者証交付番号」の欄は、法第２６条第５項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資

格者証の交付番号を記載すること。 

 ５ 「許可を受けた建設業の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた

建設業を記載すること。 

 ６ 「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消すこと。 

35cm以上 

2
5
cm

以
上
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３－８ 建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受け

る監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱

いについて（通知） 
 

建業第247号  

令和２年12月24日  

 

各部局長様 

部内各課長様 

部内各出先機関の長様 

各農林事務所長様 

 

交通基盤部長  

 

建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者 

及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて（通知） 

 

建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例監

理技術者」という。）及び監理技術者を補佐する者（以下「監理技術者補佐」という。）

の配置については、令和２年９月30日付け国不建第174号「建設業法施行令の一部を

改正する政令等の施行について（通知）」により、特例監理技術者を配置した場合の

留意事項において「公共工事の発注者等は、特例監理技術者が兼務できる工事現場の

範囲について、適切に判断することも必要である。」とされていることから、特例監

理技術者を配置した場合の取扱いを下記のとおりとします。 

 

記 

 

１ 次の要件のいずれかに該当する場合は、特例監理技術者の配置は認めないものと

する。 

（１）予定価格が３億円以上であるとき。 

（２）工事の技術的難易度がⅢ以上の工事であるとき。 

（３）当該工事若しくは兼務する工事が24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必

要な工事であるとき。 

（４）兼務する工事の発注者が異なるとき（県工事同士でも発注機関が異なる場合は

認めない）。 

（５）兼務する工事が低入札工事であるとき。 

 

２ 特例監理技術者の兼務を認める場合の判断基準 

次の（１）から（８）のすべてを満たしていることとする。 
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（１）建設業法第26条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者（以下「監

理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。 

（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、

学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術

者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求め

る技術検定種目と同じであること。 

（３）監理技術者補佐は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

（４）同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件まで

とする。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契

約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の

対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約

が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一

の工事とみなす。） 

（５）特例監理技術者が兼務できる工事は、兼任しようとする工事現場間の距離が10

ｋｍ程度の近接した場所でなければならない。 

（６）特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な

工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 

（７）特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

 

３ 特例監理技術者の配置する場合、次の点に留意する。 

（１）受注者から監理技術者補佐を設置する旨の申し出があった場合は、特例監理技

術者の配置を予定している場合の確認事項別紙１を提出させ確認する。確認事項

に問題が無ければ、特例監理技術者の配置を行う場合の要件を確認できる書類を

別紙２のとおり提出させる。 

（２）特例監理技術者及び監理技術者補佐は、平成28年５月24日付け財営第50号、住

公第70号、森保第928号、建業第65号「県発注工事に係る現場代理人の常駐義務

緩和等に関する取扱いについて(通知)」による、他の工事の現場代理人との兼務

を認めないこととする。 

（３）「２」の判断基準を満たしている場合であっても、兼務する工事が特例監理技

術者としての職務を適正に遂行できないと発注者が判断した場合は、兼務を認め

ないこととする。 

 

本取扱いについては、令和３年１月４日以降に適用する。 

 

担  当 建設支援局建設業課指導契約班 

電話番号 054-221-3059 
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別紙１ 
 

特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項 

 

□ 特例監理技術者の配置を予定している。 

□ 
 建設業法第 26 条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者を

専任で配置すること。 

□ 
同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件まで

とする。 

□ 
 特例監理技術者が兼務できる工事は、兼任しようとする工事現場間の距離

が 10ｋｍ程度の近接した場所である。 

□ 
 特例監理技術者が兼務できる工事は、24 時間体制での応急処理工や緊急巡

回等が必要な工事以外の工事でなければならない。 

□ 上記項目を全て満たしている。 

レまたは■を記載すること  

 

※ 競争参加資格確認時は、本チェックリストの確認のみとする。 

  要件を確認するための資料は、落札決定後に提出を求める。  
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別紙２ 
 

特例監理技術者の配置を行う場合の要件を確認できる書類一覧 
 

No 要件 確認書類 

1 建設業法第 26 条第３項ただし書による監理

技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術

者補佐」という。）を専任で配置すること。 

監理技術者補佐の資格を有す

る書類（一級施工管理技士等

の国家資格者などの合格証な

ど） 

2 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は

一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実

務経験により監理技術者の資格を有する者で

あること。なお、監理技術者補佐の建設業法

第２７条の規定に基づく技術検定種目は、特

例監理技術者に求める技術検定種目と同じで

あること。 

１の提出書類に同じ 

3 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒

常的な雇用関係にあること。 

監理技術者補佐の直接的かつ

恒常的な雇用関係を証明する

書類 

4 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数

は、本工事を含め同時に２件までとする。 

特例監理技術者が兼務する工

事のＣＯＲＩＮＳの写し等 

5 特例監理技術者が兼務できる工事は兼任しよ

うとする工事現場間の距離が 10ｋｍ程度の

近接した場所であること。 

４の提出書類に同じ 

6 特例監理技術者は、施工における主要な会議

への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会

等の職務を適正に遂行すること。 

記載した業務分担、連絡体制

等を記載した書類 

7 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常

に連絡が取れる体制であること。 

8 監理技術者補佐が担う業務等について、明ら

かにすること。 

9 特例監理技術者が兼務できる工事は低入札工

事でないこと。 

－ 
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建設業法改正に伴う監理技術者補佐の取扱いについて

（交通基盤部建設業課）

１ 考え方

国交省の「建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について（通知）（令和2年9月30

日付け国不建第174号）」によると、特例監理技術者を配置した場合の留意事項について、「公

共工事の発注者等は、特例監理技術者が兼務できる工事現場の範囲について、適切に判断する

ことも必要である。」とされている。

このことから、国交省から提供があった直轄工事における取扱いを参考に、本県では次の通

り取り扱うこととする。

２ 取扱い

（１）配置を認めない場合の列挙

国交省直轄工事における取扱いは、令和２年９月30日国官技第177号、国営計第71号「建設

業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工事

における取扱いについて」による。

交通基盤部長名で「建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監

理技術者補佐の工事における取扱いについて」通知を各部局及び各事務所に発出する。

国交省直轄工事 本県（　） 本県の考え方

１ 支出負担行為担当官工事（分任支出負担

行為担当官が契約できる予定価格 3億円
以上）であるとき。

予定価格 3億円以上である
とき。

国と同様とする。

２ 工事の技術的難易度が原則Ⅲ以上の工事

であるとき。

同左 国と同様とする。

３ 兼務する工事が維持工事同士であると

き。※

（※ここでいう「維持工事」とは通年維

持工事等の社会機能の維持に不可欠な工

事（24時間体制での応急処理工や緊急巡
回等が必要な工事）をいう。）

兼務する工事が 24時間体制
での応急処理工や緊急巡回

等が必要な工事であるとき。

国と同様とする

が、分かりやすく

具体例のみとす

る。

４ 特例監理技術者が兼務できる工事は○○

地域内（○○市、○○市及び○○町）の

工事でなければならない。

兼務する工事の発注者が異

なるとき（県工事同士でも発

注機関が異なる場合は認め

ない）。

同一発注機関内

であれば、別市町

であっても互い

の工事の兼任の

可否状況を把握

できるため。

５ 兼務する工事が低入札工事であるとき。 兼務する工事が低入札工事

であるとき。

国と同様とする。

この部分を採用
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（２）（１）以外で配置をする場合の条件

兼務する工事の距離要件については、国交省直轄工事では同一市町村内を指定するものとな

っているが、同一発注機関内であれば、別市町であっても互いの工事の兼任の可否状況を把握

できるため、平成28年５月24日付け「県発注工事に係る現場代理人の常駐義務緩和等に関する

取扱いについて(通知)」の、工事１件の請負代金の額(税込)が3,500万円（建築一式工事にあ

っては7,000万円）以上の場合と同様の要件である、「工事現場間の距離が10ｋｍ程度の近接し
た場所」とする。

国交省直轄工事 本県（案） 本県の考え方

１ 建設業法第２６条第３項ただし書による監理技術

者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」

という。）を専任で配置すること。

同左 建設業法の規定

によるもの。

２ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施

工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により

監理技術者の資格を有する者であること。なお、監

理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく

技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定

種目と同じであること。

同左 建設業法の規定

によるもの。

３ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的

な雇用関係にあること。

同左 建設業法の規定

によるもの。

４ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本

工事を含め同時に２件までとする。

（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建

設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負

契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の

対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当

初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締

結される場合に限る。）については、これら複数の

工事を一の工事とみなす。）

同左 国交省の政令の

規定によるもの。

５ 特例監理技術者が兼務できる工事は○○地域内（○

○市、○○市及び○○町）の工事でなければならな

い。

現場間の距離が 10
ｋｍ程度の近接し

た場所であるこ

と。

現場代理人の常

駐義務緩和等に

関する取扱いに

合わせる。

６ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参

加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適

正に遂行しなければならない。

同左 国と同様とする。

７ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連

絡が取れる体制であること。

同左 国と同様とする。

８ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにす

ること。

同左 国と同様とする。

3－53 


	1章（HP公開版）.pdfから挿入したしおり
	○101_1_用語の説明（R03改正）
	○102_1_静岡県 建設工事監督要領
	○102_2_監督要領 別記 監督業務の内容
	○102-3_静岡県建設工事監督要領改正
	○103_1_建設工事監督要領の運用について
	○103_2_建設工事監督要領運用（別表）
	○103_3_監督要領の運用 別記読み替え 監督業務の内容
	○103_4_監督要領の運用 別記読み替え 別添
	○104_1_低入札価格調査対象工事に係る監督体制の強化
	○105_1_（H28.4適用）静岡県設計変更ガイドライン　建築・建築設備工事編
	○106_1_建築工事立会い・検査等一覧
	○107_1_【通知】監理タイムマネジメント(建築)の運用について（R03追加）
	○107_2_【実施要領】監理タイムマネジメント（R03追加）
	○107_3_監理タイムマネジメント（建築）特記仕様書（R03追加）
	○107_4_【別紙】監理タイムマネジメント記録様式(建築)（R03追加）
	空白ページ

	3章（HP公開版）.pdfから挿入したしおり
	304_1_★入札予定の皆様へ（変更なし）.pdfから挿入したしおり
	syahochirashi1
	syahochirashi2



